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第９日目（３月９日） 

○議   長（今井久美君）  おはようございます。延会前に引き続き本会議を再開いた

します。 

○議   長  ただいまの出席議員数は２４名であります。これから本日の会議を開きま

す。 

なお、阿部久夫君から家事都合のため、山田 勝君から病気療養のため、病院事業管理者

から公務のため各々欠席の届が出ておりますのでこれを許します。 

○議   長  本日の日程は一般質問とし、一般質問を続行いたします。 

（午前９時３０分） 

○議   長  傍聴の皆さん大変ご苦労さまです。一般質問の二日目です。昨日、阿部議

長から冒頭で話がありましたように、質問、答弁ともに簡潔明瞭で傍聴の方にもわかりやす

いよう、また努めていただきますようよろしくお願いいたします。 

 では、質問順位にしたがい、順次発言を許します。質問順位８番、議席番号１６番・関昭

夫君。 

○関 昭夫君  豪雨災害の復旧は大丈夫か 

おはようございます。傍聴者の皆さん大変ご苦労さまでございます。通告にしたがいまし

て一般質問をさせていただきたいと思います。豪雨災害の復旧は大丈夫かということで通告

をさせていただきました。大きな被害をもたらしました昨年の豪雨災害、市の緊急対応、そ

して稲刈り後に始まりました土砂の撤去等はそれなりに進んできているというふうに思って

おりますが、今、心配されるのは、この雪消え、消雪の時期ではないかと思っております。

消雪予報は少し遅れそうな様子ですし、そんな中で土砂の撤去等がまた一段と遅れてくるの

ではないかと心配されるところであります。 

この復旧工事の関係の発注も大分進んでおりまして、今回の議会で示されました施政方針

資料、そして補正予算、また新年度予算の工事関係の情報を見させていただき、また国や県

の発注情報等も見ておりますと、非常に多くの工事発注が予定されているなという気がして

おります。ただ、余りにも件数が多く、本当にこれらの工事が進められるのか。また、これ

らの工事、大部分は確かに災害復旧工事ですが、それ以外にも予定されている部分がたくさ

んあります。これで本当に災害復旧工事は大丈夫なのだろうかという不安を感じたところで

あります。そこで、今回この一般質問ということになりましたが、下に通告文の中には箇条

書にさせていただきましたので、明瞭なお答えをいただければなというふうに思っておりま

す。 

まず、国、県ほかにも森林管理所、土地改良区等々多くの工事発注機関がありますが、既

に発注された工事の内容――もう完成しているものはともかくですが、まだ未完成の工事の

内容及び進捗状況、そして、今ほども話をしましたが、これから発注される予定の工事等の

把握はしっかりできているのかどうかお伺いしたいと思います。 

また、これらを担う建設業者の受注状況や、当然ですが施工能力等も把握しているかどう
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か。また、これから発注されるであろう工事への対応等が可能な状況にあるのかどうか、そ

の辺もお伺いをしたいというふうに思っております。 

また、工事には必要な建設資材等があるわけですが、災害復旧工事は同じような建設資材

を多用するということになろうかと思いますが、この確保は大丈夫なのか。その辺の情報を

十分承知しているのかどうかお伺いをしたいと思います。 

一番大事なことは４番目以降、要はその状況を整理して市の発注工事や発注予定等、調整

を図っているのか、この部分ではないかというふうに思っています。国や県とも何か協議を

している、調整を図っているということですが、市だけが調整をするということではありま

せんけれども、国や県ともその辺を協議しながら発注を進めているのかどうかお伺いをした

いというふうに思います。 

また、これらのことを整理した上で災害関連の工事がどうしても――私は災害関連の工事

が優先されるべきではないかと思いますが、どうしても災害関連の工事に影響があるとなっ

た場合にどのように対応することになるのかお伺いをしたいというふうに思っております。

壇上からの質問は以上でございます。 

○市   長  おはようございます。傍聴の皆さま方、大変ご苦労さまです。ありがとう

ございます。 

豪雨災害の復旧は大丈夫か 

 関 昭夫議員の質問にお答え申し上げます。豪雨災害の復旧の関係でありますけれども、

国・県、土改、ＪＲこれらの予定あるいは調整等はどうなっているかということであります。

今現在もこれからもそうでありますけれども、ご承知のように昨年の災害は山腹の崩壊ある

いは河川の氾濫、これらに起因した被害が多く発生しておりまして、山腹等の対応は国交省

の湯沢砂防管理事務所、砂防事務所ですね、それから中越森林管理署、県の農林部の森林施

設課、そして地域整備部の治水課、これらで大半は復旧工事の方を担当しております。河川

は地域整備部の治水課が主であります。それぞれ地元との交渉に市も同行して対応しており

ますので、発注状況は把握しております。 

ただ、ＮＥＸＣＯですか高速道路とＪＲについては発注状況は把握しておりませんけれど

も、今、状況を見ますとほぼ復旧工事は終了しているというふうに考えております。この中

では市としての特別の情報を今持ってはおりません。国・県、市で構成します災害復旧連絡

調整会議も定期的に開催しておりまして、災害への対応の調整、発注の時期、あるいは上下

ございますのでこの関係、それから工事用道路これらの調整を行っておりまして、今、問題

なく進めていると。そして問題があれば常に協議をしながら解決をしていくという体制をと

っております。 

 業者の施工能力等でございます。発注状況等も含めて、建設部の方ではほとんど施工能力

等についても心配はいらないという状況であります。発注、受注状況も含めてですね。ただ、

規模の大きい災害があるわけですけれども、これらは地元業者だけでは対応しきれないとい

う部分も特に国・県の部分では出てまいっております。現に県の発注しております工事関係
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も先般の入札の結果では、ここに営業所等がある会社ではありますけれどもいわゆる県内大

手といわれるところがほぼ落札をしたりということもあります。そういう部分は発生してお

りますけれども、地元の皆さん方の施工能力等については全く心配しておりません。 

 農林の方でありますけれども、これは今議員おっしゃったように非常に箇所数が多いわけ

でありますので、ある程度まとめながらそれをお願いしているところでありまして、今現在

のところではこれがもうできないとか、例えばこれ以上できないとか、そういう部分は発生

はしておりません。作付けの問題もございますので、３月１５日にまた調整会議等をさせて

いただいたり、地元の工事委員長さんとの協議も含めて３月の転作の申請といいますか、こ

れにきちんと間に合うようにしながら調整を進めているところであります。 

施工等の能力については問題はないというふうに考えております。ただ、これから春の作

付けに間に合うか否かという部分はもう少し調整をしながらやっていきますが、被災農地が

精査をしたところ、まだ確実な数字ではありませんけれども約１８３ヘクタール前後です。

そのうち作付けが今年の春にはもう完全に無理だと思われるものが、約６５ヘクタールであ

ります。あとは何とかできるであろうということでまた最終的に調整をしていくということ

であります。 

ですので、この作付けのできない部分というのは前から申し上げておりますように、他の

工事との関連もあってできないとか、河川復旧が先にきちんとできないと田んぼの復旧もで

きない等いろいろございますので、そういう部分は２４年度は転作の方に配分をしていただ

いて、農家の皆さんに少しでも経済的な部分で恩恵があるようにしていければというふうに

思っております。 

 資材でありますけれども、今いろいろの情報の中からつかんでおりますことは、積ブロッ

クですね、それから重機、これらがやや心配をされている状況であります。ブロックは大型

ブロックへの変更、工法変更ですね、こういうことで何とかなろうと思いますし、重機関係

もとにかくかき集めていくということでありますから、重機が調達できなくて施工ができな

いということは今のところはまあないのだろうと思っておりますけれども、やはり不足はし

ているということではあります。被災箇所が連続しておりますと手前の工事が完了しなけれ

ば奥に入れないと、こういうことも出てまいりますのでそういう部分での遅れが若干懸念を

されるかという部分であります。 

 それから農林関係の方ではふとん篭の詰石、これが不足でありますので、現場の発生残土

を利用させていただいた鋼製の擁壁、こういう代替工法も今考えているところであります。

そういうことをやりながら何とか間に合わせていきたいというふうに思っております。 

 発注済工事あるいは市の発注予定工事との調整でありますけれども、災害復旧は原則３年

間、特殊な場合は５年間ということもありますけれども一応原則３年ということであります

ので、平成２５年度いっぱいに完了させる。ですので、この災害復旧を最優先しなければな

りません。これで今のところ２４年度がどうだということはないと思うのですけれども、２

５年度前後に、もしですね、もし市内業者で対応がしきれないという部分が現実として出て
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きますれば、市外の業者も含めて対応させていただいて、災害の方に限ってですね、対応さ

せていただいて、とにかく災害復旧を優先させるということをやっております。工事発注の

予定は全部市のホームページに掲載してありますので、業界の皆さん方もそれらを参考にし

ていただいて調整を図っていただきたいと思っております。 

 災害関連の工事が進められない状況が発生したということでありますけれども、これはも

し発生するとしますと、用地の関係で了解が得られないとか、あるいは工事用道路を造成し

ていく上で、これも用地ですけれども了解が得られないとかということが一番懸念をされる

わけであります。今のところそういうことは余り伺っておりませんので、もしそういうこと

が出ればやはり工法の変更も含めて対応していかなければならないと思っております。 

 それから農林関係ですけれども、今申し上げましたように、国・県・市この状況を全部お

互い把握しながら協議をしながら進めておりますし、県と市の関係機関で災害に関する情報

共有、調整の場として災害復旧連絡調整会議、これは建設も含めた部分でありますけれども、

開催しておりまして連携をしております。そしてその調整会議の中で去年の秋にも災害復旧

工事を最優先してほしいということをお願いしたところでありますので、いずれにしても災

害復旧を最優先で進めさせていただく。 

もし、支障が出るということであれば、市の、あるいは県の――国県はもうある程度それ

には柔軟に対応しますと、通常発注の部分ですね、そういうお話を伺っております。私ども

も、もしそういう状況が出るとすれば市の通常発注部分の時期をずらすとか、あるいは年度

を変えるとか、そういうことも含めて対応はしていかなければならないと思っております。

まだそういう状況が出たということではありません。出ればそういうことも考えていかなけ

ればならないということでありますので、よろしくお願いいたします。以上であります。 

○関 昭夫君  豪雨災害の復旧は大丈夫か 

一問一答ですので少し細かく確認をさせていただきたいと思いますが。今ほどの答弁で安

心をした部分もありますし、まだ私が聞いている情報とは違うような気がしていますのでよ

ろしくお願いしたいと思います。１番目の発注予定あるいは発注済の状況、内容把握という

部分ですが、どの部署でこれを把握しているのか。責任者はどなたなのか。まず、そこから

お聞かせをいただきたいと思います。 

○市   長  豪雨災害の復旧は大丈夫か 

土木関係については市の方で言いますと建設部ですね。それから農林関係で市の方で言い

ますと、これは産業振興部農林課ということになります。そういうことです。 

○関 昭夫君  豪雨災害の復旧は大丈夫か 

最初に話をすればよかったかもしれませんが、本来であればこんなことを心配する必要も

何もないと思っていますが、今の話を聞いても建設関係、農林関係と分けて部署がある。で

はそのトータルを把握しているところはどこなのでしょうか、ということになると思います。 

なおかつ、なぜこんな話をするかといえば、２番目以降に当然関係してくるわけですけれ

ども、発注されるであろう、あるいは発注されたものの情報としてファイリングされて、ど



 - 5 -

ういう工事でいついつ発注されて、例えば発注済であれば情報としてどこの業者が受注した

とかというのがくるのかもしれません。あるいはこれからの分もそうかもしれませんが、そ

の内容、どのくらいの仕事量があって、どのくらいの例えば人が関わらなければ終わらない

のだと、あるいはどのくらいの材料が必要なのだという部分まで把握をして、全体がわかっ

ていないと最終的にはいかないのかなという気がしています。トータル、建設部関係、農林

関係という分け方ではなく、それをトータルで誰が把握をして、内容がわかっている人がい

るのかなという心配がありますが、お答えをいただければ。 

○市   長  豪雨災害の復旧は大丈夫か 

それは先ほど申し上げましたように、国、県も含めた市と三者の災害復旧連絡調整会議を

定期的に開催しておりまして、状況はきちんと把握している。この会議の議長というか主催

者は・・・県の振興局であります。 

○関 昭夫君  豪雨災害の復旧は大丈夫か 

会議の結果として把握をしているという答弁だというふうに思いますが、それを最終的に

整理をしておいていただいているのだと思います。私が聞いている範囲――次の方の部分に

も移っていきますけれども、私がたまたま聞いた範囲でいけば、もうとても仕事ができない

という。要はもう施工能力を超えている受注があるので、これ以上の対応はできないと言っ

ている業者もあるとかいう話も聞いています。先ほどの答弁ですと業者には問題ないという

ようなこともおっしゃっていましたが、その辺が十分な情報として伝わっているのかなとい

う懸念もあります。 

それから、答弁の中にもありましたが、確かに新潟市の業者あるいは長岡市の業者等でも

県の工事を受注されていたりしています。多分それらの皆さんは自分の範囲で機械も人も確

保しながら対応していただけるのだというふうに思いますけれども、昭和の後半から平成の

頭にかけての頃みたいに、地元の業者は機械も人も正直言えば大幅に少なくなっているのだ

ろうと思っています。そういう中で工事の件数、工事量としてはものすごい量になっている

わけですし、従来であれば下請で仕事をしていて、全体が仕事をこなせるような状況だった

中で、今回はそういうふうに下請で手伝ってくれていた業者さんなんかも、全て元請で仕事

をしてもらわなければ対応がきかないくらい、あるいはそれでも不十分かもしれないくらい

の仕事だというふうに、私は発注情報を見ている限りではそういうふうに思っています。 

そういう中で今度は下請の確保もままならないような状況が発生してくるのではないかと

いうことで、多分、最初に言いましたように、もう、うちの施工能力ではこれ以上はちょっ

と難しいなという業者さんが出ているのかなという気がしています。その辺のことに関して

把握はされているのかどうかお聞かせをいただきたい。 

○市   長  豪雨災害の復旧は大丈夫か 

個々の業者といいますか対応していただく方の能力というのは、大体把握しておりまして、

今ここに、これは農災部分だけでありますけれども、箇所数で５００か所部分くらいの部分

がここに皆入っておりますけれども――５００か所ではないもっといっぱいあるのか。それ
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で、これの中で例えばこの業者さんからはここを受けていただいて、これがいつまでに完成

するとかそういう部分は全部こういう表にして。ですから、この中に全く名前の入っていな

い業者の皆さんもいらっしゃいます。そういう人たちは去年の段階ではちょっと施工能力が

なかっただろうと、あるいはできないという。 

ここを業者の名簿だけ見ますと、特に農災関係は塩沢地区に相当やはり集中していますの

で、塩沢の業者の方は非常に多く受けています。だけれども六日町あるいは大和、こちらに

入りますとまだ大手もいますし、相当余力はあります。ですので、そういうことをきちんと

調整する――ただ、我々がここの場所はこれからの発注部分についてですね、ここの場所は

あなた受けろ、あなた受けろとこれはできませんので、それは業界の中できちんと調整して

くださいと、そういうことを申し上げてきております。今、建設業協会の方からも、もう例

えばこれ以上無理だとか、これはできないとかという話は一切まいっておりませんので、私

は若干の問題点は個々の中であるにしろ、全体的には大丈夫だということを一応思っている

わけであります。 

○関 昭夫君  豪雨災害の復旧は大丈夫か 

今の答弁のとおりであってほしいなというふうに思っています。 

 次に建設資材の関係です。やはり同じように話を聞いて――たまたま私は漁協の役員をし

ておりまして、河川工事の同意の話で来ていただいた業者さんから、今、先ほどの答弁の中

にありました護岸ブロックの話で、注文しても３か月以上待たなければ来ないのだと。製造

している業者さんもいくら作っていいのかどうか、全然情報をもらっていなかったのでこれ

から作るのだということで、非常に対応に苦慮しているという話を伺いました。 

たまたまその業者さんは先にやれば今、在庫にあるもので何とかなるのでと言われたので、

すぐ始めたいので同意をいただきたいということで来ましたが、今現在発注等をやっている

物件ではほとんど無理ではないかというような話をされて帰りました。そういうことを考え

ると、今後逆に建設資材が間に合わないがために工事が平準化というか、順番にできないで

最終的には秋口になってからしかできないようなことになりはしないかという心配がありま

す。 

それからもう一つ心配をしているのは、生コンです。全ての場所が生コンを使わなければ

できない。なぜ最初にほかの例えばＮＥＸＣＯだとかＪＲだとかという話もしましたが、使

うかどうかわかりません。全然私もわかりませんので、民間だってあるわけですけれども、

一番心配するのは生コンです。生コンは例えば新潟から持ってくる、長岡から持ってくると

いうわけにはいきません。地元にあるプラントからしか、本来対応ができない建設資材だと

思いますので、今、本当にどれだけの能力があるのか。あるいは製造できるとしても運搬で

きる能力がどこまであるのか。そういうことを考えたときに、本当にこれだけの膨大な工事

に対応できるのか。そこが非常に心配だというふうに思っています。その辺、どのように把

握をされているのかお聞かせをいただきたいと思います。 

○市   長  豪雨災害の復旧は大丈夫か 



 - 7 -

ブロック関係は先ほど触れましたように、若干不足が心配されているということでありま

すので、そういう際は工法変更も含めて柔軟に対応するということは確認しております。生

コン関係について、どれほど不足でどうだ、こうだという話は、私は伺っておりませんが、

農災関係では大半が田んぼの中の土砂の撤去、あるいは畦畔の復旧，山腹崩壊した部分はこ

こを止めるわけですけれども、それらも現場打ちということは確かほとんどやっておりませ

ん。 

ですので農災関係で――あとは水路関係はほとんどが二次製品でありますから、ですので

生コンが不足をしてとてもこれは工事的に間に合わないという話はまだ私は伺っておりませ

んが、調整会議の中でもしそういう話が出ていたのなら、どちらかの部長、ちょっと答弁し

てみてください。 

○建設部長  豪雨災害の復旧は大丈夫か 

生コンの関係ですけれども、私どもが聞いているのは生コン自体はあるのですが、生コン

車がちょっと不足しているということを聞いております。先ほど言った二次製品の会社、そ

れと同様に自社の保有している生コン車をほかのところから借りたりして、何か対応ができ

ないかということをお話をさせていただいているというところでございます。以上です。 

○関 昭夫君  豪雨災害の復旧は大丈夫か 

いろいろな中でそういう調整をさせていただいたり、協力要請をしていただいたりしなが

ら、対応が可能であってほしいなというふうに思っています。私が発注情報や何かをインタ

ーネットで見ている限りでは、農林振興部の工事でも大量に生コンを使うようですし、地域

整備部のものは当然たくさん使います。また、ここにきて湯沢砂防が発注した工事が災害関

連ばかりではなくて、通常の部分も発注されておりますので、それらもほぼ生コンを使う工

事しかないというふうに思っています。ですので、なおさらその辺が心配だなと。重なれば、

年間あるいは月間、その製造能力があったとしても重なればできない部分が出てくる。 

ましてや、先ほども言いましたがブロック類等、あるいは玉石とかそういう部分も含めて

ですがそれが間に合わないということになれば、当然生コンも使ってみようがない。したが

ってそれら他のものが間に合う、例えばブロックが間に合うようになったということになる

と、生コンも集中して使わざるを得ないと、必要になってくるということだろうと思います。

そういう部分をきちんと把握していただいて、やはり発注、今後の発注の中で調整を図って

いただきたいというふうに思います。 

答弁の中で災害復旧を最優先という申合せをしてあるというか協議済だということで安心

はしていますが、どうしても発注する発注情報等をみんな見てみますと、災害復旧工事が今

発注されているばかりではなくて、通常発注される部分ももう既に発注されている物件がか

なりあります。そう考えると、まだまだ予算書等の中ではいろいろな工事の部分が個別でな

くても書かれているものがありますし、それらが本当に全て、災害復旧とかを無視して発注

ということになれば、当然対応しきれない部分が出てくるのかなという気がしています。 

ぜひ、十分に情報を得ていただいて、地元、私たちの地域、その災害に関係して関係者に
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なっているのは市民ですので、やはり窓口になるのは私は市だというふうに思います。県が

全ての調整をするのではなくて、できれば市がやはりそこには最大限関与していただいて、

県や国の工事も発注を待ってもらうとか、送ってもらうとか、あるいは発注済だとしても、

いよいよの場合にはちょっとストップしてもらうとかということも考えていただかないと、

災害復旧にも影響してくるのかなという気がしています。ぜひ、その辺も含めてお考えいた

だきたいと思いますので、答弁をいただきたいと思います。 

○市   長  豪雨災害の復旧は大丈夫か 

これは度々申し上げておりますように災害復旧優先でやる。ですので、昨年のうちに国交

省の方には今現在発注している工事、あるいはこれから発注するであろう工事、これについ

ては最大限柔軟性を持って対応してくださいと。それはやりますと。今発注してあったもの

であっても工期を延長するとか一時中止をかけるとか、そういう対応もされるところはもう

してきていただいておりますし、当然県も同じであります。市も当然同じでありますので、

市の立場といいますか、市の実状はこの調整会議の中できちんと申し上げていると思ってお

ります。今、議員おっしゃったように、とにかく発注はしてみたけれども工事は全然進まな

いよなどということにならないように綿密に打合せをしながら、またそれぞれの業界の皆さ

ん方からもきちんと情報をとりながら、これからもまた進めてまいりたいと思っております

ので、よろしくお願いいたします。 

○議   長  質問順位９番、議席番号３番・鈴木 一君。 

○鈴木 一君  関議員とかぶるところがどうもありそうなので、かぶらないように再質問

したいと思います。 

１ 豪雨災害の今後について 

最初に豪雨災害復旧の今後について伺います。昨年７月末の豪雨災害は市でも経験のない

災害でした。それゆえ、市あるいは市民も今後について大きな不安を持っていると思います。

今年の稲の作付けはどうか、裏山の土砂崩れは、河川の復旧はと、遅々として進まない復旧

にいらだちも感じています。昨年、水田の土砂撤去を見てみると、なかなかはかどっていま

せん。一町歩程度の田んぼに１か月以上もかかっております。いまだ土砂の搬出は終わって

いません。 

段取りはできたことから、市のやるべきことは終わったのだろうとは思いますが、その先

の話として、いつどの耕作地が完了するのかという説明が不足しているのではないかと思わ

れます。一部土砂の入った耕作地は日程が決まらなければ、作付けした後では土砂の搬出は

できないはずです。苗の数も決まりません。育苗する人、購入する人は工程によっては大き

なむだが出ることを懸念しています。それで１番目、地区へ耕作地復旧の工程説明をやって

いるのか、確実な数字を説明できているのか伺います。 

 次に災害復旧の優先順位についてであります。災害査定、工事発注が終わったからといっ

て、ああ良かったではないと考えています。この災害では緊急を要する事案が多々あると思

います。耕作地の復旧、復旧と言いますが、当然耕作地の復旧は急を要することですが、例
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えば住宅地の土砂崩れのような急がなければならない復旧がほかにあるはずです。施工業者

は仕事が満腹状態で、受注している内容も把握できていないのではないか。やりやすい仕事

から始めるようなことがあるのではないか。そうあってはならないと考えています。行政が

施工業者に多大な干渉をすべきではないと思いますが、この災害に限り優先順位を決め、指

示すべきと考えます。市の考え方を伺います。 

２ 市職員のビジョン、提案を受け入れる素地があるのか、また、大きな野望を持つような

職員教育をしているのか 

 ２番目として市職員のビジョン、提案を受け入れる素地があるのか、また、大きな野望を

持つような職員教育をしているのかについて伺います。市職員に嫌われ、石をもて追わるる

ごとくふるさとをい出しかなしみ消ゆることなし 南魚沼市は恋しかりけり。と、ならぬよ

うな質問をしたいと思います。 

市職員は民間から見ればうらやましいほどの給与であることは間違いありません。しかし、

難関の試験を受け、二次の面接を受け合格をしたのだから仕方がないのかなとも考えます。

私には有給休暇、育児休暇もありませんでしたので、仕事柄かつて市職員よりも毎日役所に

通った時代もありました。そのとき職員への私個人の評価は高いものではありませんでした。

しかし、議員となり内部から見ることにより、職員の質の高さに評価を変えなければならな

いほどのショックを受けました。本音でないにしろこの給与でいいのかなとも考えました。

特に議場のおられる管理職の方々は素晴らしい。しかし、残念ながら多くの方が来年にはこ

の席にはおられません。来年春、商工会の局長の席で会えるのか。あるいは１０月には我々

に対抗してたすきをかけて名前を連呼しているやもしれませんが、私の感知するところでは

ありません。 

 本題に入りますが、今、国、地方どこに行っても重い閉塞感に、もがいてももがいてもど

うすることもできません。新卒者の就職がない。給与は下がるばかり。国政をあずかるもの

が時のパフォーマンスの市長に擦り寄ろうとしている。情けない。党の議席を減らしてでも

信念を貫きなさいと言いたい。むしろ地方議員の方がまだ立派であります。私は美女以外に

擦り寄ることはないという一貫した信念を持っています。 

管外視察でいろいろな先進地に行ってきました。何度も申し上げますが、北海道ＪＡきた

そらちの組合長の米の販売促進に対する思い、取り組み。徳島県上勝町の葉っぱビジネスを

提案、軌道に乗せたＪＡ職員。後に同僚議員が一般質問をしますが、保護者の反対を押し切

りＲ―１ヨーグルトを学校に導入し、インフルエンザのり患を減らし、学級閉鎖をなくした

佐賀県有田あるいは奈良県内の保健師の方。こういう施策を誰が続けさせてくれたのか。国

内、数え上げればきりがないほどの人たちが、信念を貫き地域に貢献しています。 

地元ではＪＡ魚沼みなみ、しいたけ栽培の導入、農家に初期投資はさせず軌道に乗せたこ

と。このことでＪＡにも販売のメリット、あるいは地域にとっての雇用のメリット、大変素

晴らしいことだと私は見ています。この関係者の企画、実行力は素晴らしいではないでしょ

うか。関係者の方が議場におられますので詳細の説明は必要ないと思います。 
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国、県の受託や市の仕事に忙殺され毎年毎年同じことの繰り返しに疑念はないだろうか。

考えることも忘れてはいないだろうか。同じ職場に長くいると、まあこれでいいかというよ

うな考えになりかねないだろうか。企業でいう単純再生産とは、毎年毎年同じ予算で、同じ

仕事と解釈しています。当市では県内どこよりも先駆けて各事業予算も計上しています。こ

のことは評価していかなければならないと思っています。 

しかし、市民には見えていない部分が多々あります。どんなものにも当たり外れはありま

す。市には全てとは言いませんが優秀な職員がいます。そういう職員のビジョン、あるいは

提案を受け入れる素地が市にはあるのか。あるいは職員教育等はどう進めているのか伺いた

い。 

高校時代、ある先生の君たちは能力はあるが学力がないという言葉が忘れられません。有

望な職員を生かすも殺すも大分細くなられたようですが、骨太の市長の右腕にかかっていま

す。大きなビジョンを持つような職員がいたら、その夢を生かし、実現できるような素地を

作るべきだと考えますが、市長の考えを伺います。以上で壇上からの質問を終わります。 

○市   長  骨太の質問をしていただいて大変ありがとうございました。鈴木議員にお

答え申し上げます。 

１ 豪雨災害の今後について 

 豪雨災害復旧、春の作付けの関係でありますが、今年１月初めに農災の請負業者から通常

の４月上旬の雪解けを想定した工事の工程表を作成していただいて、被災集落の大まかな箇

所ごとの工程表を工事委員長に送ってあります。そして、被災集落において優先順位を検討

していただいているというところであります。ただ、これがちょっと豪雪になりましたので、

時期的に若干難しいところもありました。再度施工業者に調査をお願いして、そしてまとま

り次第、工事委員長を通じて各農家へ知らせようということであります。一応３月６日にこ

の農災関係を受注していただいている業者さんから、全ての受注箇所の工事完了見込みを提

出していただきました。それがさっき言いましたが箇所にすれば５００幾つかもあるという

ことであります。 

それを踏まえまして、３月１５日に今度は集落に――工事委員長さんにですね、この作付

けの可否に関する工事委員長説明会を開催させていただきます。これは南魚沼土地改良区で

工事委員長さんから全部集まってやっている。そしてこの３月のこの後に集落の要望に応じ

まして、またそこにも出向いて説明をさせていただきますし、それから営農栽培指導、これ

らも開催させていただきたいと思っております。３月の下旬に転作計画書の配布を市の方か

ら各農家の皆さんにお願い申し上げますので、そのとき農家の皆さん方が自らの判断によっ

て、これはもう転作をやる、減反、今年はとか、それを出していただいて、それから実際に

今度は工事に入っていくわけですけれども、施工業者からも工事工程の変更、これらの情報

を工事委員長の方に全部提出していただくというかたちで進めております。ですので、不安

は若干あるかもわかりませんけれども、一応そういう体制をとりながらきちんと連絡をとっ

てやっているということであります。 
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先ほど申し上げましたように、被災農地については約１８３ヘクタールであります。この

うち作付けができないと思われる部分が約６６ヘクタールございます。これは業者さんの方

からの工程表の中で判明している部分であります。これはあと吉里と外谷と思川でしたか、

この３地区は区画整理関連がありますので、この部分は９町歩以上ですけれどもちょっと別

個に扱っておりますので、その点はご理解いただきたいと思います。 

そして優先順位を指示すべきということでありますが、農災は今ほど申し上げました区画

関連の３地区を除きますと９５パーセントほどの発注状況であります。工事は先ほど触れま

したように本格的な雪消え後ということでありますし、河川工事の関係から作付けに間に合

わないところは出てくると、これは前々からお願いしていたところであります。市と地元と

業者で現場を確認しながらこの工事を進めていきたいということであります。 

とにかく作付けできる部分はできるだけ極力していただくということを最優先にしながら、

用水の確保も当然でございますし、地元の優先順位の希望、ここを早くしてもらいたい、こ

こは若干遅れてもいいと。これはやはり地元としてはあるわけでありますので、それらの確

認をしながら早期復旧を目指してまいりたいと。 

建設部の方では当然ですけれども、市が安心して暮らせる環境になるまで復旧していくと

いうことでありますし、工事の発注につきましては市民生活に不安を与えたりあるいは大き

な影響がある、こういうところを優先的に発注しております。業者が、もし受注して工事に

なかなかかからないと、着手しないとそういう状況があれば、市としてもそこには介入させ

ていただきますけれども、それ以外のことで今のところ市の方で、あれこれと業者さんの方

に指示をするような状況ではありませんので、その状況が生まれればそれはきちんと介入さ

せていただいて指示をさせていただくということでご理解いただきたいと思います。 

２ 市職員のビジョン、提案を受け入れる素地があるのか、また、大きな野望を持つような

職員教育をしているのか 

 ２番目の市の職員教育でありますけれども。私は市の職員には常に申し上げておりますこ

とは、去年おととしあたりは積極的にやっていただいた失敗は、消極的で横並びで今までど

おりのことをやっていただいて無事に過ごすよりは、そちらの方が価値がありますというこ

とは申し上げて、とにかく積極的に行動してくださいと。行動しなければ何も生まれません

ので、そういうことは申し上げております。 

職員もそれぞれそういうことは十分理解していただいた上で、それぞれの業務に取り組ん

でいただいているわけですけれども、なかなかこういう組織体でありますので、鈴木さんが

おっしゃるように、何ていいますか抜きん出てそういう大きなビジョンをぽんと示したりと

いう機会が非常にないわけであります。幹部職になれば別でありますけれども、一般職では

ですね。 

そこで、市長のところへのメールはこれはいつでも送付してくださいと。考えていること、

やりたいこと、それはなかなか出てこない部分もありますがそういうことですし、毎年行っ

ております自己申告というものがございます。ここには相当数のやはり提言、改善点、ある
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いは自分の人事に対しての希望とかですね、そういうことも記入していただいております。

ただ、それが全て人事異動が１００パーセントそれでかなうということではありませんけれ

ども、そうして職員のモチベーションを保ちながら、また極力職員の働きやすくて、そして

意見も出しやすくて、あるいはやりがいのあるような人事異動も含めた体制を今考えていま

すから実行しているところであります。 

研修的なことにつきましては、職員研修を行っておりますけれども、一番はやはり最初は

業務遂行に関する基礎知識の部分ということになります。それから個々の能力開発の基本と

なります自己啓発を推進するために、能力アップのために個人で受講する研修に対しまして

は、交通費の支給を行っております。まだ件数はそう多いわけではありませんけれども、進

めてまいりたいと。 

それから若手職員は派遣を今やっておりまして、特に２２年度からか環境省は・・・２１

年、２２年でした。２１年、２２年と一人、そして３年、今４年目に入りますが、これにも

一人環境省の方に職員派遣をしております。県の後期高齢者医療の連合会にも１名職員を派

遣しております。それから人事院が行います新採用の国家公務員研修、これはキャリア組で

あります。これの地方自治体の実地体験というのをやっているわけでありますけれども、そ

の国の職員を平成２３年度から受け入れて、２３年度は３名まいりました。２４年度もこれ

を継続して受け入れて、お互いに刺激をし合っていこうということもやっております。 

まあ、求められる職員像というのは、市民とともに取り組む職員、専門性の高い職員、そ

して常に挑戦する職員、幅広い視野を持った職員ということを掲げながら、職員にはこうい

うことをきちんと目指してくださいということをお話し申し上げながらやっているわけであ

ります。 

組織にとってはやはり最大の資源は人でありますので、この育成といいますか、このこと

には本当に力を注いでいかなければならないと思っておりますし、徐々に合併した当時はな

かなか旧３町、近かったとは申しましてもそれぞれやはり個性といいますか垣根がありまし

て、やや停滞した部分もありましたけれども、今はもう本当に職員一丸となってこのことに

取り組んでいただいていると思っております。できることであれば今年の秋の市長選ででも、

誰かが出ようとか、来年の議会選挙には今の議員は全部変えておれがやろうとか、そういう

大きな野望と言われるものを持った職員が出てくれることを望んではおります。 

ただ、そういうことだけが野望ということではなくて、職員として市のために全精力をつ

ぎ込んでその責任を全うすること、このことも大きな野望といいますか志であります。どれ

を選ぶかは別にいたしまして、職員が常に希有壮大なやはり気持ちを持って仕事に取り組む

ということを私も推奨いたしますし、職員もそのことは承知をしながら日々の職務に励んで

いただいているものだと思っております。 

楽観的にやりなさいということも申し上げております。これについてややご指摘がありま

したので、ここで真意を申し上げておきますけれども、楽観的ならただの脳天気ではないか

と、そういうことではありません。きちんと緻密な計算あるいは見通しに立った上で、困難
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の中からきちんとした好機を見つけるということであります。そういう意味で申し上げまし

たけれども。議員の方ではありませんよ、佐藤さん。違いますけれども、楽観的というのは、

楽観主義というのはただの脳天気かと、そういうことではないということを申し上げるので

すけれども。まあそういうことをおっしゃる方が私より楽観的だと、こういうことだと思っ

ておりますが、以上、駄弁を弄しましたが答弁に代えさせていただきます。 

○鈴木 一君  １ 豪雨災害の今後について 

関議員の答弁でほとんど災害についてはわかりましたけれども、質問の中で言わせてもら

ったように、昨年、どうも私たちの地区で小さな面積の工事を見ていましたが、雪が降って

もまだ土砂搬出――これは多分春搬出するのだろうと思いますけれども、実際工程のところ

で昨年発注したもので完工すべきものがしなかったというのはあったのでしょうか。どうも

遅々として進んでいないような気がするのですけれども。 

 完了するべき工事が完了しなかったものがあったかどうかというのをちょっと確認したい

のです。昨年１２月工期とかそういうものがあって、意外に工事が進んでいなかったもので

すから、工程内に終わったのかなというのをちょっと。 

○市   長  １ 豪雨災害の今後について 

それは天候の状況等で、予定どおり昨年内に終わらなかったというのがありますので、先

ほど触れましたようにそういうことも含めて、全て今発注してある、約９５パーセント発注

済ですけれども、それに基づいてまた改めてここにこういう表を出していただいて、各業者

から現場を全部出していただいて、その中からこの春に何とか作付けができるだろうと思わ

れるものが３分の２ですね。３分の１はちょっと無理だろうということで仕分けをさせてい

ただいて、これを基にしてまた１５日から全部、工事委員長さん、各集落に説明し、また集

落に説明に来いということであればそれで随時伺って、皆さん方ときちんとした連絡調整を

していきたいと思っています。 

○鈴木 一君  １ 豪雨災害の今後について 

工程を組む上で、やはりこのできます、春作付けができます、結局できませんでしたの方

ができが私は悪いような気がして、結局これは危ないなと思うものはもうできませんよと言

ってできる方が、比較的受け止め方はいいのではないかというような気がするのです。けれ

ども、工程の組み方はそういうふうなことを加味をして工程を組んでいるのかどうか。 

○市   長  １ 豪雨災害の今後について 

業者の方から出していただいた部分については、できると言ってできないのは非常にまず

いわけでありますので、そういうことはきちんと加味をしていただいた上でやっております。

ただ、現場に入って、例えば想定外のことがあったとか、そういう部分があればこれは別で

すけれども、一般的に私どもの方でとらえている状況の中で発注した工事は議員のおっしゃ

ったようなことをきちんと念頭に置きながら進めておりますのでご理解いただきたいと思い

ます。 

○鈴木 一君  １ 豪雨災害の今後について 
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では災害については終わります。 

２ 市職員のビジョン、提案を受け入れる素地があるのか、また、大きな野望を持つような

職員教育をしているのか 

ビジョン、提案を受け入れる素地があるかということですけれども、これは私を含めて喝

を入れるつもりで今回質問させてもらいましたので、１点だけ聞いておきます。以前、教育

長が課を越えて教育について侃々諤々な議論をやったというような答弁をされておりました

けれども、これは課を越えて多分そういう議論をやることも必要――教育関係だけでなくや

るべきだろうと思いますし、その辺市長はどう考えておられるのか。それと職員の中に、例

えば市長の胸ぐらを押さえて、こうだと言うような職員がかつていましたでしょうか。 

○市   長  ２ 市職員のビジョン、提案を受け入れる素地があるのか、また、大きな

野望を持つような職員教育をしているのか 

やはりある程度大きな部分をやっていこうという場合は、今でも例えば少子化時代に対応

するその市のあり方ということはもう全課ですので、それを組織して、そこでまとめ役は今

企画がやっていますけれども、企画だけではなくてそれぞれの分野から皆参加をしていただ

いて、私はまだそこに立ち会ったことがありませんので侃々諤々か喧々囂々の方かどちらだ

かわかりませんけれども、相当活発な議論をしていただいたり、そして提言をいただいてい

るところであります。 

私も職員をやって相当血気にはやる方でありましたが、上司とか首長の胸ぐらまでつかん

だことはちょっと記憶にありませんが、今のところは私もまだ残念ながらというか幸いとい

うかそういうことはありませんけれども、やはり相当食い下がって、そうではないだろうと

かということはございますのでそこらでとどめている方がいいのだろうと、そんなことです。 

全く士気そのものが私の言うことで全て物事が決まるということではありませんので、最

終的には判断させていただきますけれども、とにかくいっぱいのアイディアと提言をしてく

ださいということでやっております。いずれは胸ぐらをつかまれるかもわかりませんけれど

も、今のところはまだそういう事実はありませんが、職員のそういう士気に対しての心配は

そうしていないところであります。 

○鈴木 一君  ２ 市職員のビジョン、提案を受け入れる素地があるのか、また、大きな

野望を持つような職員教育をしているのか 

私にとっても市長は相当目上な人でありまして、なかなか職員も言いづらいところが相当

あるのだろうと。メールを送れ、あれを送れと言われても、なかなか言いづらいところがあ

るのだろうと思います。そうではなく、もっとフランクに何か言えるような素地があればい

いかなというような気がします。本来であれば職員が何百人いるかは知りませんが、その中

で１０人位は市長と喧嘩をして辞めるくらいの人間がいてもいいのかなと。それくらいの気

の強さが欲しいかなという気がしますけれども、そういう素地を作っていただきたい。 

それと出向というのは官だけではなく民にも出向していくのも、一つの大きな勉強になる

のかなという気がしてなりませんけれども、最後にいかがでしょうか。 
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○市   長  ２ 市職員のビジョン、提案を受け入れる素地があるのか、また、大きな

野望を持つような職員教育をしているのか 

職員との何ていいますかそういう部分については、とても全課のところに私が出てという

ことはなかなかありませんが、職員の忘年会が３地区に分けて毎年あります。これは組合主

催ですけれども、当然管理職も皆出るのですが、そこには極力全部出て、やはり酒でも飲め

ば割合と言いたいことも言っていただけます。そういうことで余り偉ぶったとか、物を言い

づらいとか――職員はどう思っているかわかりません。後で今度は管理職に一般質問で聞い

てもらいたいのですけれども、一般質問でなくて質疑を聞いてもらいたいのですけれども。

そう、ただ私もちょっと口調が荒くなったり、議会で度々やっているとおりでありますそう

いうことはありますが、全く根に思う方でもありませんし、しかもそう言っていただければ

後のまた融和が進むというところもあります。どうとらえられているかというのは私はわか

りません。副市長か総務部長が答えてくれればいいのですけれども、私はそれはわかりませ

んので、まあ職員から余り煙たがられたり、ものを言いづらくてとても近寄り難いとかそう

いうことにならないように十分配慮はしているつもりであります。何かご指摘の点がありま

したらまたお知らせいただければ、きちんと直しながら当たっていきたいと思っております

のでよろしくお願いいたします。 

民間への出向ということについて、これはやるとすれば新採用職員です。やはりマナー、

いわゆる社会的な規範といいますかそういうことが非常に、全部とは言いませんけれども欠

けている部分もやはり今の若い方には見られる部分がありますので。今はまだどこそこの民

間にどうだということを具体的に考えていることではありませんけれども、その職員のやは

りそういう状況を見ながら、あるいはまた職員が希望する部分があれば、それは柔軟に考え

ていきたいと思っております。 

今、職員数を相当絞っておりますので、そういうかたちで短期間でいいということであれ

ば、これはまた一つの研修としてそれはできることかもわかりませんが、ある程度年数をか

けてということになりますとちょっと難しい面もあるかもわかりません。これはまた人事担

当とよく意見調整をしながらできるところからやっていきたいと思ってはおります。 

○議   長  質問順位１０番、議席番号７番・中沢一博君。 

○中沢一博君  おはようございます。中沢一博です。通告に基づき一般質問させていただ

きます。 

１ スポーツを通じた新たな観光交流の取り組みについて 

 最初にスポーツを通じた新たな観光交流の取り組みについて質問させていただきます。ス

ポーツ基本法が２０１１年の６月に制定されました。近年まちおこしのコンテンツの一つと

してマラソンなどの市民参加型スポーツイベントや、また観戦型スポーツイベントの開催、

あるいはスポーツ合宿、キャンプの誘致などを実施することで生まれるこの経済波及効果に、

地域が注目し自治体の約３分の１がスポーツ観光交流振興計画、施策のテーマを挙げている

のも事実でございます。 
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その中で当市は大原運動公園の建設が今議会で予算計上されました。多くの期待が寄せら

れております。また、当市は今まで、市長も述べていただいているように、スキー産業に大

きく頼ってまいりました。いくらスキー人口が減少したとはいえ、当市の観光の中でスキー

産業が占める比率は多大なものがあるのも事実でございます。しかし、市長の施政方針にも

あるとおりでありまして、低迷するスキー観光の活性化やニューツーリズム事業の推進を連

携してやっていきたいと述べております。そこで、どう推進しようとしているのか、まず伺

う次第であります。とともにニューツーリズム事業とは幅が広うございます。昨日市長は第

６次産業を強く進めていきたいと、こうも述べておられました。具体的な構想をお聞きする

ものであります。 

当市も南魚沼グルメマラソン、また、歩くスキーフェスティバル等々を含めたスポーツを

通じた地域活性力に新たな観光、また交流人口の拡大を具体的に図ってきていますし、また

これからもしなければいけないと思っております。このスポーツを活用したまちづくりで新

しい観光価値の創造を図っていくためにも、大事なのはやはり協力体制を構築して、そして

地域発の積極的な取り組みや、スポーツツーリズムの窓口となる担当者、協議会こういうこ

とも置くことが今後は大事かと思いますが、市長の見解をお聞きするものであります。 

２ 救急医療現場の見える化について 

 ２番目に救急医療現場の見える化についてお伺いいたします。救急患者のたらい回しを防

ぐために平成２１年１０月改正の消防法施行を受けて、各自治体の現場では消防、医療の連

携強化による救急搬送の改善に向けた取り組みを進めております。その中で昨今の他の自治

体を見る中で受け入れ照会が４回以上、並びに現場滞在時間が３０分以上の事案の件数が改

善されていないという実態が明らかになっております。 

当地域でも基幹病院の建設がいよいよ４月から始まります。それまでの基幹病院ができる

までのこの地域医療が、これは心配がささやかれておりますが、市民が安心できる体制確立

をするためにも新消防庁舎の建設が終了して、その中でやはり抜本的な改革、改善策の取り

組みが進められていると思いますが、次の４点についてお伺いするものであります。 

 一つ、緊急搬送における医療機関の受け入れ実態と、先にも述べさせていただきましたけ

れども、事案の件数、搬送時間等の実態について当市の現状をお聞かせいただきたいと思い

ます。 

 次に、当地域は特に基幹病院ができるまで救急救命センターがないわけでありまして、そ

の中でこのメディカルコントロール体制の確立が急務になってきております。この緊急医療

体制は緊急診療、緊急搬送、そして緊急情報の３本柱によって成り立っているわけでありま

すけれども、ご承知のとおりメディカルコントロールというのは、救急現場から医療機関へ

搬送されるまでの間に、救命救急士等が医療行為を実施する場合には医師が指示又は指導、

又は助言、検証していくということで質を保証するということであります。当市のメディカ

ルコントロール体制の実態はどこまで進んでいるのでしょうか。前にも一般質問をさせてい

ただいたときに伺った際には、現実はスタッフ等がいなくてシステムが起動しないという報
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告を受けております。その後どう改善されたのか伺うものであります。 

また、現在情報化が進む中で、緊急搬送患者の受け入れの更なる円滑化、短時間化に向け

た取り組みが強く求められている中で、救急車にタブレット型端末、いわゆるｉＰａｄでご

ざいますけれども、この配備を進めてはどうかということであります。これまで不可能だっ

た救急車からインターネットに接続し、情報を収集するだけではなくして、情報を発信する

ことも可能になります。 

私はこの１２月議会でも述べたように、今後は自治体は広域を想定した救急搬送を想定し

なければならないと思っております。医療機関との共有が必要と感じます。救急車にこのｉ

Ｐａｄの配備を強く求めますが、市長のご見解を伺うものであります。 

 そしていよいよ新潟県も待望のドクターヘリの配備が目前になってまいりました。ドクタ

ーヘリは医療機器を装備して医師と看護師が搭乗した中で、救急患者を治療しながら迅速に

搬送するという空を飛ぶ救命治療室とも呼ばれる専用ヘリコプターであります。私は議員に

なってすぐにこのことを訴えてきた経緯もありまして、本当にうれしい限りであります。救

命率向上に大きな期待が寄せられている中で、今、新大病院が県の基地病院として進められ

ていますが、出動要請された場合、どのくらいで当市に到着すると考えていられますでしょ

うか。また、ドクターヘリの導入と同時に当市の臨時ヘリポートといいましょうか、指定基

地までの救急車の搬送が大切かと思いますが、どう準備しているのか現状をお聞かせいただ

きたいと思います。 

３ 新図書館の環境整備について 

 最後に新図書館の環境整備についてであります。全員協議会で質問もしましたが、聞き手

の粗相という言葉もありますので失礼な部分もあるかもしれませんけれども、どうも南魚沼

市新図書館がいよいよ具体化され進められている中で、ララの経営改善と蔵書の数等が先行

しているかに質問も集中しております。ソフト面は「これからです」ということですが、従

来の図書館の蔵書に親しむ環境づくりとともに、電子媒体を含む総合的な情報提供をするこ

とが、情報社会での図書館の使命でもあると感じます。社会の流れを展望しつつ、どう展開

しようとしているのか伺うものであります。 

図書館の電子システム導入と電子書籍の具体的な考えについてお伺いするものであります。

また、昨今の報道にもあるように、近年のライフスタイルの変化が情報形態を変えておりま

す。その中で将来に残す、合併からの念願であった新図書館が、市民に喜んでいただくため

にもいろいろな考えがあるのを承知しておりますが、どう変身してより便利に、使いやすく、

そして役立つ情報提供の場として利用者のサービス向上に努力しなければ、公立図書館では、

またなければならないと私は思います。電子書籍の貸出しサービス等をどう考えられている

のか。若手層の活字離れと言われている中、どう関心を高め多様の読書スタイルを提供して

いるものか伺うものであります。 

 次に蔵書の本の宅配サービスの貸出しについてお伺いいたします。本来ならば多くの方々

から図書館に足を運んでいただくことが理想でございます。しかし、高齢者の方や時間の関
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係でどうしても足を運べない方も多いのも事実かと思います。その方々に、我々は図書館は

関係はないのではなくして、自宅でも本を読める図書館の貸出しシステムの体制をどう考え

ているかということであります。 

 そして最後にこの図書館の赤ちゃんタイム導入についてお伺いさせていただきます。構想

の中で児童ルームの新設も設計の中に記載されておりますが、このスペースの大きさ、間取

りについては全員協議会でも述べさせていただきましたので、別の観点から伺うものであり

ます。教育長も常日頃言っておいられます。朝の読書とともに読み聞かせの大切さというこ

とを明言されております。幼児から良い本に接することの大切さは、教育長が私は一番よく

知っておられると思います。 

司書を配置した中で幼い子どもさんへの環境整備は大人の責任であります。良書を初めて

読むときには新しい友を得たようである。また、前に精読した書物を読み直すときには旧友

に会うのと似ている。という言葉はこれはアイルランドの作家詩人オリバー・ゴールドスミ

スの言葉であります。私には胸が痛いような言葉であります。こんな私でも青春時代、東京

にいるときは通勤時間などに本を食い入るように読んだという、そんな今では考えられない

ようなそういうときもありました。 

しかし、今現実は正直言って厳しいものも感じております。良書に触れる大切さというも

のを本当に私は感じます。幼いときは特に。昨今の豊かさを感じたとき、この豊かさは何物

にも代え難い価値想像を育みます。その中で若いお子さんが図書館を利用する際、子どもさ

んがぐずぐずしていたり、赤ちゃんが泣いたりしても周囲に遠慮せずに図書館が利用できる。

そんな時間帯を、日を設けてでも結構ですので、設けてはいかがかということを提案したい

のであります。それを事前に利用者に知らせて、理解を得ながら協力してもらうといった試

みについてどうお考えでしょうか。 

育児しながら気楽に図書館利用をし、そして子どもが泣いていても、ぐずっていても周囲

の人が本当に温かく見守る時間帯。こんな時間帯があって私はいいのではないかと思うわけ

ですけれども、教育長にお伺いするものであります。以上、壇上からの質問とさせていただ

きます。 

○議   長  休憩といたします。休憩後の再開を１１時ちょうどとします。 

（午前１０時４７分） 

○議   長  休憩を閉じて会議を再開します。 

（午前１１時００分） 

○議   長  中沢一博君の質問に対する市長の答弁を求めます。 

○市   長  中沢議員の質問にお答え申し上げます。 

１ スポーツを通じた新たな観光交流の取り組みについて 

スポーツを通じた新たな観光交流の取り組みということであります。これはもう議員おっ

しゃっていただいたとおりでありますので、私どももやはり生涯スポーツという観点もござ

いますし、議員おっしゃっていただいた大原運動公園整備もいよいよ着手して、そういう環
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境も整ってまいりますので、このスポーツツーリズムという部分を本格的に力を入れてやっ

ていきたいと思っております。 

そういう中でスキーはある程度市の方での位置付けは、いわゆる自分でするスポーツ、こ

れはスキー・スノーボード等が――これはウィンタースポーツでありますけれども――グル

メマラソン、クロスカントリーこういう部分であります。今、東京の大手、これは健康スポ

ーツ会社と言うのでしょうか、スポーツ会社なのです。はっきり申し上げますとセントラル

スポーツといいまして、一部上場の非常に大きな会社であります。そこの副社長が五日町の

出身で中沢さんという方です。私と親戚関係でもありまして、私よりちょっと先輩ですけれ

ども。この方とのいろいろ交渉も通じまして、以前から若干はやっていただいていたのです

けれどもまた改めて２４年から健康オタクツアー、あるいは田植え体験ツアー、トレッキン

グツアー、親子田植え＆稲刈り体験ツアーとこういうものを関東圏でこのセントラルスポー

ツ社から募集していただいて、全て私たちの市内においでいただく。日帰りもありますし宿

泊もあったり、そういう部分を今取り入れながらこれを拡大していきたいと思っているとこ

ろであります。 

まさに一般的な観光とは違いますけれども、こういうことを導入して、いろいろ言っても

やはり関東圏の皆さん方が最大のターゲットでありますので、これらをきちんと今後ともそ

れが継続あるいは発展していけるような、我々も協力体制と取り組みをしていかなければな

らないと思っております。この会社は相当ある意味では富裕層の皆さん方が利用されている

スポーツジムも経営しておりまして、一つは会費３０万円でですね、会費というか参加費用

が。龍言に一泊して小千谷のあの片貝の花火を見ると、それだけで３０万円。募集すればす

ぐいっぱいになる。何をするのだと言うと、行き来のバスがリムジンを想像させるような超

豪華な、そういうことである意味満足心を満たしてやって、そして私どもの地においでいた

だいて、温泉とおいしい料理と酒と、そして花火は花火で日本一と言われます四尺玉を見て

帰ると。それだけで満足するというそういう層もうじゃうじゃいるそうであります。 

そういう層ばかりがターゲットでありませんけれども、非常に幅広い営業といいますか、

活動をやっていらっしゃるところでありますので、こういう皆さん方との連携も深めながら、

とにかくこのスポーツツーリズム的なことはこれからどんどんと我々も獲得していきたいと

思います。また、幅広い方面にお願いしていかなければならないと思っております。健康関

連産業の誘致ということも一つの視野に入れながら、こういうことも進めていきたいと思っ

ております。 

ある旅館ではやはり薬草風呂とかそういうこともきちんとやり、そこに例えばセントラル

スポーツ社さんはやはり宿泊をさせるわけです。健康をまずきちんと増進していこうと。そ

しておいしいものを食べたり、あるいは田舎のそういう風情や景観にも触れたり、そして身

体にも良かったりとこういうことであります。そのほかにもこれからどんどんとこちらに来

てスポーツをしていただくと。そして気持ち良くお帰りいただくということも含めますと、

これは相当の経済的な波及効果があります。その中に議員おっしゃったように６次産業化と
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いうのは、やはり地元で採れたものを付加価値を付けて販売をして、それが地元へ収益で返

ってくるというこれの連鎖をやらなければならないわけであります。そういうことも含めま

すと非常に裾野の広い、これから期待の持てる部分だと思っておりますので、また気合を込

めながらやっていかなければならないと思っております。 

議員おっしゃったようにスポーツ基本法が５０年ぶりに全面改正をされて新しく制定をさ

れました。その改正に伴いまして市も１２月議会において皆さん方から、市のスポーツ推進

審議会条例を制定させていただきました。その審議会の委員の構成メンバーに観光部門の委

員とか、そういう皆さんも加えて２４年度よりまたスタートいたしますので、こういう皆さ

ん方からそれぞれ知恵を出し合っていただいて、今議員がおっしゃったように、そして私が

申し上げたようなことをどんどんと進めていきたいと思っております。 

とりあえず今、観光協会が窓口になってそれはいろいろ進めているところであります。当

然市が、市の企画と商工観光もその中に入りながら、今のセントラルスポーツ社の件につい

ては話を進めているところであります。具体的な何ていいますか、プログラム、行程表とか、

どこをどう見るとかということも今届いておりますので、後ほどまた議員には、議員にはと

いうか議会の皆さんが必要であればお示しいたしますのでご覧いただきたいと思っておりま

す。 

２ 救急医療現場の見える化について 

 救急医療現場、見える化であります。救急搬送における医療機関の受け入れ状況の実態で

ありますが、新潟県でも昨年７月から救急搬送及び受け入れ基準が整備をされました。その

運用が開始をされております。内容といたしますと、患者の緊急、専門、特殊性これを考慮

した七つの基準に分類して、二次保健医療圏ごとに作成されたリストの医療機関に搬送とい

うことであります。 

我が南魚沼地域の救急搬送に関しましては既に管内医療機関において受け入れをされてお

りますけれども、特に休日における整形外科関係の受け入れ困難が非常に散見をされており

ます。整形外科医師不足、あるいはスキー等も含めたスポーツでおいでいただいた皆さん方

がけがをしたりと、これが非常に多いわけでありますので、その受け入れができないという

場合は２次医療圏内の小出病院あるいは十日町病院に搬送することもある。３０分以上の時

間を要したり、３回受け入れ照会をしても医療機関が決定しない場合、受け入れ医療機関確

保基準というものがございまして、これによりまして３次医療機関であります長岡赤十字病

院が受け入れることになっております。 

この基準に該当しない疾病者は従来どおり救急車が当番医やかかりつけ医を考慮して受け

入れ照会を実施しております。問合せ件数、この救急活動におきます搬送の問合せ、搬送先

の問合せ件数、平成２３年度におきまして転院搬送以外の救急件数で２,４２３件ありました。

そのうち問合せ１回が２,０４４件、２回が２６９件、３回が７８件、４回が１７件、５回以

上が１２件、こういうふうになっております。最多問合せ回数が９回というところもありま

した。２回以内の問合せで受け入れない場合、受け入れを決定した割合が９５.７パーセント
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に上っております。ただ、これは平成１９年の調査より１.３ポイントほど低下しているとい

うことであります。受入先が２回あちらこちらに連絡しても決まらない、そういう割合がち

ょっと増えたということであります。状況としてはそういうところであります。 

 メディカルコントロール体制でありますけれども、平成１４年、議員おっしゃったように

これが発足いたしまして、業務を行っているところであります。検証に関しまして年間約１

００件程度の心肺停止症例あるいは重症・外傷例、これらを医師から検証していただいてお

りまして、年４回の事後検証会を開催して、救急隊員にフィードバックしているところであ

ります。救急救命士の病院実習も実施させていただいておりますし、技術・知識の習得に努

めているところであります。また一般救急隊向けの医師による講習会も随時開催しておりま

す。それから国が募集しております、今年度実施予定でありますけれども、新しい救急救命

処置の実証地域に、今、私ども立候補しておりまして、当地域におけますメディカルコント

ロール体制の充実に今、積極的に動き始めたというところであります。 

 このタブレット型端末ｉＰａｄの配備でありますけれども、これは佐賀県が何か全国に先

駆けて導入して県内で５５台の救急車に端末を配備したということだそうであります。ただ、

これはソフト開発に１億円の経費がかかっていること、それから既存の病院検索システムと

比較しますと、年間維持費は軽減されたというような実例がございます。 

今、県では新潟医療情報ネット、これによりまして県内医療機関の診察の可能、あるいは

入院可能、これらの情報を提供しておりますけれども、救急活動時の病院選定に活用するほ

どのリアルタイムな情報ではこれはないようであります。それから受け入れ病院には必ず救

急患者の情報を伝えなければなりませんので、電話連絡は必須条件ということであります。 

今、佐賀県のシステムに多くの自治体が注目しておりますけれども、今私どもの考えてい

るところといたしますと、この地域は病院が配置されている、何ていいますか医療機関がほ

ぼ絞られているのですね、私どものところは、先ほど申し上げましたように。それから地形

的にも１７号線を基線にして病院が全部配置されているわけでありますので、効果が低いと

思われます。思われますが、この病院収容時間短縮、これを図るために今後この佐賀県等の

推進事例を研究しながら検討を進めていきたいと思っております。 

 ドクターへリでありますけれども、２月現在で全国２７都道府県に３２機が運行している

ということです。新潟県においても今年の１０月に運行開始に向けて準備を進めております。

基地は新大の総合病院、それからランデブーポイントとして南魚沼市内は３３か所、湯沢町

１６か所を候補地として今、県と調整しているところであります。ほとんどがやはり広い敷

地のあるといいますか、障害物のないということになりますと、学校のグラウンドとかそう

いうところが主でありますけれども、今この３３か所と湯沢の１６か所を候補地として県と

調整しておりますので、これが決定次第またご連絡をしていただくということであります。

なお、基幹病院が整備をされますと基幹病院の屋上にヘリポートができますので、非常にそ

ういう面ではまた救急患者等の対応には格段の利便性が増すということになると思います。 

３ 新図書館の環境整備について 
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 図書館の環境整備であります。電子書籍の件であります。いろいろ検討をしておりまして、

今この２００２年に岩見沢市立図書館が岩波文庫の電子書籍を提供してから始まりまして、

２０１２年の大阪市立図書館、これまで１１件の例をいろいろ調べさせていただきました。

その中で一番気になっておりますことは、いわゆる最初は非常に話題性があるといいますか、

珍しいといいますか、利用は若干伸びるのですけれども、なかなかその後が利用者数が上が

らない。大阪の堺市、これは公立図書館では全国で２番目でありますが、人口８４万人で１

８６万点の蔵書数があるわけですけれども、導入直後の２０１１年１月にはこの貸出合計数

が５００人で点数で２,８００点ということがあったそうでありますが、３月になったらもう

利用者は１００人というふうに下がっている。 

それから現在私どもの図書館利用者から意見要望がある中で、例えば携帯小説を置いてほ

しいというのは１件だけでありまして、なかなか話題性はありますが、いざ始めたときにそ

れが本当に機能して皆さん方にいい状況になるかと言われますと、非常に疑問のあるところ

であります。 

問題点といたしましてはやはり費用もありますけれども、選択肢が非常に今のところはま

だ少ないということであります。そういう部分もありまして、今検討を進めておりますが、

すぐにこの電子書籍を導入するか否かというのは、まだ結論は出しておりませんが、非常に

心配をされる点が多く出ておりますので、これらをどう払拭していけるかという部分にかか

っていると思います。始めるにしても例えば２６年開館を予定しておりますので、このとき

にすぐ満足のいくかたちで出発できるかと言われますと、ちょっとこれはそうやりますとい

うふうにはなかなか言えない部分がありますので、もう少し協議をさせていただきたいと思

っております。 

 それから蔵書の宅配サービスでありますけれども、これは現在でも、図書館に来館するこ

とが困難な人に対しての宅配を行う制度は合併前からもこれはありましたが、この利用対象

者が身体障がい者とか、それから図書館に来館することが困難だと民生委員が証明した人と

か、高齢のためこれも民生委員が証明した人とか非常に堅苦しく決められておりまして、貸

出件数そのものが今はそう多くはありません。 

これを一般の皆さん方全てを対象にするかと言われると、これは非常にまた困難性もあり

ますので、これは今のところ利用対象者数を拡大してどなたでも貸出しサービス、宅配サー

ビスをやりますよ、ということにはちょっと経費的な面、あるいは効率的な面、これらを含

めると考えづらいところであります。 

 赤ちゃんタイムであります。この赤ちゃんタイムという部分をどうとらえるかであります

けれども、議員おっしゃったような部分も相当あるわけであります。今、計画中の図書館で

は平面図で前回お示ししましたように児童コーナーあるいは授乳室、これを確保して閲覧席

となるべく離すというような構想を持っているわけであります。これは議員がおっしゃった

ようなことがすぐ、ぐずる子どもを抱えてきてその子から離れて預かっていただいて、読書

の時間を、そういう自由な時間を確保したいというこういう皆さん方もいらっしゃるわけで
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すので、これは運用の中でやれればやっていかなければならないと思っております。 

ただ、その日を限定するとか、あるいは通常いつでもそれに対応できるとかとかというこ

とはこれからの体制をきちんと協議する中で、常時それに対応するための職員と部屋を用意

しておくというのはちょっと無理なような気がしますので、議員おっしゃったようにその時

間、あるいは日にち、これらをちょっと限定させていただいて、やるとすればやらなければ

ならないということであります。これも今図書館建設に向けての大きな検討事項ということ

でご理解をいただきたいと思っております。ということですね。以上であります。 

○中沢一博君  １ スポーツを通じた新たな観光交流の取り組みについて 

では最初のスポーツを通じた観光交流の取り組みについてでございますけれども、これは

市長の方から本格的に気合を込めて進めていきたいというご答弁をいただきましたので、そ

れ以上はいいわけでございますけれども、ちょっと若干確認したいという部分もございます

のでちょっと触れさせていただきたいと思います。 

今、市長もおっしゃったように地元の生涯スポーツという観点と、観光を優先するという

この観光の観点というこの部分は、どうしても大原運動公園が・・・よく私ども議員も聞く

話が出ているわけですけれども、私はやはりどちらとかそういう選定ではなくして、どちら

も私は大事だと思っているのです。やはりお互いに意識を共有した中で理解をしていただか

なければいけないという部分も、私は大事な部分であるというふうに思っているわけです。 

そうした中でスポーツを通した、先ほど市長がおっしゃったような特殊的なそういう部分

も本当に一生懸命進めていっていただきたいという部分と、やはりこれからはスポーツとい

うものを本当に身近に感じているわけでして、昨年度の大震災のあったときに、なでしこジ

ャパンにあれほど私たちは勇気を与えていただきました。最近テレビを見るとアメリカへ行

ったダルビッシュがああいうことをすると、何か自分のことのように本当に感じているのも

事実であります。 

そういうスポーツというものも本当に正直な、いつ誰でもが思想云々関係なく取り入れら

れる部分であると思います。そういう面で私はこれからはやはり合宿等も、今スキー人口が

少なくなっている中で、どうこの地域の観光施設を守っていくかという。個々に努力をして

いきますけれども、その中で自治体もやはり組織化をしてきちんとこれからは他の方に、首

都圏の方に、ばかりではないですけれども発信していかなければいけない。私はそう思いま

す。この発信力がないと求心力もないわけであります。その部分、市長がこれから強く進め

ていきたいということですから、もちろんそういう機関とも今話をしていただいたのでうれ

しく思っております。 

その中でちょっと若干触れさせていただきたいのは、今現在は例えば合宿等では旧町村単

位での取り組みになっております。合併して７年になりました。果たして旧町村単位のこの

受け入れ体制のやり方でいいのかどうかということも私は感じていますけれども、その点ひ

とつお聞かせいただきたいと思います。 

○市   長  １ スポーツを通じた新たな観光交流の取り組みについて 
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これはもうトータル的に申し上げますと、旧町村単位でいいわけがないわけでありますの

で、今までのいろいろの慣例等はありますけれども、それはやはりきちんと一元的にやって

いかなければならない。塩沢の皆さんが例えば二日町のグラウンドを利用しようとか、大和

の皆さんが大原を利用しようとか、これはもう当然あってしかるべきであります。そういう

方向で今現在まだ調整がなされていないとすれば、そういう調整をきちんとやっていかなけ

ればならないと思っております。 

○中沢一博君  １ スポーツを通じた新たな観光交流の取り組みについて 

市長からもそういただきましたので、これからの部分だと思いますので期待したいと思っ

ています。 

それとやはり大原運動公園がいよいよ本当に具体的な部分で今、動き始めました。そして

市長もおっしゃったようにまた別の観点から言うならば、例えば生涯学習と考えたときにこ

れから団塊世代がどんどんどんどん増えてきている中で、大原運動公園もしかりですけれど

も、これからの部分だと思いますが、この市全体のそういう施設というものもやはり考えて

いかなければいけない。そして健康で長生きしてもらう。そういう健康づくりという部分も

合わせてやっていかなければいけないと思います。そういう面で私は各いろいろな団体が協

力した中で、そして組織化をした中で本当に皆が理解して、何だと言い合いっこしないよう

な、そういうものを私は発信していきたいと思っておりますし、期待したいと思っておりま

す。よろしくお願いします。 

２ 救急医療現場の見える化について 

 次の部分に移らせていただきますけれども、緊急医療現場の部分であります。これは私も

平成２０年の３月議会でも取り上げさせていただきました。ここで、今市長からもご報告が

ございましたように、平成１９年度の例えば緊急通報から診療開始まで、また回数等を述べ

ていただきました。平成１９年度部分と今の平成２３年度の部分を比したときに、例えば１

９年度のときに全部、時間も増えているし回数も増えているのが実態でございます。本来な

らば縮めなければいけないというふうにしているわけです。これは自治体の地域差がありま

すから一概には言われない部分もありますけれども、例えばここに見たように４回以上とい

うのは平成１９年では１１件ありました。２３年度は１７件と今市長からご報告がありまし

た。最多の５回以上というのが１９年では５件、２３年では１２件というふうに市長からも

ご報告いただきました。そして、最多のときは１９年のときは８回でありました。今市長か

らのご報告では９回。これが１２回という、失礼、１件あったという、５回以上は１２件と

いう報告でございますね。そういったときに本当に果たして改善されているだろうかという

ことを考えるわけであります。これは必死でやっているわけでございますのでいいのですけ

れども、本当に１分１秒を争わなければいけないときに、どう改善されようとしているのか

ということをお聞かせいただきたいと思います。 

○市   長  ２ 救急医療現場の見える化について 

この答弁につきましてはちょっと専門性もありますので消防長に答弁させますのでよろし
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くお願いいたします。 

○消 防 長  ２ 救急医療現場の見える化について 

ただいまの件でございますけれども、確かに４年前、平成１９年と比べますと９回という

のが１回だけありました。前回は８回が最高でございましたけれども、９回が１回だけあり

ました。やはりこれは年度、年度によってその事案、事案によっても相当ばらつきが出てく

るかと思いますけれども、我々救急隊の方も非常に実際のところ現場では難儀をしておりま

してあれなのですけれども。ただ、全体的には先ほど市長が述べられたとおり、２回以内で

９５パーセント以上は医療機関が決定しているということでございます。 

それで、中でも整形関係が非常に日曜あるいは夜間、受け入れ体制が余りよろしくないと

いうふうな状況でございますけれども、特に市立の大和病院で非常に協力をしていただいて、

現在とっていただいております。というのは県立病院の方の整形のスタッフが非常に薄いと

いうことで、小出それから十日町の県立病院に比べますとちょっと薄いということですけれ

ども、先ほど申し上げたとおり大和病院さんに非常にご苦労をかけているということが現状

でございます。何とか基幹病院が完成するまでには、今の状況を少しずつでも改善しながら

対応していきたいというように考えております。以上です。 

○中沢一博君  ２ 救急医療現場の見える化について 

ありがとうございました。細かいことになって大変恐縮でございます。本当に一生懸命に

――私も救急車に一緒に乗る機会もあって、必死になってやっている姿を見ております。本

当に応援したいです。ですけれども患者さんにとってみれば１分１秒を争うわけでございま

して、本当にその時間というものは長く感じます。ぜひ、ご努力を今のようにしていただき

たいと思います。 

その部分でまたちょっと別のメディカルコントロールの部分でありますけれども、今、当

地域は脳卒中が多いというふうに聞いております。その中で脳梗塞等を救急救命士が搬送す

る途中に、脳梗塞の方の特効薬としてｔ-ＰＡというこれは血糖の溶解療法だという、この薬

ですか、これが可能になったというふうに聞いております。実はこれをすることによって後

の後遺症だとか費用もかなり負担が軽減されている。しかし、これに対しては投与の基準が

設けられているというふうにあります。この部分に関しまして当市はこういう部分の取り組

みは今どのような状況になっていられるかお聞かせいただきたいと思います。 

それと併せてて、昨年から高齢者の方に緊急医療情報キットを配備させていただきました。

これはまだ時間が短いですけれども・・・ 

○議   長  中沢議員、一問一答で。 

○中沢一博君  ２ 救急医療現場の見える化について 

では、それで。全体で考えていたもので、大変失礼いたしました。それで結構でございま

す。では、よろしくお願いいたします。失礼いたしました。 

○市   長  ２ 救急医療現場の見える化について 

これも非常に専門性の高いことでありますので、消防長に答弁させます。 
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○消 防 長  ２ 救急医療現場の見える化について 

まことに申し訳ありません。医療関係の脳障害関係の薬剤の関係は、我々消防もその情報を

得ておりませんし、救急隊としてもその辺に関しては全く感知することもできないということ

ですので、私のところでは情報がちょっとわかりません。申し訳ありません。 

○中沢一博君  ２ 救急医療現場の見える化について 

ぜひ、研究していただいて、またそういう部分も今は取り入れられているというふうにあり

ましたので。私がなぜこんなことを言うかというと、特にこの地域は脳梗塞、脳卒中関係が多

いというふうに聞いています。それがすごく今救急救命士が使用できるというふうに聞いてお

りますので、ちょっとその点、進んでいるという事例も聞いておりますので研究していただき

たいと思います。 

 それとちょっと先ほどあれで恐縮ですけれども、緊急医療情報キットが配備されてまだ日に

ちが短いわけですけれども、そうして配布されているわけで、２,３００世帯くらいですか。ち

ょっと私も不明確ですけれども、中で実際に事例というか、活用はされているかどうか、今後

の普及もありますのでちょっとお聞かせいただきたい。大変細かいことで恐縮でございますが

お願いしたいと思います。 

○市   長  ２ 救急医療現場の見える化について 

大変すみませんけれども、これも消防長に答弁させますのでよろしくお願いいたします。 

○消 防 長  ２ 救急医療現場の見える化について 

救急キットの方も消防の方でちょっと管轄外といいますか、うちの方でちょっと考えている

部分ではないですので答弁お願いしたいと思いますが。 

○福祉保健部長  ２ 救急医療現場の見える化について 

ちょっと正確な数はわかりませんが、間違いなく今はもう既に利用されています。おそらく

今までで６件は超えているかと思います。詳しい数字は後ほどお知らせします。 

○議   長  では、先ほどの消防長、薬剤の件も含めて、わかりましたらまた後で出して

いただくということでお願いします。 

○中沢一博君  ２ 救急医療現場の見える化について 

細かいことになって。本当は一般質問であれば市長に対して大綱を質問するのが本来である

かと思います。そういう面に対してお許しいただきたいと思います。 

 ｉＰａｄの件でも先ほど言わさせていただきましたけれども、今、研究しているということ

で検討も進めていきたいという部分でございますので、ぜひ研究していただきたいと思ってい

ます。 

 最後にドクターヘリの件でございますけれども、今３３か所で当市でも計画しているという

ふうにお聞きかせいただきました。東日本大震災でもかなり貢献もしておりますし、ちょっと

先ほどこちらへ来るまでどのくらい要するのかという時間もございませんでしたけれども、私

が間違っているかもわからないのですけれども、例えばこの地域は３０分から、推測すると３

０分から４０分くらいかなどうだろうかな。ちょっと推測で恐縮でございますけれども。例え
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ば上越なんかだと多分少なくても４０分くらい、今までの私の認識からするとかかるのかなと

考えたときに、基地が新大であるということ。いろいろな部分でこの新大になったと思います

けれども、例えば今、群馬県は前橋市の赤十字病院が基点、基地になっています。長野県は今、

市長も一緒に行ってきました佐久総合病院、そして昨年から実は信州大学病院も新にしてる―

―２か所というかたちで今進めて考えています。 

そういうふうに考えたときに、私は新潟県はこの広大の地域を考えるときに、新大構想もよ

ろしいのですけれども、長岡という部分を自治体としてやはり考えてもらいたいなというこの

思いもございます。その点、市長こういうことはこれからですから無理なのでしょうか。ちょ

っとお聞かせいただきたいところです。 

○市   長  ２ 救急医療現場の見える化について 

失礼しましたが、時間は今までの防災ヘリ等のところから推測いたしますと約３０分であり

ます。３０分。ただ、その場所はここは新大ですし、防災ヘリが飛び立つところはまた別のと

ころですから、若干の相違はあるにしろ大体３０分ということで考えておりますし、それは間

違いのないところであります。 

これを基地を例えば長岡に、あるいは上越にということについては、今初めてそういうご提

言も受けましたが、これを今から新たに編入するということは無理かと思いますけれども。我々

が求めるところとしますと、２７年開院の基幹病院、私たちのところに建つ基幹病院をまあ正

式な基地でなくても準基地くらいにしていただいて、魚沼圏内を全部管轄するというかたちに

持っていければという思いはありますので、その方向に力を注ぎたいと思っております。 

○中沢一博君  ２ 救急医療現場の見える化について 

本当に私もそう正直言って思います。これはいろいろ地域差がありますから、みんな自分の

近くという部分があるかもしれませんけれども、やはり県全体を考えてもサブというそういう

部分、市長の言うとおりそんな感じでいただければ、また地域の住民も安心できるのかなとい

うふうに感じております。 

３ 新図書館の環境整備について 

 最後に図書館の部分でございますけれども、電子書籍はなかなか難しい。確かに全くこれか

らの部分ですけれども、私でさえもｉＰａｄを今持っております。そして、いろいろやはり時

代が一年一年かなり変わってきている。去年と今年ではかなり変わってきております。そうい

う面で新図書館を私たちはこれからする中で、この部分も十分検討していかなければいけない。

そうしないと市民とのこの隔たりが出てしまうのではないかと思いますので、十分検討をして

いただきたいと思います。 

 宅配貸出しサービスの件ですけれども、今は障がい者の方ということで質問しましたけれど

も、私はまた別の観点でちょっととらえたいのは、貸出しとか返却は私は利用者負担でいいと

思っているのです。そうした中で本来ならば来てもらって、本当に地域の活性化というふうに

しなければいけないと。いろいろな部分の人がいるわけですので、そういう部分に関してやは

り利用者負担をしていただいた中でそういう発想という考え方は、市長今現在どんな感じで思
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っておられますでしょうか。 

○市   長  ３ 新図書館の環境整備について 

これはまあ、それこそ職員がわざわざ届けるということでなくて、そういう申し込みがあっ

たときに宅配便でも使って届けるとかということが可能であれば、まあある程度の部分は応じ

られるかもわかりませんけれども、結局は私どもの基本的な部分はやはり図書館においでいた

だきたいという部分です。事情のある方は別です。 

ですから、もう全て貸出しで宅配しますよということにはならないわけですので、やはりあ

る程度限定せざるを得ない。その辺をどう絞り込んでどう対応できるかというのは、今私もこ

の問題については初めて伺っておりますので、当然ですけれども図書館を開館するまでには、

またそれぞれ教育委員会等も含めて検討していただくことだと思っております。全くだめだと

いうことを申し上げるつもりもありませんけれども、その範囲がどうなるか。このことが非常

に大きな問題だろうと思っております。 

○中沢一博君  ３ 新図書館の環境整備について 

ありがとうございます。本当にぜひ積極的にちょっと検討していただきたいと思っておりま

す。 

 最後に赤ちゃんタイムの件でございますけれども、検討してみたいということで市長も答弁

していただきましたので、それに尽きるわけでございますけれども、例えば午前中だとかにそ

ういう多くの方たちがお子さんと一緒にあそこに来て、一緒に読み聞かせなんかもできるよう

な、そうして迷惑にならないように。ずっとというわけにはいきませんので、時間帯を本当に

設けて、そしてその中は本当に安心してできる、そんな場を提供できないかなというふうに思

います。ぜひ、ご検討いただきたいと思っております。 

私は図書館の件でつくづく思うことは、私ども会派で数年前、北海道の石狩に政務調査に行

ってまいりました。そのときに市庁舎の前に大きな図書館がありました。２０億円をかけたそ

うであります。その担当者が最後に私に言ったことは、実はこの２０億円で我が市は財政が厳

しくなったと言っています。それに関しては当市は問題ないということで執行部からも答弁を

いただいているわけですので、私も心配しておりません。 

そして言われたことは、私も見たのですけれども、要するに本当に流行っていなかったので

すね。すごくいい建物を作ったって流行っていないのです。それが一番のやはり市の担当の方

は切ながっていました。当市はそういうことがないと思いますけれども、ぜひ、みんなの、我々

の図書館だという、そういうものを作っていただくことを要望して終わりたいと思います。あ

りがとうございました。 

○市   長  ３ 新図書館の環境整備について 

ありがとうございます。この赤ちゃんタイム的な導入についても、これからワークショップ

等も開催する予定でありますから、そういう中でも議論として取り上げていただいて、先ほど

触れましたように、常時そういうことになるのか、あるいはやはりタイムというか日にちを設

けるというこういうことも検討しながら進めてまいりたいと思っております。一番はお金がど



 - 29 -

うこうでなくて、利用をいっぱいしていただくということが一番の目的でありますので、閑散

として閑古鳥が鳴いていたということにならないように、ありったけの知恵を絞りながら開館

に向けて頑張ってまいりたいと思っております。よろしくお願いいたします。 

○議   長  質問順位１１番、議席番号１３番・関常幸君。 

○関 常幸君  先日は議会の開会中にも関わらず、井口市長、阿部議長を始め大勢の皆さま

から裸押し合い大祭においでいただきありがとうございました。東日本大震災で当市に避難さ

れている皆さん１０名の方からお祭りの餅まきに参加していただきました。市長が挨拶の中で

皆さんを紹介いたしましたので、大勢の皆さんから激励がありました。餅まき終了後、参加者

の方が「多くの温かい応援をいただき、これからもくじけることなく頑張ります」と話されま

した。皆さんから喜んでいただき本当に良かったと思いました。それでは先の通告に基づき一

般質問いたします。 

新市立病院について 

新市立病院についてであります。１２月議会で桑原議員、佐藤議員、腰越議員の３名の方か

ら、そして２月９日には地域医療対策調査特別委員会が開催され、新六日町病院、新大和病院、

城内診療所の今後のあり方について議論されました。魚沼基幹病院の機能はご存じのように救

急救命医療、高度先進医療、がんとか心疾患、脳卒中、周産期母子医療そして災害時医療の拠

点センター、総合的な精神科医療、そしてその他として透析医療や急性期のリハビリがありま

す。基幹病院の機能に地域医療の充実とありますが、その内容は地域医療支援病院を目指す。

そして周辺病院に医師派遣システムの構築、周辺病院と診療情報の共用化を検討とされており

ます。このことからも地域医療を担うのはまさに市立病院です。そういう視点から市長に伺い

ます。 

もし、この基幹病院構想が浮上しなかったなら、旧大和町で提唱した健康医療、福祉が一体

となったゆきぐに健康の杜構想を理念とした南魚沼市健康の杜が実現し、基幹病院が建てられ

るであろう場所に、新市立病院が今頃は建っていたのではないかなと思います。県立小出病院

の老朽化問題に端を発し、平成１４年６月２８日に新潟県議会で、県知事が魚沼に魚沼基幹病

院を新たに整備すると発表し１０年。建設場所問題等、紆余曲折がありようやくここまで来た

なという感じであります。 

基幹病院が大和病院の駐車場に建設されることから、大和病院は閉鎖するのではないかとか、

医師不足からくる県内の公立病院の崩壊等があったりして、基幹病院に医師は来るのか。将来

の市立病院の、とりわけ大和病院のあり方について内外から様々な憶測や話が持ち上がり、大

和病院に働く２百数十名の職員の皆さんは、多くの心配や中には行政不信に陥った方もいたの

ではないでしょうか。そういう大変な医療環境の中で、大和病院では新市立病院を見据えて医

者の先生は今の１.５倍に、より良い病院にするには、いい先生から来てもらうには、病院機能

評価認定の病院にならなくてはならないということで、取得に向けて取り組みが始まりました。 

その取り組みは３０からの会議が組織され毎日のように話し合いが行われており、大変なエ

ネルギーを要し、職員間でも相当の辟易があったことと思います。その３年間の機能評価がま
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とまり、報告書を提出し、認定されたと聞きました。その病院機能評価認定の概要とその意義

と成果について市長に伺います。 

既に基幹病院の基本構想や整備計画の中で、市立病院、新六日町・新大和の役割や連携が示

されておりますが、大和病院の部長級以上の全員の先生の意見を聞き、病院あり方検討委員会

で検討した中間報告が市長に提出されております。その概要について市長に伺います。 

そして、今年に入り魚沼基幹病院の建設業者が決まり、基幹病院を運営する財団の理事長も

決まり、魚沼基幹病院は大和病院の駐車場に雪解けを待って建設が始まります。それに伴い、

新年度には市立病院の整備方針を定め、実施設計を行うなどの病院再編関連予算として８,００

０万円が計上されております。市立病院の整備方針の概要について伺います。以上、登壇して

の質問は終わります。 

○議   長  昼食のため休憩とします。午後の再開を１時ちょうどとします。 

（午前１１時４９分） 

○議   長  休憩を閉じて会議を再開いたします。 

（午前１時００分） 

○議   長  関 常幸君の答弁の前に、午前中の中沢一博君の質問に対して発言を求めら

れていますので、福祉保健部長、消防長から各々これを許しますのでお願いいたします。 

○福祉保健部長  救急医療情報キットの活用例ですが、１２月が２件、１月が４件、２月が

１件の計７件です。このうち１件は救急搬送に至らず、実際に搬送された方は６名ということ

です。以上です。 

○消 防 長  それでは私の方からお答えをいたします。中沢議員さんから言われたいわゆ

る脳梗塞の治療薬のことであると思いますけれども、これはｔ‐ＰＡと言われる新薬で２００

５年の１０月に日本で初めて承認された薬かと思います。この薬は脳梗塞発症の際に３時間以

内に使った場合に、劇的に症状が改善されるという素晴らしい薬であるというふうに認識をし

ております。 

この薬の使用に際してはもちろんドクターの脳梗塞であるという確定的な診断の下にこの薬

を使うわけでございますので、救急隊員がこれを先行して使うということは一切ございません。

しかも、将来的にもこれを救急隊員が使うということはおそらくないだろうというように考え

ております。現在救急救命士が使える薬は一種類だけで、エピネフリンといいましてアドレナ

リンですけれども、心臓が停止した際にその薬を使っていいと。その薬１種類のみを今は救急

隊員が使ってもいいよということで法律が決まっております。 

午前中に市長が答弁の中でおっしゃいました実証実験に今手を上げたということがありまし

たけれども、これについては救急救命士にもっといろいろな薬剤を使わせたいという今構想が

ありまして、糖尿病患者に対するブドウ糖の投与、それと重症の喘息患者に対する気管支を広

げるための薬、それと心肺停止前――今、心肺停止後に初めて薬を使えるわけですけれども、

心肺停止前の患者、危ないという患者に先行して血管確保をして輸液をする、というこの三つ

の項目に対してこれから実証実験に入るという内容でございます。よろしくお願いいたします。
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以上です。 

○議   長  関常幸君の質問に対する市長の答弁を求めます。 

○市   長  新市立病院について 

関常幸議員の質問にお答え申し上げます。まず、病院機能評価でございますけれども、これ

は機能評価のことは十分おわかりだと思いますが、大和病院の場合、約１,６００の項目で調査

が行われたということであります。こういう評価の結果、一定の水準を満たしていると認めら

れた病院が認定病院ということであります。今回大和病院がこの機能評価を受審したことで、

３年余りの準備期間の中で医療の質向上の観点からは、患者の権利あるいはプライバシーの保

護、医療安全対策、感染防止対策、医療事故防止対策等々ハード、ソフトの両面から大きく改

善されたものと考えております。 

また、職員や組織的な観点からは、機能評価取得という大きな目標に向かって職員が一丸と

なって医療の質の改善活動、これを通じて個々の職員のモチベーションも非常に向上したと。

それから各部署間の連携も円滑になるようになったということでありまして、病院の活性化が

大いに図られたと思っております。 

このこと、こういう経験、あるいは実績を踏まえて今後大和病院が地域医療を提供すると、

この上で医療再編事業の中で大きな力を発揮していくだろうと。大和病院というか今後は新六

日町病院が主体になるわけであります。 

２月下旬に届きました公益財団法人日本医療機能評価機構からの中間的な検査結果によりま

すと、特に問題となる指摘事項はないということでありますので、まだ認定いただいておりま

せんが、近いうちに認定をいただけるものだというふうに考えております。 

 あり方検討委員会が検討したこの中間報告でありますが、まだ結果が出てはおりませんので、

中身についてはいろいろの項目がございまして、それらについて今やりとりをして最終的に今、

調整、詰めに入っているところでありますので、経過的なことはちょっとやはりいろいろござ

いますので差し控えさせていただきたいと思っております。 

ただ、例えば今の県立病院のところに新しい市立の六日町病院を建築することに、果たして、

鎌倉沢の災害とかいろいろありましたので、そういうことでいいのかと。他に適当な候補地は

ないのかとかと、そういうこともございました。大きなところはですね。今調整しているのは

ベッド数、あるいは附帯施設、これらが主体でありますので３月いっぱいにはお互いが、整理

ができてきちんとした話し合いといいますか、結果が得られるものだと思っております。 

病院の診療科や付帯施設、今言いました位置、これらがあったわけでありますけれども、今

まで１０月３１日から２月２５日まで６回の協議を重ねております。途中からですけれども二

人の院長からも協議に加わっていただいて、私と副市長あるいは私単独もありましたけれども、

病院に出向いたりしながらそれぞれ意見交換、あるいは考え方の説明をしてきたところであり

ます。特に問題になるようなことは今後は出てこないだろうと。今後はと言っても今まで問題

になったということではありません。考え方の、医師としての立場の考え方、あるいは行政全

体、医療も含めた行政全体の中での考え方と、こういうことの中で若干のギャップはございま
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したけれども、これはもう話し合えばわかることでありますし、お互いがその立場をきちんと

尊重さえすれば全く問題のないことでありましたので状況としては以上であります。 

 新年度予算の件でありますけれども、この病院整備事業につきましては県と同様に病院事業

から市長部局への委託事業として進めます。ですので、病院関係の方で病院事業債を起こして

８,０００万円を借り入れ、それを市の予算に入れて委託というか、そうなるわけです。そして

市の方でそれを執行していくということであります。 

六日町病院につきましては、当初私の考えの中では県が耐震化等リニューアルの工事をして

引き渡していただくということが、県の方から出てくる基本であろうと考えておりましたけれ

ども、病院側とのいろいろの話の中でも新病院でやはり働く医師に張り合いを持っていただく。

こういうことが非常に大事でありますし、可能な範囲で施設を新しくして整備をする必要があ

るというふうに考えているところであります。 

また、県からの支援に加えまして、病院事業債での投資を考えたとしても、医師が張り合い

を持って働いていただく。このことによって結果しては医業収益が上がり、交付税基準による

繰り出しと医業収益で病院事業債の返還が可能であろうというふうに考えているところであり

ます。 

この予算の８,０００万円でありますけれども、第１期で５,０００平米という建物を設計す

るための費用、これを見積もりました。年度内の病院側との調整あるいは財政的な収支シミュ

レーション、こういうことを総合的に判断をして、新年度の早い段階で第１期の整備規模をき

ちんと作り上げていきたいと思っております。また、先般の特別委員会でお話し申し上げまし

たけれども、そのときの資料にあります第３案が一番現実的であると考えておりますが、もう

少し病院側との意見調整をした上で最終判断をさせていただきたいというふうに思っておりま

す。答弁については以上であります。 

○関 常幸君  新市立病院について 

機能評価の件につきましては、１,０００項目からの項目にわたって議論されたて作ったとい

うことでありまして、実際的に大変な作業であったなと思われますし、その効果もある方があ

る病院から大和病院に移ってきたときに、全然先生や看護師さんの対応がやはり違うなという

ようなことを話されました。それらもこういうことを通じてのサービス向上につながってきて

いるのだろうなと。ほんの一例でありますけれども、例えば市長やはりこういうことは一般行

政の中でも私は言われると思うのですね。例えば職員の意識の改革ということを盛んに言われ

ておりますし、人事考課の導入というかたちでいかにやるか。 

例えば病院でこれだけの中やられているのを、一般行政の中でこういう評価制度をもう一度

やはり考えてやる必要があるのではないかなというような感じがします。成果については市長

も認めているとおり、本当に大きな成果があってきているわけでありますので、そういうこと

についてはどういうふうに考えておるでしょうか。 

○市   長  新市立病院について 

病院がこういう制度を持ちまして、それできちんと公平な立場から評価をするというそうい
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う委員会があるわけでありますけれども―― 一般行政の中にそういう専門的な調査、評価こ

ういうことをやる組織等があればですね、それはやってみてもいいと思います。ただ、病院の

場合はそのためにこういう項目があって、そのためにこれをきちんと改善しなければならない

と、そういう数値もあるわけでありますから、一般職にこの病院の機能評価をすぐに当てはめ

ていい効果があるからそれをやるべきだというのは、ちょっとなかなか簡単にはものが進まな

い。 

評価の基準といいますか、そういうものも我々は我々なりに人事考課制度の中で、これは内

部でありますけれども、評価をしながらやっているわけでありまして、これを外部に委ねて個々

のですね、個々の職員の部分まで踏み込んでということは非常に難しいと思います。例えば今

おっしゃたように、非常に挨拶がいいとか応対がいい、それはどこの部署でどうだとか全部、

何ていいますか評価の基準というのが確か一般職にはないと思います。ないでしょう・・・あ

るか。ですので、いわゆる評価をしていただく立場の方の選定といいますか、それが非常に難

しいものだというふうに私は感じております。評価をしないということではなくて、日々私ど

ももそれぞれの独自の視点を持って、職員の評価、上司から部下に対する評価、部下からまた

上司に対する評価、これを全部一応やっているつもりであります。 

これをまず徹底をさせていただいて、そしてそれがやはり昇給・昇進につながる。あるいは

減俸にもつながる。厳格な運用を今目指して試行を始めたところであります。大分評価をする

人もある意味少しずつは慣れてきたという部分があります。もう少しこのことを継続させてい

ただきたいと思っております。 

○関 常幸君  新市立病院について 

病院機能評価を一般行政に当てはめるということは土台無理なわけでありますので、今、市

長はないと言っていましたけれども、今いろいろな会社でこれは当たり前のことになっている

わけであります。もう少し工夫して、市長もあれば検討する、やる。今現に人事考課を導入し

ているわけでありますので、もっともっとやはりやり方をですね、するということであります

のでぜひ研究してもらいたいと思います。 

 次の中間報告の概要については、１２月議会でも相当現場とキャッチボールをしてやりとり

しているということでありましたし、今そういう状況であるので、細かい経過とかやりとりに

ついてはなかなか話されない部分もあると思います。その中で私はこの２番と３番、非常に今

後のことについても非常に関連しているわけでありますが、私がこの質問の中で一番ひとつ話

をしたいことは、魚沼基幹病院は前段に話したように、地域医療をやらないのですよね。支援

はしますけれども、本当に救急救命と高度医療、これに特化していくわけであります。これか

ら六日町を南魚沼市の中核病院としてやっていこうといったときに、今の法令的に出てきてい

る病床数１２０、１４０というのが非常に表に出てきておりますが、その中でも市長はその数

字にはこだわらないよというような話をしてきております。本当に保健、医療、福祉をきちん

とやるのであれば、ぜひこれは――あり方検討会の中でもその１２０という数字はないのが確

かに言っているのではないかなと思いますが、市民の地域医療を考えたときにぜひそのところ
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は現場の声を聞いた中で、当然今キャッチボールをやっていると思いますけれども、そのこと

について再度市長の考えをお願いをしたいと思います。 

○市   長  新市立病院について 

議員もご承知のように現在のベッド数の概要を示してある部分につきましては、２次医療圏

の中で法律的に定められているベッド数の枠の中でやっております。ですから、この枠を我々

が全く他の例えば魚沼市、あるいは十日町、あるいは小千谷も含めてですね、そういうところ

の枠を飛び越えて我々の病院だけが２００だ３００だというその枠を越えることはできません。 

今一番できるということは、我が南魚沼市内の中でのベッド数の調整。これはできるわけで

ありますので、そのことも含めて今先生方とお話をしているということであります。当初１２

０ということは先般の医療対策特別委員会の中でもお話したとおりでありまして、これにどう

ベッド数を加えていけるか。こっちは１２０以上出せ、大和も１００以上出せ、城内診療所も

今のままでよりベッド数が欲しいなどと言えば、全く調整がつきませんから、調整をつけられ

る範囲の中でやっていくと。 

なお、私は先生方に申し上げておりますことは、いわゆる２７年基幹病院が開院した後も当

然このベッド数というのは枠としてはずっと存続するわけですから、例えば他の市町村の病床

数が減少してもいいと、あるいは今のことを維持できないからということがあってだとすれば、

それは当然では私どもの方にそのベッド数の枠をいただきたいとか、そういう調整はこれから

も続けていくということであります。今の数をベッド数できちんと限定をして、これ以上のこ

とはないということを話しているつもりもありませんし、極力先生方の希望に沿うようなかた

ちは実現していきたいと思っておりますが、無理を言ってもだめだということもお話をよくし

てあります。 

○関 常幸君  新市立病院について 

市長も先生方のいい環境の、いい施設の中でぜひやっていきたいというようなかたちであり

ますので、普通に――市長後段に話したベッド数を増やす努力は、私はぜひ――しなくてはい

けないのではないかなと思うのですよ、市の中核病院としては。今、大和が１９９あって、六

日町が１９９あって、地域医療やっていく中で今のやはりベッド数ではどうしても今の先生方

が十分力が発揮できないというのは、今のもので私でさえわかるところであります。そこにつ

いて今市長答弁したわけであります。ぜひそういうことで力を入れてもらいたいと思います。 

そうした中で、それも算数の算術ですので、そうなれば大和のベッド数が、やりとりであれ

ば減るということになりますが、算数であればですよ。本当にそれでは問題があるわけであり

ますので、前段言いましたように、基幹病院で地域医療は私はやらないと思うのですよ、地域

医療は。そこのところを大和のその地域医療をどのようにしていくかというのは、本当に大和

については病院がまちおこしであり、まちづくりそのものであったわけであります。２７年の

開院以降になるわけでありますので、ぜひ、十分そこのところを現場の先生はもちろんですが、

地域住民と十分議論した中で、大和の地域医療はどうあるべきかというようなことも検討した

中でぜひ第１期、２４年度からスタートしてもらえればと思いますが、大和の病院の考え方に
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ついて伺います。 

○市   長  新市立病院について 

今までの成り立ち、生い立ち歴史からして、大和の皆さん方がそういうふうにお考えという

のは十分わかります。しかし、大和だけの地域医療ということを今考えていることではありま

せん。塩沢も六日町も大和も全て南魚沼市の管轄でありますから、全体の地域医療をいかにす

べきかということでありまして、大和だけのことを考えた地域医療を考えるという体制は今と

っておりません。これは先生方も当然その考え方で同調していただいております。 

ただ、今の大和病院に１９９あったベッド数を幾つにするかとか、それで例えば地域医療が

どうなるかと、これは議論しておりますよ。これは議論しておりますが、そこの個々に区切っ

た地域医療というやり方はやっておりませんので、いずれにしても基幹病院ができて、そして

市内の医療再編ができて、医療の質が下がったとかそういうことだけは絶対避けなければなり

ません。そこを最大目標にしてきちんとした協議も重ねながら、住民の皆さんにも当然安心を

していただくように説明もしたり納得もしていただくように努めます。そういう方向で今、先

生方とも協議をしているということであります。 

○関 常幸君  新市立病院について 

ぜひ、そういうかたちで進めて、私どもも大和病院に今来ている患者の３分の２以上は塩沢・

六日町から来ているわけでありますので、当然中核が向こうに移れば地域医療は南魚沼市全体

だということは十分承知しております。けれども、特に大和の、今、市長も言われましたが、

サービスの質とか便利というのも含めて落としてはいけないわけであります。現にそういうと

ころも十分これから検討した中でしていくと思いますので、要望して終わりといたします。 

○議   長  質問順位１２番、議席番号２５番・若井達男君。 

○若井達男君  六日町街づくり会社の運営を問う 

それでは通告にしたがいまして一般質問を行います。市長、しばらくでございました。ロン

グタイムノーシー、城内の言葉で言うならば、だんだんどうもいっさだったのい、というよう

なところではないかと思いますが、まさに２年６か月ぶりの質問でございます。ひとつよろし

くお願いいたします。 

 今の市長、井口一郎市長は平成１５年４月に六日町の最後の町長として誕生しておりました。

そして、その後合併が控えておりますので、翌年の１６年１１月１日新市が誕生したわけです

が、当然のことながらこれもまた最後の町長となったときから１年半後を見据えた進め方であ

るというふうに今振り返っているところでございます。そしてその後、このときは選挙戦とは

なったわけでございますが、対立候補がいなかったと。そしてその後４年経て前回の市長選と。

そして今日に至っているわけですが、この合併に当たっては皆さんご存じのように全ての財産

は引き継ぐというこれが根本になっています。財産には負もあればプラスもありますけれども、

この負の部分についても全てが引き継ぐということで引き継いでまいってきております。 

ただ、その時点でわかっている負というものはそれはそれなりに、やはり新たなる新市市長

として取り組んでいくわけでございますが、私がこれまた今思うに、なかなかまず想定外――
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去年のこの東日本大震災から出ております想定外というようなことが、やはり何点かあったの

ではないかというふうに思われます。 

まずその１点があなたが町長になりその後すぐに広域連合長になりました。やはりそこで出

てきたものは六日町長であり旧４町の連合長である中に、ごみ焼却炉、溶融炉の問題が大きく

クローズアップされました。これは１２月議会でも１５番議員が、やはり少しでも長くもたせ

たい、どうだというようなことと、ごみの減量化ということで質問をされております。この溶

融炉問題につきましては、私も一般質問で取り上げました。また一般質問でなく、新堀新田埋

立地の取り扱いということで、これまた一般質問でやったわけですが、そのときに町長――こ

れは六日町時代です――町長は、いや若井議員、いざとなれば掘り起こして溶融しますと。今

建設している溶融炉の中で溶融しますと。そういった答弁をいただいたものですから、私は大

変心強く思いまして、いやそれは町長おっしゃるとおりだと。今、合併前の巻町ですけれども、

鎧潟クリーンセンターにおいては巻町の埋立土を全て溶融しておるということで、大変心強く

したわけです。これも皆さんご存じのようにいざスタートしてみると、まさに井口市長が考え

ておられるようなものでなかったと。そのようにこれもまた今思われるところであります。 

また、今１点、これとは別に新たに南魚沼市の中に六日町時代から計画してきておりました

福祉センターの継続がありました。この福祉センターも坂戸の銭淵、景観の素晴らしいところ

に素晴らしい建物としてスタートしたわけですが、残念かな、建築基準に合っていない建物で

あるということが判明いたしました。これまた並々ならぬ市長の判断の下に、見事にリニュー

アルして今使用されているわけでございます。 

そして今回もう１点、私がやはりこの想定外と。市長が町長になり、市長になりここまで来

た中に、やはり想定外という言葉を使わせていただけるならば、六日町街づくり会社、ララの

問題ではないかというふうに思うところでございます。そうしたことで通告してありますよう

に、六日町街づくり会社の運営を問うということで質問させていただきます。運営ということ

ですので、ここに（１）から（３）まで記してありますが、この運営の範囲でない中で若干細

かなこともまた質問が出ようかと思いますが、ひとつよろしくお願いいたします。 

 この街づくり会社は平成４年、街づくり設立準備会ができました。そしてこの準備会は２年

後の平成６年には会社として、街づくり会社として立ち上がっております。そしてまたその２

年後、平成８年１２月６日、これはオープンとしてスタートしております。そこまでは私も追

いかけた中で把握しているわけですが、市長自らがこの街づくり会社の経緯はいかにどうだっ

たか。そして併せて今の現状はいかような状況であるかということも、もう一度改めて伺うと

ころでございます。 

そしてこの中におきましては先ほど申し上げましたように、六日町の最後の町長となり市長

としてスタートしたわけですが、この街づくり会社についてはあなたも町会議員として、確か

時の執行部と対峙しておられたというふうに私は考えております。そんなことでございますが、

ひとつこの街づくり会社設立の経緯と現状はいかにということで、まずは１点をお伺いいたし

ます。 
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 その次ですが、２番、借入金償還済額と今後の償還金の原資は。返済元です、一言で言うな

らば。これはどういうふうなかたちで返還されたか。また、今後の残債に対してどのようなか

たちで償還していくか。その償還していく原資についての伺いでございます。今までこれが償

還された金額は１億６,３８４万５,０００円という金額が償還されております。この償還され

た原資は何だったのでしょうか。ひとつお答えいただきたいと思いますし、併せてその後、平

成３０年の９月までに半額は返さなくてはならないと。そのうちの今ほど申し上げました金額

を差し引いた３億７,０００万円、この原資。併せてそのもう５年、失礼８年後の平成３８年ま

での半額の５億３,０００万円の原資。これらの原資はどこからどういったかたちで返済される

か、これについてお伺いいたします。 

確かに昨日、私ども議員の中にはこの返済金額というものは送られてきております。経営改

善計画ということで、これらにつきましてひとつ市長の考えということでなくて、これはもう

進んでいかなくてはならない、考えでは済まない、そういう金額だと思っておりますので、ひ

とつよろしくお願いいたします。 

併せてこれらを進めてきた中に、果たして市長は昨日の２４番議員に対してもやっていける

のだと、心配しなくていいのだという答弁をされておりますが、私はいささかというより大き

な疑問でございます。一言で言うならば清算してはどうかと。この清算については産業建設委

員会の中の委員の皆さんの検討の中からも出てきております。もう清算がいいのではないかと

いうこともありますし、もしくは、これは私個人の考えですが、経営移譲されたらどうですか。

ただ、この経営移譲は簡単ではございません。８億３,３００万円の資本を５億円もくっておる

こういった経営内容でございます。多分、私も簡単に経営移譲しろとは申しませんが、また市

長の答弁を伺った中でこの点についてもひとつ議席より質問して、市長の答弁を伺いたいとい

うふうに思っております。以上ですがひとつよろしくお願いいたします。 

○市   長  六日町街づくり会社の運営を問う 

若井議員の質問にお答え申し上げます。街づくり会社設立の経緯と現状ということでありま

す。議員おっしゃっていただいたように４年の４月にこの準備委員会が発足して、６年１０月

に会社設立、８年１２月、ララオープンでありました。このララの設立と同時に、設立準備と

並行するかたちでジャスコ六日町店の開発が進んでおります。このジャスコ六日町店の進出と

いうことを受けて、地元商店街の皆さん方を中心に危機感が強まり、当時の町も一緒になって

このことを進めてきたということであります。そしてテナント募集、ジャスコ六日町店の開発

も進んでおりましたので、テナントの募集に際してもララに出店を予定していたテナントがジ

ャスコに変更するとかですね、そういうオープン当初からテナントの募集は非常に難航いたし

ました。また、郊外に大型店出店の影響ということで、オープンから１０か月後の平成９年８

月には早くも一部のテナントの撤退、退店が始まっております。まあその後の経営悪化により

ましてテナントの倒産、あるいは撤退が相次いだということであります。 

これに対しまして、そういうテナント誘致はなかなか上向きませんで不調が続きまして、以

後恒常的に空き店舗を抱える結果となりまして、そのため会社のテナント料収入も当初計画を
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大きく下回ったと。ララの経営は極めて苦しい厳しい状況になってきたということであります。

その後経営努力もありまして、平成１５年から１８年度までは単年度収支は黒字になりました。

けれども、平成１８年末に組合生活センターの撤退がありまして、平成１９年度にこれは良食

生活館から出店してもらいましたけれども、平成１９、２０年度は赤字。現在は若干の空き区

画はありますけれども、２１、２２年度の収支――これは単年度であります、単年度の収支は

一応黒字となっているという経緯と現状であります。 

議員おっしゃったように私も、平成４年にこの構想が始まりまして、平成８年１２月にオー

プン。私は平成５年から７年の間は当時の六日町議会議長としてこの問題にも携わったといい

ますか、いろいろご意見を申し上げたところであります。内容については特には申し上げませ

んけれども、賛成する部分と、反対とは言いませんけれども非常に厳しいご意見を申し上げた

部分といろいろございました。 

それらも相当斟酌をしていただいた上で、当初はもう今の倍とは言いませんけれども、相当

大きな規模の構想でありまして、これはいくら何でもということで、当時、赤松店舗設計さん

という、全国のこういう部分を手がけた、肩書は超一流のコンサルタント会社でありましたけ

れども、なかなか稀有壮大な構想を立てるお方でありました。それらについて今現在のかたち

に落ち着いて、当時の町長もそういうことで決断をしていただいてここに至ったということで

あります。概略の経緯はそんなところであります。 

 借入金の償還済額と今後の償還金の原資であります。高度化資金の借入れにつきましては、

建設時借入れ分とアーケード建設分を含めますと借入金の合計額が１０億７,６７２万７,００

０円ということです。平成２３年度末までの返済見込額が、さっき議員おっしゃっていただい

た１億６,３８０万５,０００円となりまして、借入残額が９億１,２８８万２,０００円であり

ます。平成２４年度に予算が成立して皆さん方からお認めいただきますと、これに伴う補助金

が３億円、通常の返済予定分の９４３万３,０００円、これを含めますと２４年度返済予定額が

３億９４３万３,０００円となりまして、借入残額が６億３４４万９,０００円となることであ

ります。 

これからの今後の償還の原資といたしましては、昨日もちょっと申し上げましたけれども、

図書館の建設によりまして店舗数は少なくなりますが、健全経営のテナント、あるいは意欲の

あるテナントは残る予定でありますし、そのテナント料あるいは共益費等の見直しも含めて、

しかもそこに図書館が入るということによりまして、経常的に発生いたします維持管理、地代、

これらが非常に安定化をするということであります。何よりも資産売却による繰上償還の３億

円を支援することによりまして、土地建物の売却代金が２億５,５４５万１,０００円というこ

れは予定でありますけれども、これは街づくり会社が抱えている債務の弁済等に充当できるこ

とが可能でありますので、今後の健全経営の足がかりになる。 

そして昨日お示しいたしました収支シミュレーションでありますけれども、平成３０年度ま

では全く間違いのない、間違いのないというかそこ以降が間違いがあるということではありま

せんが、３０年まではこのかたちできちんといきます。３１年以降、３８年までの間の中小企
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業基盤支援機構に対する――整備機構ですか、に対するこの多額の借入金の償還が一番問題に

なるわけであります。 

そこで、私もこのことが県及び機構から我々の、我々といいますかララの方で出している償

還額の中で、これで結構ですと。結構というか、こういうことでいいと。それは全額は返せる

わけではありませんので、まだ３８年度までには。そういう担保がない限りは、これは今例え

ば予算が成立したからといって支出をして、その後、機構からの取立てあるいは債務不履行と

いうことの中で、何といいますか、処置をされますと会社そのものが倒産ということになりま

す。このことについての担保はきちんととらせていただきますということで、その中で昨日副

市長が申し上げましたように、この数値を出させていただいております。これはまた一般質問

最終日の中で時間をとっていただいてご説明申し上げますけれども、こういうことで機構の方

も、県もまあ承知しましたということになる。一応承知をしてこのことで進むということは一

応了解していただいておりますので、簡単に申し上げますと、全額契約年までに返済ができな

くても、その返済の部分についてはまた時期を見、あるいは経営状態を見ながら臨機応変に対

応していただくということであります。 

昨日もちょっと申し上げましたけれども、この機構からの借入れ、あちこちの第３セクター

で大変あるわけでありますけれども、全国的の中でもこれは別に誇ることではありませんが、

非常に厳しい状況の中で、ある意味機構との信頼関係を損ねない中で、誠意を持ってやってい

ただいているという評価はいただいております。それはとりもなおさず、今まで、私が一時手

を引こうかとかいろいろ申し上げましたが、結果としてこれを倒産させた、整理をしたという

ことになっても、市に何ら利益があるわけでもありませんし、いいことがあるわけでもありま

せん。でき得る支援はしながら、人的な配置も副市長は今取締役で出しておりますし、例えば

ララの駐車場部分を今職員用の駐車場が非常に不足しておりましたので借り上げたりとか、ア

ーケード部分はこれはもうずっと補助しているわけでありますけれどもそういう支援、あるい

は人的な支援もしながら今日までまいりました。そして図書館に最適地ということになりまし

たので、この際こういうことでララの経営の改善にも、このことがうまく役立てればという思

いで、こういうかたちで皆さんにお願いしているところであります。 

 清算、経営移譲の考えはということでありますが、ご承知のようにこの街づくり会社の設立

に際しまして、当時の六日町で３億円を出資しております。それから用地取得費、道路改良費、

これらへの支援も相当行っております。そして何よりもここが一番道義的な部分に発展をして

くるわけでありますけれども、当時の町長が初代の代表取締役社長、収入役が監査役に就任し

て運営してまいりました。 

平成１１年度に建設いたしました駅前アーケードの建設借入償還金の補助、これは今ほど申

し上げましたように毎年度行っております。これはララということも含めますが、いわゆるア

ーケードの事業については他のところにもこういう支援を行っておりますのでそういうことで

あります。 

それから平成１４年度にはこれも若井議員もご承知かと思いますけれども、民間にララが売
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却をしようという構想のあった駐車場を旧六日町が取得をしております。これはご存じのこと

と思います。それから県、新潟それから産業創造機構これからの要請に対しまして、私は一時

役員の派遣といいますか、役員を出さずに一年きたわけでありますけれども、平成２１年度か

らは会社の駐車場の一部、これは今ほど触れましたように借り上げ、あるいは事務局員１名の

支援も行っているところであります。 

そして、またいろいろ話し合いを進めさせていただいた中で、平成２２年度から現在の副市

長から取締役に就任してもらっている。ですので、経営の責任の一端は常に、当市は一番担い、

その後は役員を出すということの中で常に経営の一端を担ってきたわけであります。こういう

多くの支援をしてきた背景、理由にはやはりこのララそのものが、いわゆる六日町時代からも

含め今もそうでありますけれども、コンパクトシティとしての基幹商業施設、そして地域住民

の利便性、市街地の活性化これについてやはり必要不可欠なものという認識の下にこのことを

進めてきております。 

そういうことを総合的に考慮いたしますと、ここで市が手を引いて街づくり会社の清算とい

うことになりますと、先ほど触れましたように相当多額の１０億円を超える部分も背負って倒

産であります。ここでいつも問題になっているというか議会の方からもお話があるわけであり

ますけれども、今の代表取締役を含めた役員の皆さん方――副市長は別でありますけれども、

これは全く民間人でありますけれども、初代の社長、そしてなぜそのとき社長が代わったかと

言いますと、これは私が議会の中にいてよくわかるわけでありますが、機構からの１０億円の

借入れに保証人として印鑑をつかなければならないわけですね。 

議会の中でも相当議論がありました。当時の町長に、町長としてなんかできるはずもないし

だめだと。個人としてもそう膨大な資産を持っているということではありませんでしたから、

いざというときにその職責にいて無理やり判子をついて、いざというときにもう丸裸になって、

そういうことを看過できませんと。ですから、社長を一回退きなさいと。こういう議会の方か

らのご意見が強くありました。ただしかし、やはりいわゆる借入人が保証しなければですね、

借入人と保証人が判子をつかなければ、機構だってお金を出さないわけであります。そういう

調整の中で現在の社長が選ばれて、請われて、そして社長に就任したという経過があるわけで

あります。 

これを全く無視して、あんなときはあんなときで、今あとは知らないなどということが通用

するはずがありません。しかも公ですから。公でありますから。そういうことも含めますと清

算はするつもりもありませんし、倒産をさせるつもりもありません。しかし、ではこれからま

だまだどんどんどんどんとつぎ込んでいくのかと。これは絶対しない。また、これも固い信念

で進めさせていただきたいと思っております。 

清算そのものは債務超過、これに陥ったときに初めて考えなければなりませんけれども、今

のところ幸か不幸か超過債務状況にはなっておりません。ですので、そういうことは考えてい

ないということであります。経営移譲はもうこれは議員のご承知のとおり、よしわかった、こ

の経営を受けようなんていう方が今なかなか現れませんので、とても今の状況の中でこれを引
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き受けようという方が現れるとも思いません。また、経営移譲ということを今のところ考えた

こともございませんので、まあまあこれは非常に難しいと。経営を新たに引き受けてくれる方

がいらっしゃれば、それはまたそれなりにその方の人格、識見、そして資産等もきちんと調べ

させていただいた中でお願いするということになりましょうけれども、今のところそういう方

は現れないということであります。 

以上でございますので、またよろしくお願い申し上げます。 

○若井達男君  六日町街づくり会社の運営を問う 

それでは一問一答を選択しておりますので、そういったことで質問いたします。 

 この街づくり会社設立の経緯は今ほど市長の答弁でわかりました。ただ、このときには今１

点、この街づくり会社ララを建設する方向に進んだことは、上町に、今は平成団地というかた

ちになっていると思いますが、あそこに十日町の織物会社が広い土地を持っておったと。そこ

にやはりいせ屋、これが出てくる、出てきたいということで、地元説明会まで行いました。そ

うした中を本当にこの中心商店街、駅通りが衰退していいのかということは、今まさに市長が

答弁されたとおりです。 

しかし、このときにはいせ屋さんはこの説明時にはまだ大型店舗、３条申請が変わっていな

かったものですから、隣接者の同意云々、それぞれの商工会、そういったところの同意云々が

あったわけですが、この話をやっている最中に大型店舗法の規制、３条申請の規制が緩和され

たということで、そうなったときにはいつ他の大型店が進出してくるやらわからないと。これ

は私たち危ないということで、これはその場で退いておったと思います。 

それで残ったのが、残ったといいますか実際開いたのが、このララが８年の１２月６日に開

き、確かそのくらい、一週間後くらいにジャスコが１２月の１３日か１４日にオープンしたと

いうふうに記憶はしております。それはそれでいいわけですけれども、それぞれの店舗にこれ

も市長の答弁がありました。ジャスコについては地元棟ということで、そこにやはりテナント

の募集、誘致、そして当然のことながらこのララの中にもそういった店子、テナントを募集し

たというそういったことなのですが、この時期にしますとララの中に出ようがジャスコに出よ

うが、そうでなければじっと今のところでやっていようが、進むも地獄、じっとしているも地

獄。去るのが一番良かったのではないかというような事態だと私は思っております。 

そしてここで一つ問題なのは、なぜこの経過云々ということを言わせていただいたかと言う

と、確かにララの進出、オープンについては、今ほどありました大阪の赤松商店コンサルタン

ト。しかし、大阪のコンサルタントが、地方の中の地方の商店街テナント運営に、どこまでそ

のノウハウを持っているのかということは私は大きく疑問を感じておりました。併せて具体的

にお話し申し上げますと、このテナント料金の賃料は極めて高い。当時の民間の賃貸は坪あた

り６,０００円です。５,０００円から６,０００円。この時期はここは管理費まで入れると、店

舗によって違いますけれども１万２,０００円から３,０００円。この中には共益費も当然含ま

れておりますが、倍以上のテナント料、賃貸料を払って店子は進んでいかなくてはならないと

いうことになっておったわけです。 
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当然のことながら、それでなくても坪あたり５,０００円、１０坪借りても５万円の家賃、こ

れが容易でないのです。それがその倍の共益費を含んだ中の支払家賃でやっていけるかどうか

というものが、この地方の店子の経営。そういったものが本当に赤松コンサルタントが把握し

ておったかどうか。そして、併せてこの経営そのものが、街づくり会社の経営そのものが、こ

ういったことを把握しておったかと。経営陣もそっくり、事業団も、コンサルタント任せでは

なかったかというふうに今になってもその思いは変わりません。 

そしてその経過についても、やはり経営改善、経営改善ということで、その都度コンサルタ

ントにお願いしてある、コンサルタントにお願いしてある、その答弁ばかりでした。私はこの

六日町街づくり会社ララについては、今初めて一般質問で取り上げましたが、産業建設委員会

に所属している中では常にそのことについては考えてきております。 

そういうことで自分なりの当時の意見を、今ほど考えを述べさせていただいたわけですが、

そういうことでこの設立会社の経緯については、私は自分なりとは大きな隔たりがあったと。

併せて現状につきましては、私も今ほどの市長の答弁を受けまして理解はいたしました。ただ

一つ小さなことですが、この次の（２）にも出てきますけれども、おわかりでしたら市中銀行

の今現在の残債、なければ結構ですけれども、それがどの程度の金額になっているか、それを

ひとつ、この現状という中でお聞かせください。 

○市   長  これは一般会社の債務内容ですので、ちょっと休憩だけしていただいて。 

○議   長  休憩いたします。 

（午後１時５６分） 

○議   長  会議を再開いたします。 

（午後１時５７分） 

○市   長  六日町街づくり会社の運営を問う 

すみません。正確には把握しておりますけれども、具体的な額は公式の場ではちょっと申し

上げられないということをご理解いただきたい。そう驚くほどの額ではないということであり

ます。 

○若井達男君  六日町街づくり会社の運営を問う 

ちょっと答弁の方を差し控えたいということですが、しかしながらこれは株式会社です。株

式会社の定款の中には、この決算についてはどういったかたちで報告をするというのが定款の

中にあって、これは記さなければなりません。そしてその上に公告をしなければなりません。

今現在どういった公告をされておるかわかりませんが、この当時からしばらくの間は官報によ

って公告されておるわけですので、できることであれば余り表面に出ている数字を云々という

ことでなく、官報でも見てくれというようなことでもいいのではないかと思います。 

ただ一つ、これはまた残念なことについては、これが今の市の情報開示この条例については、

三セクが入っていないということは私も理解しておりますので、まあ官報でも見てくれという

ようなところで、見てもこの詳細には多分出てこないです。貸借対照表、そんなところだと思

いますので。 
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 それでは次に進みます。（２）ですが、先ほどどうもこの２の償還済金額と今後の償還金の原

資については答弁がもらえなかったというふうに思っています。何をもって返済したかと。こ

の１億６,０００万円。物で返済したのか現金で返済したのか。現金の場合であれば当然のこと

ながら、売上げから義務的経費を引いてそれが返済に回るわけですけれども、先ほど市長の答

弁の中には、このララの持っておる駐車場を売却したと。そういった答弁をいただきました。

私はこの売却した駐車場の代金が、ほぼ金額的にはこの数字と似ているのです。その点につい

て市長、またこの後の残債の償還についてはまた質問させていただきますが、この１億６,００

０万円の原資は何だったのでしょうか。 

○市   長  六日町街づくり会社の運営を問う 

今、私が承知しておりますのは、敷金債権譲渡分のうちの新潟県分から充当される額が２４

から２８年度で４,２５０万円、アーケード分返済が２４から３１年度で７４２万円、これはこ

れからですね、合計約５,０００万円ということであります、これからの部分。 

そこで、２２、２３年度分では建設分とＡコープ敷金の債権譲渡分で、アーケード部分を合

わせて３,５７９万８,０００円を返済済とこうなっておりますが、それ以前のことについては

ちょっと私が――会社の内容でありまして、何をもって１億数千万円の部分を返済したかとい

うのは、定期的に約束した額には至らなかったわけですけれども返していた部分もありますし、

今議員がおっしゃったように、土地の代金をあてたのかあてないのかというのは、ちょっと私

は確認しておりませんので、必要であれば後でこっそり申し上げます。ちょっとわかりません。 

○若井達男君  六日町街づくり会社の運営を問う 

確かに冒頭申し上げましたように、町長になられる、議会が終わってその間の空間がありま

した。そしてこの空間のときが極めて、これはララに限らず県内及び国内において第三セクタ

ーがどんどん、どんどん破綻しておった時期なのです。そういうことでその時点のことについ

ては、市長は確か詳しいことはそれほどは把握していないとは思いますが、このときに平成１

３年に先ほどからお話がありますララの持っておる駐車場を、それこそ福祉事業が、事業者が

欲しいということで出てきたのです。しかし、地元の商店街、駅通り商店街、それから旭町区

それから商業協同組合、この３団体がそこには売らないでくださいと。駐車場がなくなります

と。市で買ってくださいということで、これは実際、産業建設委員会でその３団体の代表の方

から参考人ということで出てきていただいてそれは確認いたしました。そしてその上の結果の

売却が１億６,９００万円の金額なのです。そのうちが返済に充当されたというふうに、私はそ

の時点では思っております。 

そしてこれも私はときの町長と、この時点はそれぞれ首長、町長さんはそれぞれの常任委員

会に全て出席しておりました。そしてこのときの金額を１億６,９００万円が１億８,０００万

円になり２億円になれば、その分ララの返済は進む、ララは楽になるというかたちになるわけ

です。しかし、それが上がる分だけ私たち当時の町民の税負担が多くなるということで、どう

してこういう高い金額なのですかというお話をしたら、いやこれは、今回もここにも出ており

ますが、不動産鑑定評価によるものだと。ああそうですか。不動産鑑定評価は高く２割、低く
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２割をこれは算出の仕方でできるのです。それで出たからといってそれが正しいと私は思って

いないのです。 

これはおかしいではないですかと話をさせていただきました。そうしたら、若井議員、では

事例があったら話してくださいと。私はああいいことを聞いてくれましたと。ララの隣には日

本専売公社の土地がありました。今の中継局の南側ですけれども。その土地が１８万円でも売

れなかった。公売で売れなかったではないですか。１６万円、１５万円だと。そこには今アパ

ートが建っていますけれども。それがどうして２６万円の評価でしなくてはならないのですか。

町民の税負担はどうですか。そういうことがあったのです。 

それなもので、私はこの１億６,０００万円の原資は土地売却代金が大方占めておるというふ

うに、私は自分なりには考えております。そんなことですからこの後の原資、これから３０年、

３８年まで返すときの原資は何だと。やはりこれは当然のことながら、先ほど言いましたよう

に、売上げから義務的経費を引いてそれが返済に回る。よしんば直接支払のない償却費がやは

りそれが返済に充てられると。これが普通の通常の私は返済方法だと思います。 

それがあるものですから、この後の返済原資は何ですかということで、それで今の過程であ

れば市長から答弁いただいたように、土地建物でこれだけだというお話をいただきましたし、

それに補助金が３億円だと、これはそれで話はわかりました。しかし、この後本当にどういう

ふうにしていくかと。そして先ほど二度ともうこの上はそういうことがないように・・・話し

て今ほど答弁がありました。この１４年にもときの町長は全く同じ答弁をしているのです。だ

からあてにならない。そのときは増資をするという委員もおりました。しかし私はだめだとい

うようなことで、そのときに町長は増資は一切しませんと。当然のことだと思います。 

ジャスコの中の地元棟に入った人たちのどこに支援がありましたか。それぞれの六日町の中

の商工会にどれだけの支援がありましたか。そういう問題もときにあったのです。まあそんな

ことでこの後の償還については心配したところで、この質問とさせていただきました。 

 そういうことで今一度この後の３億円、それから併せて５億その原資の方を今一度ひとつご

答弁をお願いいたします。 

○市   長  六日町街づくり会社の運営を問う 

失礼いたしました。今、取締役に就任している小原副市長に確認しましたら、議員おっしゃ

ったようにこの駐車場の土地代、Ａコープ敷金の一部、これが今までの１億６,０００万円を超

える返済原資のまあ主流であったということでありますので、ご報告申し上げます。 

 ２４年分までについては、今ほど触れましたように今予算が成立をさせていただければ、そ

の機構の返済分への３億円とそれから土地建物買収の２億数千万円、まあ５億５,０００万円こ

れが全部返済原資に回るわけですので、それはそれで先ほど申し上げたとおりです。その後、

その後がまださっき言いましたように６億円ちょっとかな、残るわけですね。これについて３

８年までに全部返すというのが原則であります。 

しかし、それこそまたどこか別のお金でもどんどんとつぎ込まなければ、それを３８年まで

に返済することは全く不可能です。不可能でありますので、そのことについて、機構の方にも、
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機構も３億円出資をしてこの会社を設立しているわけでありますので、我々の今の支援の状況

とそして機構、機構の考え方、これをきちんと確認をさせていただいたところであります。残

債についてそれは返済はしてもらわなければなりません。当然です。無利子の部分を借りてい

るわけですから。ただ、これが３８年までに全額に至らないということについて、それは年度

年度の返済額の中できちんとまた協議していきましょうと。 

そして結果としてこれは３８年になるわけですので、結果が１００パーセントわかるという

ことではありませんけれども、３８年までもう２～３年前には必ずわかるわけですね。返済が

もうできるとか、できないとか。そうなった時点でまたきちんと協議をさせていただきますと。

よって返済ができないからといってすぐに債務不履行による処分といいますか、訴えといいま

すか、そういうこともしませんし、存続のためにお互い力を尽くそうと、こういうことであり

ます。原資そのものは今議員おっしゃったように、全て会社でララ、六日町街づくり株式会社

の中で、いわゆる生み出すその利益金によって返済をしていくということになります。 

ただ、先ほどから触れましたようにアーケード分は別の問題でありますので、今の駅前のア

ーケードの部分と同じで、これは全く別個の補助金ですからこれは別個ですけれども、機構の

関係の方の部分についてはそういうことであります。機構以外にも若干ありますので、そうい

うことについてはそのとおりでありまして、今後市がばく大なお金をつぎ込んで支援していく

とかですね、そういうことは一切、私がやっている限りはしません。それはわかりませんので、

信用ができないとかありますから。私がやっている限りは、当面今年の１１月までであります

けれども、それまでは絶対しませんということだけ申し上げてご理解いただきたいと思います。 

○若井達男君  六日町街づくり会社の運営を問う 

ついでにと言っては失礼ですけれども、先ほど、前平成１４年の答弁がそういったことであ

りますし、合わせてこの時期に、同僚先輩議員がここにおりますが、この先輩もララの運営に

ついてということで一般質問を取り上げているのです。そして１４年の９月から７,０７３万円

の返済が１５年続いてこの３０年の９月に終わるという、そういった返済計画があったのです。

それを今、市長が説明したようにそれはできない、無理だということで新たに経営健全化計画

を立てて３６年までのものはできているのです。そして、このときの経営健全化計画によると

先ほど私が聞いた市中銀行に云々という話がありましたけれども、この２４年でなくなってい

るのです。しかし、まあ数字は別としてもそういう状況なものですから、まあそういうことで

信用ができないというふうに申し上げたのです。 

それでこのときのついでに執行部、町長の答弁にこういうものがありますよ。平成１４年度

から高度化資金の返済のめどは立っているかと。中小企業振興公社の指導を得ながら収支の改

善を図るが、なお不足が生じる場合は一借もやむを得ない。７,０７３万円を仕事の中から返す

など一つも書いていない。危ない、わからない。一借を起こす。これはその１４年のときの話

ですので今の市長の答弁は私はしかと、全くそのとおりだと、揺るがないと私も信じておりま

す。 

それで、時間も迫ってまいりましたし、また足りないところは今度は予算の中でもちょっと
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聞かせていただきますが、その清算です。産建の中の委員会の清算についてはそれはさておき

まして、私はこの時分に経営移譲ということをどうして考えなかったのだと。あの中の経営移

譲は一番元々は組合生活センター、Ａコープから始まっているのです。そこを再開発しようと

いうことでララに至ったわけですけれども、その中に入った組合生活センターＡコープは管理

費とテナント料を話すと１年７,０００万円だと。その他販促費も当然かかっている。これは販

促費はテナントの皆さんは大体月５,０００円取られていたと思います。そういうことなもので

すから８億３,３００万円の資本がもう５割もくったと、４億円しかないと。そうしたら少なく

ても減資、増資でなくて減資を起こして、５割減資でなく１０分の１、９割減資を起こして、

そのものを新たなる新株を発行してＡコープさんどうですかと。あなたは７,０００万円支払わ

なくて、その上に店子から入ってくるではないですか。 

私はそういう話も――これはやはり公にはやはりできませんでした。けれども、まあまあそ

れこそどこ吹く風やらというようなことだったわけですが、そういうことで今は市長言われる

ように立派なそれこそ店子さんが入っております。経営移譲については名乗りが出てくるもよ

ろしい、出なくてもときとして考えてどうだということも、これはできるわけなのです。そう

いうことで経営移譲はどうですかと。できることならばこれからの運営の中でひとつこの点を

考えていただきたいと思いますが、今一度市長の答弁をお願いします。 

○市   長  六日町街づくり会社の運営を問う 

先ほど申し上げましたように、今現在、経営移譲について正式に持ちかけたりということは

ございませんが、冗談話の中では受けてくれればいいがなというようなことは常々申し上げて

おりますが。この問題を一回整理をさせていただいて、その後にまた改めて該当するだろうと

思われる方々にはお話はしてみたいと思っております。そして受けていただければこれはもう

非常に心強いわけでありますし、その辺も含めて精力的に問題解決のために１１月までは頑張

ってみるということですので、ひとつよろしくお願いいたします。 

○若井達男君  六日町街づくり会社の運営を問う 

１１月までということであります。午前中に３番議員の、石をもてふるさとを追われるがご

としというお話が出ました。私は全くそれとは違いますが、山の彼方の空遠く幸い住むと人の

いう。ああ、われひとと尋めゆきて、涙さしぐみかえりきぬ。山のあなたの空遠く。市長、本

当に寂しいのです。孤独なのです。６万人の生命・財産を守るために明日も、明日もと向かっ

てみてもなかなかそこに行ってもたどり着けない。しからば、それで終わるかと、そういうわ

けにはならない。そのためにはまた一歩進まなければならない。山の彼方の空遠くですよ。 

市長、はて１１月ももう少しですけれども、十分に健康に留意して新しい２４年度の予算も

決まります。その執行に向けて頑張っていただきたいと思います。私も応援いたします。終わ

ります。 

○議   長  質問順位１３番、議席番号１４番・井上智明君。 

○井上智明君  議長に質問の許可をいただきましたので、通告にしたがって質問をさせてい

ただきます。私の前後を超ハードな皆さんに囲まれていまして、真ん中にはさまった私はソフ
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トに２点ほど市長にお伺いをしたいというふうに思っております。 

１ 増え続ける生活保護世帯に対する対応策は 

 １点目は増え続ける生活保護者に対する対応策ということでお伺いをします。今、全国的に

生活保護者が増えている現状にあります。これは大きな社会問題となっているとも言われてお

ります。厚生労働省の発表では昨年１２月の生活保護受給者が２０８万７,０９２人。受給世帯

も１５１万３,４４６世帯と過去最高を記録したというふうに発表がありました。伴いまして、

支給額も２００９年に３兆円を超えたのでありますけれども、その後も伸び続けまして３兆４,

０００億円を超える見込みだという発表であります。 

２００８年のリーマンショック以来失業者が生活保護に大量に流入したために働ける年代、

この受給者が急増したことが大きな原因だと言われております。働ける年齢の受給世帯は２３

万から２５万世帯だろうと推測をされております。さらに昨年３月１１日に起きました東日本

大震災、これによる被災者がその対象となって生活保護世帯の数はさらに伸びているというこ

とであります。 

南魚沼市でも生活保護を受ける方は確実に増え続けておりまして、塩沢町が合併した現在の

いわゆる市のかたちになったのが平成１７年の１０月でありますが、その時点で保護世帯は６

９世帯、保護者の数が８６名ありました。昨年も１０月に絞ってまる６年という時点でちょっ

と調査いただいたのでありますが、保護世帯が１３４世帯、被保護者数が１７１人。６年間で

ほぼ倍増であります。 

この数字は実は私が推定したよりはかなり多かったのであります。まあ１００いくかいかな

いであろうと思ったのでありますけれども、そんな私の想定よりはるかに多い数字だったにも

関わらず、新潟県内では一番下のクラス。比率的には一番下だということでありまして、いか

に生活保護の世帯が増え続けているかということを表しているのではないかなというふうに思

われます。 

市内の中で６０歳以下、いわゆる働ける年齢層の被保護者の数でありますが、平成１７年時

点では８６名あって、そのうち３４名がいわゆる６０歳以下。率にして４０パーセントであり

ますが、それが平成２３年になると１７１人中８４人と約５０パーセント、１０ポイントも若

年、いわゆる働ける世代が増えている。この辺が問題ではなかろうかというふうに思っており

ます。 

プライバシーとか個人情報とかという問題もありますので、その詳細はちょっとわかりかね

るのでありますが、中にはいろいろな働けない事情がある方も当然あるわけであります。障が

いとか病気とかということで働けない方もあることは推察されるのでありますが、そうでない

方もいるやに伺っております。まあ就労の場所を確保するということで、若い世代の生活保護

を受給している皆さんに対するある程度の成果が上がるものと。その就労を支援することで生

活保護世帯を減らすある程度の成果は上がるものだろうというふうに考えております。 

 もう一つの問題は生活保護のいわゆる不正受給ということであります。先頃発表されました

２０１０年度の不正受給の数が件数でありますが、２万５,３５５件、金額で１２８億７,４２
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６万円という発表がありました。前年に比べまして５,６２９件、金額で２６億５,９５５万円

増えた。それで過去最高を記録したというふうに言われております。その不正受給の内容であ

りますけれども、働いた収入を申告しなかったという方が一番多くて４３.５パーセント、年金

を申告しなかったというのが２７.７パーセントということであります。そのほかにも働けない

ふりをする。あるいは医療機関の過剰診療などというのもあるわけでありまして、生活保護世

帯というのは保護費を公共に負担する以外にも、税金や経費の減免とか医療費の負担など実際

に直接的に負担しなければならない部分がかなり多く存在しております。 

その生活保護費用は財源でありますが、国が４分の３、いわゆる地方が４分の１を負担しな

ければならないということでありますので、生活保護世帯の増加は地方財政には大きな影響を

与えるというのが実状であります。現在、現物支給などということが議論されているようであ

りますが、こんな現状を踏まえて生活保護世帯が増え続けていることに対して、市長はどのよ

うにお考えを持っているのかお伺いします。また、その対策についてもお伺いをいたします。 

２ 消防団員の福祉共済制度について 

 次に消防団員の福祉共済制度ということで２点目に上げておきました。間もなく一周年を迎

える東日本大震災。この震災によりまして岩手、宮城、福島３県で死亡又は行方不明の消防団

員が２５１名に達しております。過去には昭和３４年９月２６日に潮岬に上陸しました伊勢湾

台風、あの大災害で６０名という多くの消防団員が亡くなった記録があるのですが、その４倍

強に当たる多くの消防団員の皆さんが尊い犠牲となっております。消防団員には日本消防協会

が万一に備えて福祉共済制度というのを設置し、全国消防団員のほぼ１００パーセントであり

ますので、入らないところが多少あるのではないかと思っておるのですが。この制度は掛金を

公費で負担しているもので、昨年までは一人３,０００円だったのですが、本年度はその震災の

関係で一人４,０００円になって予算にも計上されております。 

この福祉共済制度でありますが、公務での死亡時は２,０００万円、弔慰金が２,０００万円

でありまして、プラスに遺族義援金とか保育の義援金などが支払われることになっておりまし

て、そのほかにも重度の障がいなど、病気の見舞いなども支払われるということで、消防団員

の皆さんにとっては大変ありがたい補償制度であります。消防団にはこれとは別に公務災害の

補償制度とか、あるいは自治体が支払う賞じゅつ金と言われるような制度もあるわけですけれ

ども、今回はこの消防協会がやっている福祉共済制度というものについてのみお伺いをしたい

と思います。 

しかるに、この共済制度で過去に最大で２,７００万円、一人について２,７００万円支払わ

れたという例があるのでありますが、ところが今回の災害については支払対象者が激増したた

めに財源の手当がつかず、補償額は過去の約半分、１,２００万円に減額して支払われるという

ことを伺いました。私はこのことを知りまして非常に憤慨をしましたし驚いております。当市

でも昨年東日本大震災から間もない頃の７月末、新潟・福島豪雨災害というのがあったのであ

りますけれども、大変な大きな被害がありましてその復興が今一生懸命に行われているのは皆

さんご承知のとおりであります。その災害の最中、極めて献身的に最前線で活躍してくれたの
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は他ならぬ消防団員の皆さんであります。 

私の地域でもその災害に見舞われまして二日二晩、本当によく消防団員の皆さんから頑張っ

てもらったなというふうに感謝をしておりますし、二日目の３０日の夜は彼らはほとんど寝な

いで活躍してくれた。本当に頭の下がる思いでありました。そんな犠牲的な活躍が地域を守っ

て被害を最小限に食い止めていることは論をまたないところでありますが、今回の集中豪雨災

害の現場を見回ったときに、よくもこれで犠牲者が出なかったなと思われるような大きな被害

を被った地域が幾つもあったのです。まさに誰が犠牲者になってもおかしくない状況だったと

いうふうに感じています。 

年間３,０００円の掛金で公務のときには弔慰金として２,０００万円出る。これは毎年春の

研修時に消防団員の皆さんに示されているわけであります。それは消防団員の活動のよりどこ

ろであると同時に後ろ盾である。これがあるから危険な作業への命令もできたり、その命令に

従うということができるのだろうというふうに感じております。 

もし、仮に本当に仮の話で申し訳ない、こんなことはあってはならないことだと思うのであ

りますが、あの豪雨災害の中で団員のどなたかが不幸にして犠牲になられたとしたら、１,２０

０万円しか払われなかったことになるのです。幸いに犠牲者が出なかったのです。日本消防協

会といえば総務省、消防庁とともに消防行政の総本山であります。全国の消防行政のトップに

君臨する組織である。その組織が懐具合によって弔慰金を半減するようなことがあっては、こ

れは絶対にならないと思うのです。その点について市長の見解をまず伺います。 

幸いなことに今のところ南魚沼市は消防団員の充足率は下がっていないのでほっとしている

のでありますが、こんな現状が知れわたったとき、団員の確保に支障を来しはしないだろうか。

現場の活動の士気は低下しないだろうか。こんなことを感じずにはいられないのであります。

地域になくてはならない消防団の存続のために、万が一のときは市長の裁量で不足分は私が補

うから君たちは安心して働け、頑張ってくれと、こういう市長の英断を期待して市長の考えを

お伺いいたします。壇上の質問はこれで終わります。 

○市   長  井上議員の質問にお答え申し上げます。 

１ 増え続ける生活保護世帯に対する対応策は 

この生活保護世帯の関係であります。議員おっしゃっていただいたように我が市においても

生活保護世帯は平成２１年、２２年だけで５６世帯増加しておりまして、２３年度当初で１４

２世帯であります。いわゆる過去最高であります。これも議員おっしゃっていただいたように、

私たちのところは被保護者が少ない。このことで私は市の誇りだと言うのですけれども、反対

の人は何か行政が支給しないために絞りつけているのではないかなどという話。そうではない

ということでお話し申し上げていたのですけれども。これが１４２世帯。そこでこの２１～２

２年度の新規の申請者の理由別であります。理由別は傷病、障がいが約２９パーセント、収入・

貯蓄減が６８パーセント、その他３.６パーセントですので、圧倒的にやはりこれは不況の影響

による収入あるいは貯蓄減が大きな原因であります。 

ちなみにハローワーク南魚沼管内の有効求人倍率というのは２１年度は平均しますと０.６
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５、２２年度は０.９４、２３年度も１.０を時々としては超えるところがありますけれども、

まあ０.９を行ったり来たりというところでありまして、やはり雇用状況と生活保護数、これが

密接な関係にあるのだなということは推測ができるところであります。 

２３年に入りますと新規申請数も落ち着きまして、それから廃止となる世帯も増えまして、

２４年１月現在では１３３世帯まで９世帯ほど減少しております。この増加する被保護者を支

援するために、生活保護を担当する職員を増員して支援体制の充実を図っておりますし、国の

補助事業を導入して就労支援――支援員です。これは臨時職員ですけれども、これを配置いた

しました。 

また、昨年７月からハローワーク南魚沼と連携して福祉から就労支援事業も開始をいたしま

した。ハローワークと就労支援が６か月の間の支援期間内で重点的に職業紹介、あるいは職業

訓練を実施するものでありまして、３月１日時点で１４名が利用して、うち５名が就労に成功

しているということであります。 

勤労意欲の乏しいという部分もというご質問でありますけれども、今年１月の保護世帯累計

区分では高齢者世帯が４６、それから母子世帯が６、障がい者世帯２５、傷病者世帯３４、そ

の他２２、これで１３３であります。主に就労できるこの対象世帯は先ほど触れましたその他

の２２であります。そのうち既に就労している世帯が１２世帯。就労していない世帯が１０世

帯であります。傷病者世帯につきましてはやはり病気やけがの治癒をこれは第一だということ

でそちらに専念をしていただくということであります。 

ご指摘いただきましたように度重なる就職面接での落選、あるいは年齢制限、こういうこと

もありまして働く意欲を失いつつある被保護者も確かに存在しております。そうした方々に対

しましてやはり適切なアドバイス、あるいは職業訓練、これらを行って就労意欲を回復してい

ただくということになれば地域労働力の有効活用にもつながるということで、根気強く指導を

したり一緒になって励ましたりしているところであります。 

これもご承知かと思いますけれども、生活保護制度というのはもう入り口で制限ということ

ができ得ない制度であります。現実に困窮している場合は何をおいても、まず保護をすると。

保護、これを優先して、そしてその後に自立に向けた各種の支援を行っていくということにな

りますので、景気の動向によります保護世帯の増減、これはある意味やむを得ないところもあ

ろうかと思っております。 

６５歳以上の高齢者、あるいは障がい者、病気があって働けない被保護者の方々、この皆さ

んにもボランティア活動への参加、あるいは地域社会との交流、こういうことを通して社会の

とのつながりを持っていただくように今支援しているところでありますが、議員おっしゃった

ような部分が全くないということではありませんけれども、非常に数が少ない。それだけ私た

ちの地域の皆さん方はモラルハザードもぴしっとしていまして、素晴らしい市民だということ

でひとつご理解いただきたいと思います。 

２ 消防団員の福祉共済制度について 

 消防団員の福祉共済であります。まさに議員今おっしゃっていただいたように、一度に多く
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の方々が亡くなったので支払原資がなくなって減らしてくれとこういうことでありますから、

私も新聞を見たときは驚いたのですけれども、しかしまあ、余りにも多くの消防団員の皆さん

方が殉職され、ない袖が振れないということだったのでしょう。決定せざるを得なかったとい

うことだと思います。この特例措置として掛金を３,０００円から４,０００円に増額するとい

う、減らしたり掛金を上げたりということが行われたわけですが、先月の連絡の中で弔慰金の

減額については２月２３日から元に戻したそうです。２月２３日から。それから掛金のアップ

も２４年度の単年度、一年限りの措置ということで通知がありましたので、これは良かったと

安堵しているところあります。 

去年の夏のこの豪雨災害については議員のおっしゃるとおりでありまして、本当に消防団員

の方々から献身的な努力をしていただきました。まさに団員の方々が被災をしても、あるいは

命を落とすようなことを申し上げてはなりませんけれども、相当危険な箇所での作業等もござ

いましたので、本当に皆さん方、全員が無事で良かったと思っております。補償についてはや

はり議員おっしゃったように原資がかなり足りないから減額されることが時々あるなどという

ことでは、やはりこれは士気にも影響いたします。私が払うということではなくて、もし、そ

ういうことに我が消防団員が遭遇した際は、保証した額と支払われる額の差額を議会にお願い

をして、支出を認めていただくということは常々考えなければならないことだと思っておりま

す。そういうことがないように祈るばかりでありますけれども、もし発生した場合は全員の皆

さん方からご賛成していただきたいということでありますので、よろしくお願い申し上げます。 

○井上智明君  ありがとうございました。大変前向きな答弁をいただきました。 

１ 増え続ける生活保護世帯に対する対応策は 

中でもちょっと再質問させていただきますけれども、生活保護世帯は全国的に大きな問題に

なっています。今、南魚沼市はまあモラルが良くてということをお伺いして安心をしたのであ

りますけれども、実際はインターネットなんかを開いてみると、働けば損だというようなやつ

がだあっと並んでいるのですね。本当に目を疑うような言葉があるのです。隣は生活保護を受

けている。あれはカタカナで何て書いてあったかな・・・ナマボ、ナマというのは生活保護の

生をナマと呼んで、保護の保をボとかポとか読んでナマボ。隣のナマボは月２回パチンコに―

―それも何か隠語で書いてあるのでよくわからないで言っている。こちらは子ども二人抱えて

毎日時給８００円の生活をしてかすかすなのに、社会が間違っているとかというようなことが

ずらっといっぱい書いてあるのです。 

そういうことで一回その生活保護に入ってしまうとなかなか抜け出せないという現状にある

ようでありまして、さっきも市長おっしゃったように生活保護は入り口で制限できないという

ことがあるのですよね。案外生活保護になるのは基準が簡単だというか、しなければならない、

断る理由がないというのが現状だそうでありまして、その辺が福祉事務所が苦慮するところだ

そうであります。 

それからもう一つ、こんなことはないのだろうと思いますけれども、医療の関係で生活保護

者が過剰医療というのがかなりの問題になっておりまして、中には二日に１回３か月以上も通
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ったといような例がありまして、あとは市立病院で過剰診療をしてそのバックを受け取ったと

いうような例が載っていますので、その辺はやはりチェックする市役所の体制がかなり難しい

というか大変だと思うのです。 

それから収入を申告しなかったという中に年金というのがありましたよね。年金を受け取っ

ていながらそれを申告しないと市役所はわからないなどということは、ふだんはちょっと考え

られない。多分、そういうのは福祉事務所を持たない町村だと思うのですけれども、私のとこ

ろ南魚沼市は市でありますから福祉事務所がありますのでそういうことはないかと思うのです

が、そういう面でやはり職員の体制というのがかなり大変になってくるというふうに思うので

す。 

職員体制のことについては、今市長から支援員を入れたりということでかなり力を入れてい

る回答がありました。その辺もまたより一層市長から目をかけていただいて、そういう方向に

向かないようなお願いをしたいと思いますし、働く場所ということでこれが一番適正な、一番

いい方法だと、働く場所があるということが一番いい方法だというふうに理解は共通しており

ます。今ちょっと思いついたのですけれども、私たちが子どもの頃は失業対策という事業が確

かあったと思うのです、直営の。道路補修なんかをしていたような気がするし、戦争未亡人な

んかの皆さんがよく出られていて日銭をとって家庭を・・・ああ、失対と言いましたね、家計

を支えていたという事業があるのですが、ああいうことを市直営でできないものでしょうか。 

市の公園とかという市の施設とかというのが一杯あるので、そういうものに順次整備とか管

理とかというのを、もし何らかのかたちでそういう人たちを使っていければ、それが就労支援

にもなるし、社会とつながりを持てる。社会のつながりを持てない人がなかなか働きに出られ

ないという部分もありますので、そういうことにもつながると思うのですが、その辺について

市長のお考えをちょっとお伺いをしたいと思います。 

２ 消防団員の福祉共済制度について 

 それから消防団の方、２点目の消防団の方でありますが、私が持っている資料には２,０００

万円に元に返したというのがなかったものですから、それを２,０００万円に返ったということ

であれば大変喜ばしいことだと思うのです。それからその中に大災害が発生した場合、共済金

の支払いというのがありまして、ここに私の持っている資料、つい最近いただいた資料なので

すが、やむを得ない場合は理事会の決議による共済金を減額される場合があるというこういう

のがあるのですよね。これは共済のパンフレットなのですけれどもあるので、それがないとい

うことであればいいのですが、あったとしても市長は何とか市でいただくという強い決意をい

ただきました。消防長よくお聞きだと思いますので、今年の消防団員の皆さんにはそのくらい

安心して大きな声でお伝えを願いたいと思います。では２回目の質問に対する答弁をお願いし

ます。 

○市   長  １ 増え続ける生活保護世帯に対する対応策は 

失対事業という部分であります。私たちが小さい頃は本当によくそういう皆さんが道路の砂

利敷きだとかをやっていただいた。よく覚えておりますが、先ほどちょっと触れましたように
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この生活保護世帯分類で、いわゆる就労できる対象世帯が２２世帯。そのうち就労している世

帯が１２世帯。就労していない世帯が１０世帯とこういう状況でありますので、ある程度市の

方で単発的に例えば仕事をお願いするということはできたにしても、継続的に組織的にお願い

するということは、この数が増えてもらっては困るのですけれども、ちょっと無理かなと。 

そして今、公園の整理とか清掃とかそういうことはご承知のようにシルバーがほとんどであ

りますけれども、こういう皆さんは確かシルバー人材センターの方には入っていないのだろう

な・・・いる、ああそう。いる人もあるということですけれども。何らかのですね、やはりお

っしゃったように仕事をしてもらうということが一番でありますので、担当の部の方と今議員

おっしゃったようなことをちょっと相談させていただいて、適切な処置がとれるようであれば

早速にでもやらせていただきたいと思っておりますので、少し検討させてください。 

 後段の方はそういうことで、もしもという場合はやらせていただきますし、先ほど触れまし

た戻したというのは２月２３日から元に戻したということになっておりまして、その数値がよ

うやくこちらにも来たということです。議員のところにはまだ届いていなかったかもわかりま

せんけれども、そういうことであります。よろしくお願いいたします。 

○議   長  休憩といたします。休憩後の再開を３時ちょうどといたします。 

（午後２時４６分） 

○議   長  休憩を閉じて会議を再開いたします。 

（午後３時００分） 

○議   長  質問順位１４番、議席番号２２番・中沢俊一君。 

○中沢俊一君  公式野球場建設、市長改選で民意を問い直せ 

時間の制約があるようですから簡潔な質問をいたします。市長からも簡潔な答弁でご協力を

お願いいたします。 

 さて、自民党が政権を失いまして２年半が過ぎようとしております。自民党に限らずそれま

での政治というものがいわゆる投資の効率、これに余り配慮がなかった。いわゆるむだが多か

った。２番目には国や地方の財政にそう目を向けずに借金をここまで膨らませてしまった。財

政規律を無視してきた。そしてさらには住民が、国民が負担をする、そういう受益と負担の比

率に余り重きを置いてこなかった。民意というものを言うならば軽視してきた。そのつけが回

ってきて政権交代ということになったと一般には言われております。私もそう考えております。 

さて、南魚沼市に目を転じてみれば、三つの要素を備えた施策が、もうここ４年ほど、５年

ほど私も言い続けてまいりましたが、市長が推進しておりますこの公式野球場であります。そ

の公式野球場がこの３月議会で上程され、我々議会の決断を仰ぐと、こういうことになってい

るわけであります。今まで私が伺ってこなかった、それではこの公式野球場が児童生徒の教育

施設、また成人を対象とした社会教育施設、こういう側面を持っているわけですが、教育的な

見地からどうとらえてこの事業を進めておられるのか。 

青少年に夢を。少年よ大志を抱け。本当にスローガンは美しいものがありますけれども、そ

れでは例えばもう２年ほど前になりましょうか、教育長がこの場である地域から赴任してこら
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れた校長先生が、この地域は親子ともに教育、学ぶこと、これに対する認識が浅い、そういう

地域だ。私も非常に悔しかったものですから教育長に質疑をしました。教育長もそのときは声

を震わせ、拳を振るわせながら私だって悔しいのだ、そう答弁されました。 

幾つかの複数の課題を抱えているこの地域にとって、例えばこの公式野球場、１３億円なに

がしという暫定的な見通しが出ているわけでありますけれども、これを今の万条球場の機能回

復、そういう修繕の範囲にとどめて、仮に１０億円ほどの予算が浮いてきた場合、どれほど他

の教育予算に回るのか。みみっちいと思わないでください。やはりこの１０億円をこの合併特

例債で活用して返済していった場合、例えば２０年で返済する場合ですが、元々の市の負担分

の５パーセント、これに利息の分を含めますと約４億円、仮に１０億円の差が出た場合ですよ。

４億円の負担の軽減が図られると。２０年で返済する場合であれば年間２,０００万円、約２,

０００万円というお金が教育費に回るわけであります。 

こういう私の目から見れば極端な傾斜配分、この教育予算付についてどう思われるのか。ま

た１月３０日、議会全員協議会の席で県がこの大原運動公園の一部を土砂災害警戒区域に指定

の方向で今進めていると、こういう執行部からの答弁がございました。先ほども言いましたよ

うに、このある意味学校教育の過程の施設、社会教育の施設、これを管理する教育委員会とし

てはそういう警戒区域に大事な血税を使った施設を、本当に作ることに疑念はないのか。こう

いうことを改めて私は問いたいと思っております。 

 ２項目目になりますけれども、今そういうかたちで進めている市長ですが、これは仮の舞

台設定をしてみました。１,７５０前後ある全国の市の中で全国市長会に井口市長が出られて、

私は青少年の夢を作るために、雪国ではあるけれども１０数億円の公式の野球場を作って子ど

もたちに夢を与えたいのだと。こういうお話をしたら仮にですが、平均的なまあまあ条件の市

長さんが仮に１０人寄って市長の話を聞いたとしましょう。いい話ですね。まあ雪が降るとい

っても南魚沼というのですからそう多くは降らないだろうし、市長さんがそこまで力を入れる

のであればきっと若者の多い元気のある活力のあるまちなのでしょうね。市長はどう答えるで

しょうか。実のところ今年は２年続きで雪害対策本部を作りました。４月いっぱいはどうして

も球場を使うことはできないし、秋の長雨で年前の一月、二月は延べで稼働率は非常に下がる

ものになるでしょう。そしてまた、１０年後には今６万余りの人口が５万５,０００人を割ると

いう予測があります。２０年後には４万８,０００人台、しかも３７パーセントが６５歳以上の

高齢者であります。ここまで話をすると多分１０人の市長さんのうち二人くらいは、タバコを

吸いにその場を去っていくのではないかな。 

しかし、しかしですね、いやいやそういう条件であってもきっとこういう素晴らしい計画を

立てるのであれば、財政はきちんとしているのでしょう。こういう質問があると思います。ま

あまあその点については、実は市の借金は８７０億円あります。市民一人当たり１４０万円余

り。これは土地開発公社を除いた額になりますけれども。加えて水害もあり、これから作る病

院の整備もあり、でも実質公債比率が何せここの４～５年の間でようやく県下ワースト２位に

なりました。こういうお話をすれば、またこのうち３人くらいは時計を見ながら去っていくの
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ではないでしょうか。 

いやいや、そうは言っても、いくら財源がなくても厳しくても、市民の多い要望があれば、

それは市長さん、作らなければなりませんよね、そういう声があれば。まあ実はこの中止を求

める市民運動がありまして、短期間に有権者の４割、これについては法的な署名ではありませ

んから全部丸のみはできませんが、実はそういう運動もありました。さあ、この辺で残った市

長さんはどうでしょうか。 

さらに先ほど話をしましたが、土砂災害警戒区域に県が指定の動きであります。幸い去年の

豪雨のときもちょうどあの地域から湯沢寄りはそう多くの雨が降らなかった、そのように伺っ

ております。まあ、これは市長答弁から引用をして申し訳ありませんけれども、いや市長は提

案するだけですから、決定するのは議員だ。議会の皆さんの権限であります。こういうふうに

言っておられるわけですが、この時点で私は他の市長さんが残らないのではないかなと思って

おります。 

それはともかく、先ほど２５番議員の質問にもございました。あと１１月まで８か月の任期

であります。私はこういう４つの大きな課題を抱えているこの事業については粘り強く、この

８か月の任期の間に市民を対象に説明をする行脚をする。ただ説明するだけではありません。

当然納得をしていただけるだけの準備をして根気強く説いて回る。そういう努力をどうしても

してほしい。言わずもがな、使うお金は市民の税金であり、市民がここで暮らしているという

ことについての交付税であり、残る部分については国の税金であります。これをしっかりとこ

のことを見据えて説明責任を果たした上で、１１月にどうされるか私はわかりませんけれども、

この説明責任を全うした中で決断をいただきたい。そのことを聞きながら壇上からの質問を終

わります。 

○市   長  公式野球場建設、市長改選で民意を問い直せ 

中沢議員の質問にお答え申し上げます。最初のその教育面の件について、私がそれについて、

いやいや大丈夫だなどということを申し上げるのはちょっと手前みそになりますので、この件

については後ほど教育長に答弁をさせます。 

 ２番目の土砂災害警戒区域ということでありますけれども、市長が１０人寄った話は結構で

す。まあ、よくそこまでお考えいただいて、いろいろご配慮をいただいてということで感謝申

し上げるところでございます。この土砂災害防止法というのはまた改めてご認識をいただきた

いと思いますけれども、これは法律に基づいて土砂災害警戒区域これがあるわけです。警戒区

域というのは災害時の情報伝達や、警戒避難体制の整備を必要とする警戒区域とこうなってお

ります。 

建築を制限する条項は一切ありません。そして、まあ土砂災害というのは一般的に急に瞬時

に起こるということはあり得ません。まずは雨が降るとかそういうことがあるわけであります。

地震とは違います。ですから、議員ご指摘のようにこの土砂災害警戒区域の中だからというこ

とは、その危険の雨の降るときにわざわざそこへ出かけて行って競技をする人はいないわけで

ありますから、全く心配のいらないところでありますし、ご承知のあそこは約半分ですね、今
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の現存しておりますテニスコートと今の野球場、今ある野球場の約半分くらいがそのラインの

中に一応含まれているということであります。何ら心配をすることはありませんし、いざそう

いうことが予見される場合は、あそこに場外の放送施設も全部設けますから、近隣の皆さまも

含めて、安全なところは今の多目的グラウンンドの方は全く安全なのですね。ですから、そう

いうところに避難をしてくださいと。いよいよのときはですね。そういう情報伝達も非常に素

早くできる。そういう利点もあります。 

そして、あそこで一般的に集落が多く含まれる部分というのは、五丁歩と腰越さんのところ

は何といったか・・・万条と五丁歩ですか、姥島、そういうところであります。しかも、今の

公園予定地より非常に低い場所にあります。ですから、土砂災害は付近の皆さん方にそういう

変な誤解を与えるのではないですけれども、起きるとすればその住民の皆さん方が一番危険に

さらされるということ。いち早く避難していただくと。こういうことの伝達もそういうことを

通じてできますし、まして、鉄筋コンクリートの施設もできるわけでありますから全くそのこ

とについての心配はございません。 

現に他の市町村でも土砂災害警戒区域というところの中に、市民ホールとかそういうことを

建設します。なぜかといいますと、ここに２４時間常駐するということは、一般の住家と違っ

てほとんどありません。そしてしかも、私たちのところは屋外施設でありますから、何もわざ

わざ風水害の恐れがある、土砂災害の恐れがあるような天候状況のときにそこに行って、大勢

の皆さんが行ってスポーツしたり観戦したりしていることは、あり得ないわけであります。あ

り得ない。ですから、冒頭申し上げましたように、これは危険区域になりますと、建築制限と

いいますか、県の建築審査会の方で審査をして、そこには建設が適当でないとか、いやこうい

う建物であれば建設をしても大丈夫だろうとかそういう審査が出ますけれども、この警戒区域

は全くございませんし、そういういざというときには避難する場所をきちんと指示したり、避

難する場所を設けたり、そういうことがきちんとなっていれば全く心配いりません。 

今はちょっと壇上での質問の中にはなかったわけでありますけれども、通告によりますと魚

沼荘の件があります。これはどういうお話を伺っておられるかわかりませんが、魚沼荘を当初

長森の運動公園用地の一部ということで計画というかそこも一つの候補地に上がりました。そ

の中であそこも土砂災害警戒区域であります。一番の今現在地に建設をということになった理

由は、老人ホームでありますから、そこへ入居される皆さん方がいわゆる人里から離れたとこ

ろで交通の便も悪い、そういうところにやはり建設するべきではない。 

それから２４時間そこに常駐をするわけです。生活をするわけです。万が一というときの避

難、これは特に老人ホームですから非常に厳しいものがあるだろう。そういうことも含めてや

ったわけで、別に土砂災害警戒区域が一番の理由ということではあり得ない。ないわけですで

ありますので、その辺もどういう情報が伝わったかはわかりませんけれども、ご理解をいただ

きたいと思っております。それも含めて民意を確認ということであります。 

説明はこのいわゆる２０年以降４年間、ほとんどの市政懇談会の際にも話も出ましたし、説

明もしてまいりました。そして、いわゆる反対派と称する皆さん方、特定ではありませんけれ
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ども、そういう皆さん方からも１回きちんと説明会をしてくれということで、この庁舎で１５

０人だか２００人くらい集まっていただきました。そこで懸念される点についての私どもの考

え方等も申し述べまして、私はまあ、ある意味ご理解いただいたと思っておりますが、その後

理解したという話は聞きませんので、どうなっているかわかりません。わかりませんが、どう

説明しても反対は反対ということになりますと、いくら意を尽くしてもどうしようもないわけ

でありますので、ある程度のところで私は私の責任として執行をさせていただくという方向を、

今回は選ばせていただいたわけであります。 

そして民意をということは前にも申し上げました。署名が１００パーセント民意でないとは

言いませんが、一番の民意の確認は選挙であります。選挙。これは間違いのないところであり

ます。先般のチラシにいろいろ書いてありました。市長は署名は民意でなくて選挙が民意だと。

選挙が民意だというのは当たっています。まさにそのとおりであります。これはご承知のよう

に平成２０年の市長選の際には、私は建設をしますと。方や建設を止めれば保育園は保育料を

３割下げます、医師は３割増やします、何か施設は３割くらい余計に作りますと。こういう一

大スローガンを掲げて立候補した方と選挙戦になったわけであります。そして１万８,０００対

１万２,０００、６割の皆さん方から賛同いただいて、今ここにこうして立っていられるわけで

ありまして、改めてまた民意を確認というかそのことを選挙の争点にするということは全くご

ざいません。 

私が今後、自分のこの後についてどういう判断をするかまだ決めておりませんけれども、い

ずれにいたしましても、こういうことをいつまでもずるずる、ずるずる続けていて市民の中に

疑心暗鬼を生んだり、そういうことはやはりやるべきではもうないだろうと、そう思っており

ます。これは私がやろうがやるまいが同じことです。ですから、断固として、まあ議会から否

決をされればだめですけれども、この予算で通していただいて、そしてもうすっきりとして、

しかも議員がおっしゃったようにむだな施設ということには絶対しません。しないつもりで今

それぞれの団体の皆さん、あるいは企業の皆さんとも話をしております。 

そして、市民の皆さんからまず一生懸命使っていただく。その上で合宿やスポーツ観戦や試

合やそういうことも含めて、南魚沼市の活性化の一大原動力にさせていただきたい。こういう

思いでありますので、よろしくお願い申し上げます。 

では、最初の教育面の件については教育長に答弁させますので、よろしくお願いいたします。 

○教 育 長  公式野球場建設、市長改選で民意を問い直せ 

お尋ねの野球場建設に突出した予算を付けることによって、教育面が抱えている複数の課題

への対応が手薄になるのではないかというご指摘について、この点に限って答弁を申し上げま

す。 

 議員ご指摘の計算によりますと、なるほど合併特例債だけでやったとしても後年度の返済

等々を考えると、これだけの負担があるとこういうことでありますが、それはそうだろうと思

います。そのことも踏まえて私どもの合併以来これまでの教育行政といいますか施策の展開を

振り返ってみますと、小学校・中学校の体育館の耐震化をまずやりました。それから校舎の耐
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震化も完了いたしました。六日町中学校の地盤沈下による補強が２４年度に体育館分が残って

いるということであります。これもそれぞれ多額のお金を投じながら進めてまいりました。 

しかし、このことで南魚沼市の教育施策が他の自治体に比較して一歩たりとも後れをとった

とは考えておりません。今後とも校舎の大規模修繕等々は計画的に続けてまいりますが、その

間におきましてもこの地域ならではの教育課題に沿いました施策を展開してまいります。した

がいまして、野球場の建設が今後ほかの教育課題への対応を手薄にするものではないというこ

とだけ最初に申し上げておきたいと思います。 

私ども教育委員会は昨年公表いたしました教育基本計画、通称笑顔あふれる教育プランであ

りますけれども、この実現に向けて平成２４年度にも約４０に上る事業を計画いたしました。

そしてそのほとんどにつきまして――ほとんどといいますかまあ１００パーセントとは申しま

せんけれども、ほとんど１００パーセントに対しまして予算の裏付けをいただき、今回の議会

に議案として提出しているものであります。 

この中で今ほど申し上げましたこの事業、約４０にも上りますのでいちいちは申し上げませ

んが、一人ひとりのニーズに応えるための特別支援教育を一つ例にとってお話を申し上げたい

と思います。これはここだけでなくて県下、市町村あるいは全国的にも非常に注目されている

課題であります。ここが注目されているという意味ではありません。特別支援教育の推進とい

うことが非常に注目されているところであります。 

その中でこの後予算で提案いたしますが、市立で特別支援学校を設置する。そして、今まで

も特別支援学級の設置等々については県内については私どもは先進的だと自負しておりますが、

その特別支援学級の充実、そして特別支援学級及び普通学級において一人ひとりの子どもたち

に手をさしのべる支援員の増員です。そういったふうなことでの特別支援学級の充実。それか

らもう一つ新年度で計画しておりますのは、発達障がいを有している子どもたち、あるいはそ

の疑いのある子どもたち、あるいは日常の生活で困難を感じている保護者と子どもたち、この

皆さんとの早期の相談をきっかけとなるよう、巡回する事業を計画しております。 

これらの取り組みが子ども・若者育成支援と相まっておそらく全国的に見ても先進的な取り

組みになるものと確信をしております。このほかにもこれまでの体育館等々の耐震化と並行し

ながら、教育課程特例校の事業、青少年交流計画、しかもアジア等々からの受け入れの事業、

派遣する事業もありましたが、こういったふうなことにも取り組んでまいりましたし、今後と

もその時期、その時期に応じてこの地域の課題となる教育課題については積極的に取り組んで

いきたいと、このように考えているところであります。 

○中沢俊一君  公式野球場建設、市長改選で民意を問い直せ 

ありがとうございました。取り組んでおられる、そのことについては全く私も敬意を表して

おります。ここで申し述べているのは元利の返済だけでもまあおよそ年間２,０００万円。これ

に修繕費あるいは維持費が加わった場合、教育費として見て大きなお金が自由に使えるのでは

ないかというふうに私は考えました。 

当然、耐震化であるとかそういうハードの面については大きいお金がかかってきますし、そ
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れなりのまた国の支援もあるわけでありますが、ソフトとしてこの市が独自に使えるお金がそ

こで浮いてくるということが出てくるわけですね。そういうことから考えると、もったいない

なというのがやはり市民の中にはあるわけですよ。そのことについてどうお考えでしょうか。 

○市   長  公式野球場建設、市長改選で民意を問い直せ 

議員の論でいきますと、何か事業をするいわゆるハード分ですね、ハード分をやる。それを

１００パーセント市民の皆さんのといいますか市の財政を使わないということはあり得ません

から、必ずついて回ります。そうしますと、事業をやるたびにいわゆる返済分をあの仕事に回

せば、こちらに回せばもったいないなと、こういうことです。そういうことを皆さんから、例

えばこれを作ったからこのことが手薄になったとか、予算をぼんぼんと削られたとか、そうい

うことはしないでやっていけますということを私はずっと申し上げているわけです。財政面に

ついても同じことです。ずっと申し上げてきました。 

今、皆さん方がいろいろおっしゃるのは、今度は財政はほぼ抜きましたね。今度は土砂災害

警戒区域はどうだ。あのですね、もうお願いをしておきますけれども、議論は議論で結構です。

結構ですが、民意を確認しろとかそういうことについてはもう決着はついていることです。間

違いありません。 

そして財政面についても、今３月うちにはちょっと出せませんけれども、３３年度までの１

０か年のまた新しい財政健全化計画をきちんと作成中であります。その中においても今の市民

の皆さん方の負担を増やしてそしてサービスの質を落とすということは一切触れておりません

し、当然ですけれどももろもろの面で扶助費等も含めてそういうことは上がっていくわけです。

そういうことに対応できる財政基盤をきちんと築いていくこと。そして財務体質をきちんとや

っていくということを念頭に今組んでいるところでありまして、全く議員がそういうふうにお

っしゃることについての心配はないということを、また改めてここで申し上げさせていただい

ておきます。 

○中沢俊一君  公式野球場建設、市長改選で民意を問い直せ 

私が申し上げているのは、身の丈に合ったそういう段階でこの整備を図れば、これだけのお

金が浮いてくるということでありまして、いいでしょうか、他に選択肢がないのなら別ですよ。

ないのなら別だけれども、ほかのそういう選択肢で私は十分青少年の夢はかなえられる道が私

は開けると思っているものですから、こういうことを言わせてもらっています。そして今市長

の答弁にございましたけれども、先に掲げた三つの課題は当然残っております。残っておりな

がらここに新たな土砂災害警戒区域という新しい課題が加わったものですから、私はこうして

申し上げておりました。 

それから老人ホームの件についても私は知っておりますけれども、実際そこには今回の豪雨

で規模の大小はあるにしろ土砂災害がありました。また、私は県の示してくれた当該大原運動

公園、この上流部にこれだけ大きな砂防の施設があることを知ってびっくりしました。ある関

係者に聞きましたら、これだけの数の堰堤あるいは谷止工がある沢は、市内でも本当に珍しい

のだということでありました。 
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加えてあの飯士山の山系の火山灰土壌、また火砕流から生じてくるあの軽めの土砂・土石。

いったん崩してほかの土盛工とかそういうところに使おうとしても水を含めばもうだめなのだ

と。こういうそれこそ湯沢砂防が指摘する特異な火山系の土質であるから、だからいったん崩

れ始めると非常に大きな土砂災害、土砂の流亡につながってくる、こういうことであります。 

私もそんなことがあるのかなと思いながら７年前まではいましたが、中越地震で山古志に通

じる妙見の手前から上っていくところに浦柄という集落がありました。あそこは地震でせき止

められた谷川、そこに鯉の棚田の水が崩れて全部流れ込んだ。そしてそれはいずれは耐え切れ

なくなるわけでありますけれども、そのせき止めた土砂が崩れてあの集落がそっくり１メート

ル５０センチほどの土石流、土流に巻き込まれました。１か月間自衛隊だけの作業でありまし

たが、私はその解除になった二日後にあそこにボランティアとして入りました。 

想定外のことであります。今回東日本大震災で想定外という言葉が多く使われました。仮に

この大原運動公園、この前みたいな大雨が今度は降って、そして何かの加減であの沢がせき止

められたとします。何も根拠がなくて県があそこに警戒区域の線を引いているわけではござい

ません。しかも、この前みたいな大雨を想定しているわけではない。戯れに県があの線を引い

たわけではないことは、市長はこれをご存じなわけですね。まあここにできれば教育長からも

答弁を伺いたいわけでありますけれども、仮にですね、このドロドロしたフワフワした火山灰

特有の土流・土石流が人工芝に全面に覆ってきたらどうなるのでしょうか。そんなことも含め

て、そういうことも含めて想定外ということは、もう考える時代ではないということを含めな

がら答弁をお願いしたい。 

○市   長  公式野球場建設、市長改選で民意を問い直せ 

上流部といいますかに堰堤が相当数入っているということは十分承知をしております。これ

は当然ですけれども土石流を防ぐために堰堤を設置しているわけですね。その数が多い少ない

ということはいろいろありましょう。それをもってあの地帯が危険地帯だということが断言で

きますか。危険地帯では今ありません。そして火山灰土が堆積しているという話は聞いており

ますけれども、これが皆さん方は国交省の砂防事務所が、何か特殊なところで非常に危険だと

いうような話をしたということをおっしゃっていますけれども、国交省はそういうことは一切

触れていないということをはっきり言っていますよ。そこまでのことは言っていません。 

そして、地震はどこの地域にあっても、何をどこであってもこれはどうしようもありません。

これはわかりません、本当のところ。そして雨、風、雪これは瞬時に２００ミリ、３００ミリ

の雨がどんと降るなどということはあり得ませんから、例えば雨が降ってちょっと危険が予見

されるというときは誰もそこに行きませんから。大体入れませんから。そして集落の皆さん方、

その下にある集落の皆さん方にもし危険が迫るとすれば、早くその高台の方の公園の方に避難

してくださいということになるのですよ。何をもってそういうお話をされるのかちょっとわか

りません。 

それから警戒区域のラインというのは、今の大雨をもう一度想定してし直してあれが広がっ

ています。前はほとんどかかっていません。前の県の想定ではですね。今、相当大きな雨が降
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って、これだけのもし雨が降ると、この辺までやはり警戒はしていただかなければなりません

と。これは確か集落の皆さんにもそういう説明をしているわけです。集落説明会も一応終わっ

て、集落の皆さん方もそれは了解しましたということですから、いずれはそういうふうに指定

されるでしょう。まだ指定はしておりません。私どもも反対もしません。何ら制限をされるこ

とはありませんと。そして危険を承知でと言いますけれども、別に危険を承知で作るわけでは

ありません。危険を避けることが十分できますから、そこに作るわけであります。全くその議

論がかみ合わない。 

必ず何かが起きる想定外という、これはあるかもわかりません。だけれども、想定外という

ので先ほどから言っていますように予見されるのは地震です。地震以外に瞬時に何かが来て災

害が起きるなどということは今のところはありませんから。それが起きてもまた想定外かもわ

かりませんけれども、うちは津波も来ないし、津波だって来るかもわからないですけれどもね、

それは考えれば・・・ですから、ということでこの議論はもうそれで終わりだなと私は思って

いますけれども。 

○中沢俊一君  公式野球場建設、市長改選で民意を問い直せ 

私は地震については一言も申し上げておりません。地震はどこにいてもこれは、どこにいつ

来るかわからないものですから、決してあの地域、この地にとっての特殊なことではありませ

んからそれはそれで結構でございます。私はそういう想定の下で――私は実際ここで昔、この

土質、この土壌と言ったらいいのか、土を利用しようとしてなかなかそれが、さっき言ったよ

うな火山灰土質なものですからできなかったという人の経験談を聞いて今申し上げました。そ

れから、湯沢砂防の件でありますけれども、パンフレットにそういうふうな記載が実際ありま

す。残っております。どういう見解かそれは程度のことは私はわかりませんけれども、そうい

うことを私は申し上げておりました。 

さて、そういう中でありますが、本当はここで教育的な見地から聞きたいわけであります。

聞きたいわけでありますが、例えばどうしてこれが、この地が得意とするスキーとかそういう

競技の方にもう少し力を割くとか、そういう方向にいかなかったのかなというのが私は疑問な

のであります。前に申し上げましたが、例えばこれが西日本の方、先日テレビで紹介されてお

りましたけれども、ある瀬戸内の島であります。学校が小さいものですから一校だけでは野球

の練習ができない。何校が集まって夜の練習をしています。夜の練習です。この冬であります。

冬ですよ。昼間は当然自分たちのグラウンドで親の送迎もなくできるわけでありますが、年中

向こうは野球ができるわけであります。しかも、多数の一流プレイヤーが向こうの西日本の方

からは当然排出されている。指導者も豊富であります。夢は夢としてわかりますが、その夢を

市民から納得してもらえる。そのためには市長、もう一段、二段の説明責任、これが求められ

ると思いますがいかがでしょうか。 

○市   長  公式野球場建設、市長改選で民意を問い直せ 

説明はいくらでもするということは申し上げてきて、そのとおりずっとやってまいりました。

その中で私は一応判断をさせていただいて、２４年度から大原総合運動公園の建設に入ろうと
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いうことを予算で示させていただいたわけであります。当然また仕事に入るとかそういうこと

になれば説明もしますし、何ら説明を避けているということは全くありません。ありませんが、

心配されることについて、私は私なりにことごとく皆さん方に説明をしてきたつもりでありま

す。あとは何をご説明するのかということになりますと、結局さっき触れましたように、反対

をするということになればいくら説明をしても、ではそれでわかったからやりましょうという

ことにはほとんどなり得ません。これはどうしようもないです。私はですからそれはそれとし

て、反対の皆さん方が懸念されている部分をきちんと払拭しながら形で示していかなければな

らないと思っております。形でです。そういうことであります。余計なことは言うなというの

で言いません、これくらいで。 

それから一つだけですね、雪の降らないところは雪が降らないわけですから、利用できるの

は当たり前のことではないですか。雪の降るところであるからなおさらそういうことがまた必

要だと。雪国に大体、ではあれですか、アウトドアのスポーツ施設はいらないということです

か。そういうことではないでしょう。そういうことではないわけです。雪国であるからこそ、

そういうことを克服するためにもやらなければならない。 

スキーはスキーでこの市内にこれだけ立派なスキー場があるではないですか。今回の災害で

あっても全く他の地域に例のない民間のスキー場にも災害復旧の補助金を出して、そしてスキ

ー場の復旧にも努めていただいたわけであります。立派なこれはあれですよ、市内のスキー場

整備ということになりますと、これは野球場も含めてですけれども、スポーツ施設の整備です

よ。スキーにだってそれだけの配慮をしますし、一番の観光資源でもあるし地元の誇るべきス

ポーツでもありますからそういうことはやります。ただ、市でスキー場を作って運営しろ、こ

れはやりません。これ以上はやりません。そういうことです。 

○中沢俊一君  公式野球場建設、市長改選で民意を問い直せ 

そういうことを言うつもりで質問に立っているつもりは毛頭ございません。私は繰り返しま

すが、同じ予算であれば、ほかの方法で同じ効果を上げることを、又は別の方向付けをやるの

が行政だと言っているのです。そして反対する市民の声が邪魔のように私は聞こえるのですが、

では執行部が提案をするそのことが全部誤びゅうがないのでしょうか。私どもは前に上げまし

たけれども、投資の効率、財政そういうことに鑑みながら今とるべき道はほかの方法で同じ効

果を上げるべきであろうと、そう申し上げているのです。 

いろいろな例がございますよ、それは。市長が前に言いましたけれども、しかし、市長はこ

う言ったのですよ。雪の降らないところだって半年間使えないではないかと。こういう答弁も

あのとき私にいたしました。そうではないということを私は申し上げているのです。 

それから美談はございます。はやぶさの話もございました。確かに日本がああいうアメリカ

の１０分の１という予算の中で、はやぶさを結果的に成功をさせた。これはただの精神論でな

いことは市長よくご存じのはずです。基礎科学の十分な積み上げがあった。そして、日本特有

の町工場の協力もあった。こういうことのいろいろのその天・地・人を組み合わせた中での成

功例がこれでございます。 
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であれば、当南魚沼市としてみれば、財政の面、それから投資の効率の面を考えたら、もっ

とソフトの方、まずでは野球の方の人的な整備、指導者の整備、あと子どもたちがランドセル

をぽんと投げてすぐ自転車で練習に行けるような、そういう身近な練習設備の整備、そういう

ことをまず整えた上で、私は取り掛かっても今の市の情勢であればその方がとるべき道ではな

いかと、そういうことを申し上げているのです。 

○市   長  公式野球場建設、市長改選で民意を問い直せ 

執行部のやることが全部１００パーセント正しいかと、それはわかりません。それはだって

我々はそういうことの判断を仰ぐために議会に諮るわけですから、議会の皆さん方がどうご判

断なされるかというのは、これは私たちにとってはわかりませんけれども、私は正しいと思っ

て提案するわけです。その結果がどう出るかというのは１００パーセント私がどうこうという

ことは言えません。 

言えませんが、いつも申し上げますように、評価は棺を覆ってからです。１年や２年でこう

いう評価が簡単に出るとも思えませんし、当然後々墓石をこづかれたり蹴飛ばされたりするの

はいやでありますから、きちんとして本当にこれを作って良かったという方向に持っていくよ

うにこん身の努力を重ねるということであります。 

私が前に冬はやらないと言ったのは、冬期間はいわゆる野球というのはストーブリーグであ

りまして、冬期間はほとんどしないのです。それは練習している人はいますよ、高校生やそう

いう皆さんは。雪のあるところだって練習していますから、佐渡の甲子園に行った子どもたち

は雪の上でも練習しましたし、私どものところだって雪の上でも練習していますよ。ですから、

そういう意味で言ったのではない。ストーブリーグという冬場は野球というのはほとんどやら

ないというのが一般的な常識ですと、こういうことを申し上げた程度であります。 

○議   長  中沢議員、気持ちがかなり出ていいのですけれども、せっかく一問一答を選

択していますので、質問の内容を絞り込んで議論が深まるよう、また取り計らいをお願いした

いと思います。 

○中沢俊一君  公式野球場建設、市長改選で民意を問い直せ 

私も心がけますが答弁の方もお願いします。さて、新年度から当議場にも国旗と市旗が掲げ

られることに決まりました。私はある意味これを歓迎いたします。と申しますのは、決して市

が独自に動いているわけでもなければ、自治体の独立なしに、自立なしに国も成り立っていか

ない。当然これは財政もそうであります。 

今、国の財政、見方によれば大変心配な状況であることは、これは言を待ちません。この間

も報道がありましたが、いずれ日本の国債の金利がイタリア並みになるであろう。そういうこ

とを言っているアナリストがございました。そう言う機関がございました。何もイタリア並み

に７パーセントになるということはございませんで、イタリアもそのうち改善されるだろう。

日本もしかしその後心配が出てくるものだからこの利率は上がっていくだろう。つまり国債の

価格が落ちていくだろう。３.５パーセントくらいに落ち着くのではないかと、こういう見方が

ありました。これはわかりませんよ。 
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しかしながら、仮に日本の国債の利回りが平均して１パーセント上がったとすれば、それだ

けで年間国は７兆円の負担を負うわけであります。当然我々自治体も国旗を見ながら、市旗を

見ながらそういう将来のことも考えなければならない。そのための基礎体力を今市は蓄えなけ

ればならないわけですよ。そういう中で市民は将来負担について、同じ負担だったら自分たち

の納得のいくそういうかたちの負担が欲しい。であれば、市長が提案した、さっきも市長がお

っしゃいましたけれども、誤りも含んでいるかもしれない。となれば市民としてみればそれに

対して声を上げるのは当然ではないでしょうか。ご答弁をお願いします。 

○市   長  公式野球場建設、市長改選で民意を問い直せ 

どこがどういうふうに今私に伺ったのかというのは、最後の部分でよろしいわけですね。国

旗・市旗を掲揚するというのは私は全く、議場は議員の皆さん方が決めるわけですから当たり

前ですよ、議員の皆さんが決めるのは。そんなことは今ここでおっしゃっていただかなくても

わかることでありますが、最後のその、ですから私は――反対の皆さんもいらっしゃいます。

賛成の皆さんもいらっしゃいます。そういうときにどう結論を出すかと言いますと、いろいろ

ご意見を伺った中で私は市の将来のためにいいと思われることに軍配を上げて決断をさせてい

ただくわけです。 

それを今度は議会にお諮りするわけであります。それで議会の皆さんがどう判断されるかと

いうのは先ほど言っているように全くわかりませんが、そういうことでやっておりますので、

今、ここで議員が何をおっしゃりたいのかというのがちょっとわからないのです。答弁のしよ

うがないといいますか。余り聞くことはできませんのでよくわかりませんが、自分の信念に基

づいて必ずこれは市民の皆さんのためになる、間違いなく市の発展の礎になると、そういう思

いでやらせていただいております。 

○中沢俊一君  公式野球場建設、市長改選で民意を問い直せ 

全く今私が最後に申し上げたように、市民としてみれば、これについては疑問が残るところ

でありますから、何度も申し上げますけれども８か月間の間によくよく――この３月議会でそ

れは議決を得るかもしれませんけれども、執行についてはよくよく説明をもう一度やった中で、

市民が本当に納得した中での建設着手であってほしいと私は思っております。お客様は市民で

あります。お金を払うのも、そこに観客として出向くのも市民であります。市民の理解、納得

がなければ全ての公共事業は所期の効果を出すことはできません。重ねて市長の説明責任の徹

底を問うものであります。 

○市   長  公式野球場建設、市長改選で民意を問い直せ 

何度も申し上げますけれども、私は説明しないなどということを言ったこともありませんけ

れども、今言いますように何をやるにも賛成、反対はあります。何をやるにもですね。そして

反対の皆さん方にもていねいに説明をしながらきたわけであります。そして、いよいよ議会の

方にその予算の判断を仰ぐというところまできました。ここで議会から議決をいただけば、ま

た議決をいただいた上に、また市民の皆さんこれを執行してよろしいでしょうかどうでしょう

かなどというお伺いはしません。執行させていただきます。 
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その中で出る不安があれば、それはそれなりに説明いたしますけれども、執行したいのだと

いって議会の皆さんに諮っていて、議決をもしいただいてまた執行について市民の皆さんよろ

しいでしょうかということを私はやるつもりはありません。別に独裁をするつもりはありませ

んけれども、そういうシステムですし、反対と賛成というのは必ず何の問題にも存在します。

その中で反対される皆さんが１００パーセント賛成に向くまで何かを執行してはならないとい

うことでは、これは何も物事が進みませんので、そういう観点でやらせていただきたいと思っ

ております。 

○中沢俊一君  公式野球場建設、市長改選で民意を問い直せ 

全ての議決責任、これは議長以下我々２６人の議員の肩にかかってくるわけであります。し

かしながら、これは先般の折り込みチラシにございましたアンケートはがき。今日のお昼とい

うか午前の段階で３０３通の返信があったというふうに聞いております。私はこれが折り込み

チラシという性格上、多くの目に触れるものではないということ。それから返ってきているは

がきの実に９２パーセントにびっしりと書き込みがあるそうであります。 

加えて申し上げるならば、今の市の方針を肯定している投書は２通にとどまっているという

ふうにも聞いておりました。こういう現実があることであれば、私は冒頭で申し上げたとおり、

これは１１月のあなたが表明をするのかあなたの後継者にこれを諮るのかわかりませんけれど

も、もう一度、もう一度ですね、民意をそこで問うべきではないか。これが公共投資の効率を

上げていくマーケティングの基本だと私は思っております。市民の協力を得ることが、理解を

得ることがマーケティングの基本だと思っております。答弁をお願いいたします。 

○市   長  公式野球場建設、市長改選で民意を問い直せ 

 折り込みチラシの件につきましては、当然まだ３００かと私は思いですよ。ああいう書き方

で設問して、だって皆さんのおっしゃるには２万近い署名があったわけでしょう。本来２万通

くらいいくのではないですか。いやいや、あおるのではなくて。しかも５０円切っては貼らな

いでいいですね。貼らないでいいのです、受取人払いですから。そういうのも非常に影響しま

すよ。それはそれで結構です。それはそれでそういうことがあったということを私は伺ってお

きますので。 

それはそれで結構ですけれども。何度申し上げていいのかわかりませんが、これはもう４年、

合併時からというと７年かけて議論してきています。しかも、その中でいわゆる選挙という最

高の民意を仰いだ上で、しかも合併のときはご存じでしょう、皆さんも、それに関わった皆さ

んは。新市建設計画に載って、そして総合計画にもずっと載ってきて、それでやっていこうと

いうことであったのではないですか。ある日突然ちょっと様相が変わってああいうことにはな

りましたけれども。これはだってそれは選挙があって、それに私は一応再選をいただいたわけ

でありますので、そういうことであります。 

それから壇上で先ほど申し上げました。このことを引き伸ばしにしておいて、次の選挙の争

点にしてですよ、例えばどちらが勝とうが負けようが必ず遺恨を残しますよ。そういうことが

お望みであれば、どうぞ立候補してください。私はもうここで決まりをつけようと。そして決
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して後が悪いようにはしないし、そのための準備も今しているということを申し上げているわ

けです。 

あそこに野球場を作ったから市民が非常に財政的にも圧迫を受けて大変なことになったとか、

もう市の顔汚れだとか、そんなことにはなりませんし、しませんよ。しないつもりです。です

から、もう反対は反対で結構なのです。議論を戦わすことも結構ですが、これ以上議員からど

うおっしゃられようと、私は議会の皆さんにもう予算案を提出したわけですから。そこでのご

判断をいただいた上で、もし可決いただければ早急に、速やかに執行に入りたいというふうに

思っております。 

○議   長  質問順位１５番、議席番号１０番・牧野 晶君。 

○牧野 晶君  それでは通告にしたがいまして一般質問を行わせていただきます。 

１ 全天候 子ども広場設置について再度問う 

それこそ前回、先の１２月議会でもしたのですが、子育てをしている保護者の方から冬、冬

期間ということでまた要望を、ちょっといろいろなところであったらいいなということで、ぜ

ひ、してくれというふうなのがあったので、市長しつこいようで申し訳ないのですが、もう１

回連続ということでしんどいかもしれませんが、やらせていただきます。よろしくご答弁をお

願いいたします。 それこそ夏場や晴れたときは外で遊べばいいから作らないなどと言わない

でくださいというふうに思うのですが。また、いつも予算に反対している党の方たちも何かこ

れには賛成っぽいことを言ってくれているみたいなので、ぜひ前向きに考えていただければな

というふうに思いがあります。 

市長も何とかしていきたいというふうな回答はいただいているのですが、それでも少しでも

早くできることによって子育ての負担が軽くなったりして、もっともっと多くの子どもたちが

笑顔あふれて母子とも、母子や子どもたちと親たちで遊ぶスペースができればいいなというこ

とで一般質問をさせていただきます。 

 それこそ１２月議会の中では庁舎内で検討しピックアップしていくということだったのです

が、私が勝手にここはどうかなというのを幾つか挙げていったので、市長の考えを聞いてみた

いなという思いがありますので言わせていただきます。それこそ連続でしてやったというのが

やはりララ。ここでいろいろな方針が出てくる点もあるのでいろいろ考えたのですが、ララと

いうのがいい点もあるのではないのかなという思いもありますので、今回させていただきます。 

それこそ、ではララに作ったらどうだ、ララの一角にね。どうだということであれば、今後

それこそララの方は図書館も設置され、その図書館の一角には子ども図書コーナーもできる予

定であります。そこの一角にもしできれば本当にいいのではないかなというふうな思いがあり

ます。私どもそれこそ前のときに前橋の元気プラザ２１に産業建設委員会で視察に行ったとき

は、やはりそこは５階建てくらいのビルの一角の中に図書館と交流子ども広場があって、非常

に繁盛しておりました。繁盛というかいっぱいのお子さんたちがいて利便性よくやっておりま

した。こういう点で非常にララというのはいい場所ではないかなと思う点があります。 

また、他の場所で言えば市民会館。市民会館はやはり市の中心部ということで、今後ララに
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図書館が移動したとき空きスペースになるので、ここだっていいのではないかなというふうな

思いがあります。ただ、ララにしろ市民会館にしろ、長岡のてくてくは外で遊ぶ芝広場という

のがあるのですが、ちょっと市街地ということでそういうスペースがないので、そういう点で

はどうなのかなという思いがあるのですが、そこのところは割り切ってしまえばいいのではな

いかなという思いもあります。 

また、サンライズ、屋内スペース。ちょっとスペース的にここも不安があるのですが、それ

でも外には銭淵公園という市内でも有名な、非常に親子で遊んだりピクニックをしたりする公

園があります。ただ、芝生のただ、だだっ広い公園ということではないので、遊具もないとい

う点でちょっと外での遊びに関しては一長一短あるなという思いがあるのですが、環境的には

ここもいい所ではないのかなという思いがあります。 

市の施設ではないのですが、八色の森公園。ここはもう言うまでもなくそれこそ晴れた日な

んて非常に多くの子どもたちが遊んでいられて、ここにもしできればてくてくに負けない施設

になるのではないかなというふうな思いがあります。ただ、市長はできれば中心、真ん中あた

りに作っていきたいなという方針だったので、ちょっと寄り過ぎなのかなという思いがあるの

ですが、それでもここは八色の森というのは非常にいい場所だというふうな思いがあります。 

また、今後７月にオープンする雪あかり、ここは芝広場にまた遊具もできます。そこの左側

に今泉博物館の左側にレストランコーナーがあったのですが、そこのところがまだちょっと浮

いている状況、何かちょっと考えているような節もあるのですが、そこはどうかなというふう

な思いがあります。ただそこが施設的にはちょっとスペースはあるのですが、ただ、真ん中に

太い柱があるので、余り大きい遊具等が置けないのではないかなということで、本当にちょっ

とどうなのかなと。ただ、それでも場所的にもいいところではないのかなというふうな思いが

あります。 

また、大原運動公園。それこそ先ほどいろいろな議論がありましたが、大原運動公園、１期

工事もあれば２期工事もある。その２期工事の中でいろいろなふうにまた公園広場をしていく

なんていうことがあるので、そこが堀之内、魚沼市の堀之内の月岡公園のようになっていって、

その脇にそういう全天候型の室内子ども広場があれば、ここはここでいい施設になるのではな

いのかなというふうな思いがあります。 

こういうふうに私が勝手にいろいろなところでどこにすればいいなどという言い方をしない

で、こことここの中でいろいろな視点からまた考えていけばどうでしょうかということでちょ

っと一般質問をさせていただきますが、市長の考えを聞かせていただければなというふうな思

いがあります。 

２ 財政健全化について 

 ２点目にいきますが、２点目は財政健全化についてです。それこそちょっと先の議会でも軽

く触れたのですが、交付税算定の基礎となる基準財政需要額を分解して、それこそ当市の予算

の現状を分析比較するべきではないか。要は国はそれぞれの自治体を運営するために必要な額

を基準財政需要額として算定して、そして地方交付税を決めていますね。基準財政需要額とい
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うのはこれだけの予算、お宅さんの自治体であればこれくらいの予算の中で運営していきなさ

いよというのを、いろいろな積み重ねによって決めているわけですが、ここを分解していく必

要というのは大切ではないかというふうな思いがあります。 

そうすることによって、これはちょっと財政課長ともいろいろ話したのですが、非常にいろ

いろな視点で大変なことはわかるのですが、それでも国のある意味の指針がその基準財政需要

額の中に出ているわけですよね。そこのところと現在の市の財政を分析するというのは、非常

にいろいろな視点でいいことではないのかなというふうな思いがあります。これは全国の自治

体の中では幾つかの自治体でもうやっているところがあるので、ぜひ検討していっていただけ

ればなというふうな思いがあります。２点目のこれについてこのくらいで、また答弁いただい

てからやっていきたいと思います。 

３ 空き家等の管理不能建物対策の強化を 

 ３点目ですが、今回の議会で非常の多くの議員が一般質問をしている問題なのですが、やは

り空き家等、豪雪により管理不能物件が非常に多くありました。その中で私はちょっと相続放

棄されて管理者がいない建物、ここについてちょっと重点を置いていって言ってみようかなと

いうふうな思いがあります。それこそ質問の中では所有者が別のところに住んでいるなど管理

者がいない。相続放棄されて管理者がいない建物や所有者が別のところに住んでいて、状況で

屋根雪や雪庇により、隣地や道路に対して非常に危険な建物が市内で見られているが現状は。

答弁はあったのでちょっとここのところは飛ばしますが、大体相続放棄物件は金融機関の抵当

権が設定されています。それこそ金融機関にもちょっと働きかけをしてみたらどうでしょうか

という視点です。 

要は大体相続放棄されているというのは、抵当権があるの相続人がちょっといろいろ計算し

た中で、これは相続放棄した方がいいかなということで相続放棄しましたよということで、管

理者がいないような感じで宙ぶらりんになっている。早く金融機関の方で競売かけるなり何か

して新たな所有者を見つけて、その新たな所有者の方がまた建物を使ってくれたり、建物を壊

してまた新しく建物を建ててくれれば、まず１点としてはこの管理不能物件、建物が解消して

いくのではないのかなということで、金融機関なんかにも協力を求めていくべきではないかと

いうことでまず質問したいと思います。 

 そしてもう１点は、自治体によっては、インターネットで調べたら、具体例を出しますが和

歌山県田辺市、それこそ毎年２件ほど相続放棄物件、それを精算するために相続管理法人の手

続をするために年間８０万円くらいの予算を盛っているそうです。要は相続放棄はこれから本

当に増えていく状況なので、いつまで経ってもけりがつかなければどんどん、どんどん雪だる

ま式に増えていくところがある。どこかで一定の減らしていく施策というのも重要だと思い、

銀行は銀行に働きかけをする点もあるし、もう一個は自分たちでもきれいにしていくという方

法を考えていくのも一つではないかと思い、空き家の管理不能物件対策として以上、大まかに

言えば市内に何件かある対策と課題は、ここのところは他の方で答えているので今回いいです

がその他の２点。銀行と相続管理法人を作るためという点についてやっていただければと思い
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ます。以上、壇上からの質問を終わらせていただきます。 

○市   長  牧野議員にお答え申し上げます。 

１ 全天候 子ども広場設置について再度問う 

全天候型子ども広場についてでありますが、いろいろ長岡のてくてくも含めてですね。この

中越、長岡のてくてくというのはとても私どもと市の規模も違って、しかも商業地域の中心、

まあまあ長岡としても中心でありますし、そのごくの中心でありませんけれども、まあまあ地

域的な中での中心地ということでありますので非常に利用度が高い、ということはよく理解し

ております。 

そこで、利用調査等も含めて調査結果によりまして議員からそれぞれ提言いただいた場所、

内容あるいは市の方でどういう場所が今考えられるか。議員ちょっとさっきおっしゃいました

けれども、どこかの端っこというのはちょっとやはり利用するに不公平さもございますので、

でき得ればまあ旧六日町の範囲、それも五十沢、城内に行かない範囲。五十沢ということであ

ればですね、五十沢小学校の体育館はすぐにでもですけれども、これはやはりなかなか距離も

ありますのでそういう意味で申し上げた。その辺がどうできるのか、ということを勘案しなが

らその利用調査等をまずやってみたいと思っております。 

当面はほのぼの広場、あるいはこども園の中には子育て支援センター、そして学童保育、こ

ういうところも冬期間でも、冬でも利用できますので、当面はここでしのいでいただくという

ことですけれども、今議員のおっしゃったことを受け止めながら利用調査等も含めてまずはや

ってみたいと思っております。 

２ 財政健全化について 

 財政の問題でありますけれどもこれは非常に難解でありまして、うちの財政については、県

下でもあるいは全国でもトップクラスだろうと思われる財政課長を始め財政課の職員がいろい

ろ検討しましたけれども、本当のところわからないのです。国から膨大な資料もいただいてお

りますが、それだけではなかなか全て理解することはできませんし、県の交付税担当も過去に

他団体から同様の問合せがあったが、県としては把握できないとこういうつれない返事であり

まして、教えないのかもわかりませんがまあ把握できない。 

推計的に見ますとこの平成２３年度の我が市の基準財政需要額は１７５億円。そして基準財

政収入額が６５億円であります。この差額が１１０億円ですね。１１０億円で臨財債１３億円

と普通交付税が９７億円、これで１１０億円と。いわゆるこうして平らに直しているというこ

とです。 

それで、２３年度の我が市の一般会計の当初予算規模は３００億円であります。基準財政需

要額の中に特別会計分の需要額も含まれております。それで、この需要額との差をどういうふ

うに考えればいいか。それから基準財政収入額のうち税収これなどは理論値の７５パーセント

で計算されている。２５パーセントは各団体の収入努力を反映させるため全てを収入額と見な

いとの考えもありますし、そのほかにも租税、それぞれの団体で需要額として標準化できない

単独事業があると、こういう意味合いもあるのではないかと思っております。そう考えたとき
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に需要額に占める人件費と実際の市の人件費を比較しても意味がないといいますか、まあまあ

比較もなかなかでき得ないということです。そして、まあ前段としてこういうことをご理解い

ただいた上で、一つの数値を提供させていただきたいと思っております。 

この基準財政需要額は１０万人規模の標準的な団体を想定して、各種の費目ごとに必要とさ

れる需要額を積算しています。これを基準として各費目ごとに団体の面積・人口その他各種要

因に応じた段階補正を始めとするそれぞれ各種の補正があります。そしてそれぞれの団体の需

要額をそうしてから算定しているわけであります。その費目ごとに基準となる職員数が想定を

されております。全費目の職員総数は６４０人であります。現在の当市の職員数は病院、上下

水道を除いて７２３人。ここで明らかに想定されていない部分が、保育園の職員と旧広域連合

職員数のうち湯沢町の負担分からこういうことも引きますと５２６人になるわけです。５２６

を６４０で割ると８２というとで、さっきの８０数パーセントに何か近づけるかなと。 

このとおりでありまして、これが１０万人規模の団体と比べて８２パーセント、これが適当

かどうかはわかりませんけれども、当初申し上げましたようにこの基準財政需要額というのが、

団体の事務業務のどこまで想定しているのかわからない、こういう問題もありまして、私ども

の市の職員の５２６人が需要額の想定人数として比較できるかどうかこれはわかりません。と

いうことで、なかなかこの数値を確定的に申し上げることもできませんし、独り歩きさせるこ

とは非常にまた危険でもあります。結果としてよくわからないということです。長々申し上げ

ましたけれども、よくわからない。ということでありますのでご理解いただきたいと思います。 

３ 空き家等の管理不能建物対策の強化を 

 空き家の関係で、議員のお言葉に応じまして２点、銀行等への相談の件であります。これは

ですね、銀行は例えばそういう不良物件といいますか、貸付け等の関係の中で例えば倒産をし

たということになりますと、すぐに抵当権を当然設定してありますから差し押さえられまして、

そしてもうすぐ――すぐというかいろいろの手続が終わればもう銀行さんは競売に入ります。

それでここが問題です。競売してやはり当初は貸し付けた抵当権の設定額をそう下回らない範

囲で、中で裁判所に申請しますからそれではなかなか落ちない。そうしますと今度は裁判所の

方で値段をどんどん下げていくわけですね。安くなったところで全く別個の方が取得をすると、

それは申し上げません。 

そうしますともう銀行はそれでさようならですから、銀行に相談しても何もできない。結局

今あるのは一般的には個人の家の本当に相続人がもういなくなってというのも若干ありますけ

れども、相当数がそういう事業トラブルといいますか、そういうことの中から空き家になって、

空き家だけれども所有者はやはり追っていくと。いても全く応えていただけないというような

ところに落ち着いてしまっているわけです。これはもう銀行の手からそっくり離れています、

大体が。銀行の手のうちにある部分については銀行さんはもうどんどん、どんどんと競売を進

めていきますので、早くもうそして売ってしまって、損は損で損失計上してそして終わらせる

ということをやりますので、銀行さんにもそれぞれお話を聞いたり相談をしますけれども、こ

れはとても切り札にはならないということをご理解いただきたいと思っております。 
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 それから管理法人を作ってということであります。相続財産管理人、これが市のほとんどが

やはりこの利害関係になっているわけです。一般的には、税金というものがありますので。裁

判所に利害関係者としての申立てはできますので、市としてその経費あるいは事後の処理も含

めて本当に必要、適当であれば新たに設立しなくても管理法人としての対応も市としてはでき

るという見解が示されますので、今のところこの管理法人そのものを設立しようという考え方

はありません。それと同等の機能を市は有すことができるということに解釈をしておりますの

で、改めて管理法人ということは作ることは今のところ考えておりません。これは市が絡む物

件だけですけれどもね、ということであります。以上です。 

○牧野 晶君  １ 全天候 子ども広場設置について再度問う 

それこそ一番最初の子ども広場については市長の考えはわかりましたので、ただ、熱意だけ

はわかってほしいということで、早急にまた早くできればいいなというふうな思いであります。 

２ 財政健全化について 

 １番目の財政健全化についてですが、交付税の算定、基準財政分解し、ここのところ答えと

してわからないわけだったのですが、先ほどの２２番議員の中で財政シミュレーション、今こ

れをまたやっています。財政シミュレーションのときも一番最初に私は言っていたわけですけ

れども、一番最初はもう、２回か３回目くらいでやっとやりますよという話になったわけです

よね。一番最初に質問したときだけでは財政シミュレーションは作りませんよという、私記憶

だったと思うのですよ、そうですよ。財政シミュレーション。当時、合併後１０年から１５年

の財政シミュレーションを作ってみたらどうですかというのを、財政計画をしていってくださ

いよというとき一番最初は、やりませんだったのが、今回まあそれから市民に説明するときに

非常に良くなったわけです。それと同じようにやはり国からのある一定の基準が出ているのを

わからないというのだと、おい、大丈夫かというふうに市民は思ってしまうのではないでしょ

うか。 

それこそ本当に分析しても、いろいろなところで県に聞いてもだめだというのはあるかもし

れないですが、全国の自治体の中で実際やっているところがあるわけですよね。そこの事例を

聞いたりしてやっていくというのは非常に重要だと思うので、ぜひ進めていっていただければ

なという思いがあります。それこそ当時、財政シミュレーションの公開、今でもしていない自

治体も県内にあると思うのですが、うちの市で公開するようになってからほかの市でもやった

り公開するようになった点もある。これも県内でやっているところもあるなどといううわさも

聞いたりもしているのですが、ちょっとそこのところは私はちょっと裏がとれなかったのです

けれども、きっとうちの方で基準財政需要額に対する人件費の割合とかいろいろな中身を、例

えばあとは建設費の割合とかいろいろなところを分析していけば、他市もまねしてくると思う

ので、ある意味財政の先進地ということで市は売出しをする。こういう点でもう一回ぜひ頑張

ってやってみますという回答をいただきたいのですが、よろしくお願いします。 

○市   長  ２ 財政健全化について 

触れましたように、想定の範囲でということであれば、先ほど言いました１０万人規模で出
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された部分で、では我々のところはどうだこうだと。しかも、そこから特殊要因は抜くわけで

すね、そういうことはできますけれども、ではそれが果たして国がそのことに意識をしながら

交付税を交付しているか否かと問われれば、それは教えませんから。特交だってそうです。何

で今年例えば増えたか、まあいろいろの要因がありましたと、こういうことです。なかなか教

えていただけない。 

ですので、数値的に想定をするということになればそれはそれで出るかもわかりませんが、

それが独り歩きをすると非常に危険だということだけ、さっき申し上げたとおりであります。

あと詳しいことは財政課長に答弁させますので聞いてください。 

○財政課長  ２ 財政健全化について 

先ほどの市長答弁のとおりです。確かに想定された人数、うちでは港湾がありませんので港

湾を除いた基礎数値というのをやっていきますと、６４０人という数字が出ます。それからそ

の中には例えば保育費なんかですと保育費については人数の積み上げがありません。なぜ積み

上げがないかと言いますと、ご存じのように都会の方ではほとんどが私立の保育園ということ

になっておりますし、それぞれの市町村に応じて私立と市立の関係が様々でございまして、こ

この部分について標準化ができないのではないかと思います。 

確かにその部分については１０万人規模の市町村でいくいくらかかるという計算は出ており

ます。ただ、その部分について、ではどういうふうなものを想定して公立であれば何人という

ふうなところについては、私どもの方には示していただいておりません。金額がこうなってい

ますよというのは示してもらっていますけれども、例えば一例を挙げますとそういうことです。 

ですので、ほかの市町村でもそのところの数値を出しているのだから南魚沼市でも出せとい

うことであれば、かなり限定をさせてもらった上でこういう考え方、こういう考え方、こうい

う考え方であって計算をしてくるとこういう数字になる。先ほど示させていただいた５２６人

という数値がそれの大ざっぱなものですけれども、もし、これを本当にやろうとするともっと

限定条件を付けた上でその数値を作っていかなければならないかと思います。そうなりますと、

なかなかこれを他市と比べる、あるいは本当に需要額と比べると言ったときに本当に意味があ

るのかどうか。逆に都合のいいところだけを皆さんそれぞれが誤解をしてしまうのではないか

というような懸念がありますので、今のところ南魚沼市では作るべきではないのではないかな

というふうに考えております。以上です。 

○牧野 晶君  ２ 財政健全化について 

今の説明を聞いてもまるっきり、最後の今の状況では南魚沼市では作る必要がないのではな

いか以外、全然わかりませんでした。正直、でも他の自治体でやっているところがあるわけで

す。そういうところにどうやって作っているのですか等の問合せ等をして、実際に作られるか

どうかというのを聞いていくのも一つだと思うのです。今のだともう全然、全然、いやいろい

ろうちの課内で考えたから、うちの庁舎内で考えたからやりませんというふうに非常に私は聞

こえるわけです。でも、実際にやっているところがあるわけですから、そこのところにどうや

ってやっているのかと、こういうことをして研究して自分たちの財政をいろいろな客観的な視
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点から研究していくのは私は大切だと思うので、こういう点、課長ではなくて市長に聞いてい

きます。大切ではないでしょうか。よろしくご答弁お願いします。 

○市   長  ２ 財政健全化について 

やれるのであればやるという構えでいろいろ調査をしてみたわけでありまして、なかなかや

れる――ですから想定の中で、今課長も答弁したようにこういう条件であればこうです、こう

いう条件であればこうです、それは出ますと言っているのです。やらないというのではない。

出して、その数値が非常に独り歩きをする恐れがあるので、今それをやっても無意味なのでは

ないですかということを言っているわけであります。やらないとかそういうことではありませ

ん。 

ただ、確定的な部分は出ないのです。ほかの市町村でどうしているかは別にしてそれはまあ

もしご存じでしたら、どこそこがやっていると教えてみてください。それを、ではどうやって

いるの、ここはどうして算定しているのと。本来はわからないはずです。その市だけがわかる

とか、その自治体だけがわかるということはあり得ない、あり得ないことなのですから。です

ので、その辺を含めてもし、今日はもうこれでいいですけれども、ご存じの市があったら教え

てください。聞いてみますから。作らないとかそういうことを言っているのではないのです。

なかなか難しくて確定的な数値は出ませんと、そういうことを申し上げているのです。 

○牧野 晶君  ２ 財政健全化について 

ちょっと市長の答弁の前提がわからなかったのであえて聞いてみます。では、これの件でや

っていそうな自治体があるわけですね。やっている自治体をホームページで探せばあるわけで

すけれども、そこに聞いたことがあるかというのを市長に聞いてみたいなというふうな思いが

あるのですが、市長から後ろに振ってください。 

○市   長  ２ 財政健全化について 

私は聞いたことがありませんが、財政課長が聞いているか否かちょっとわかりませんので、

答弁が必要ですか。そうですか。では聞いているか否か、それだけひとつ。 

○財政課長  ２ 財政健全化について 

聞いておりません。 

○牧野 晶君  ２ 財政健全化について 

では、ぜひ、やっている自治体に聞いて考えていってください。これに関しては止めます。

きっとやってくれるのだろうなというふうな思いがあります。また、４月になってから聞きに

行ってやっていないということになれば、また続けて６月にやらなければならないのかなとい

うふうな思いがあります。 

３ 空き家等の管理不能建物対策の強化を 

 それでは、次の質問に行きますが、管理不能建物についてちょっと聞いていきます。それこ

そ銀行さんはなるべく早めにそれこそ競売にかけていく。市長の言われる点はあるわけですよ

ね。それでも、もっと今の現状を要は見てくださいよということで、ここの建物を見ています

か。ちょっとお宅の抵当が付いている物件で、こういうふうになっている物件があるので早く
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競売にかけてくださいよと、こういうふうに言うのは一ついいことではないのかなと。それに

よって早くなるかはわかりません。早くならないかもしれないけれども、そういうことも市と

して大切ではないでしょうかという点で、ちょっと頑張ってくださいという点を込めてまずこ

このところを聞いていきたいです。 

そういう点で当たり前の回答ではなくて、一言言うだけでもしっかりとなっていくと思うの

です。向こうだってやはり銀行なわけですし、近隣に迷惑をかけているのだったら早く清算し

ていかなければな、というふうに思うかもしれないので、そこのところはやる必要があるので

はないかという点で回答お願いします。 

○市   長  ３ 空き家等の管理不能建物対策の強化を 

私は全部がわかるわけではありませんので、そういう物件があるとすれば、銀行さんの方に

早く決まりをつけてくださいということはいくらでも申し上げられます。ただ、ご承知だと思

いますけれども、この競売をかけるにしても結局あの裁判所という部分が入りますので、そう

いうことで手間取っているのだろうなという推測はできますが、物件はそういう物件があると

すればすぐにでもお願いは申し上げます。 

○牧野 晶君  ３ 空き家等の管理不能建物対策の強化を 

それともう１個は相続管理物件に対し、財産相続管理法人を作り権利をはっきりさせていっ

て。これに関して市の方は今それと同様な考えを持っているので、やっていく必要はないとい

うことなのですが、まあその回答がわかるようなわからないような、本当にその現場の苦悩と

いうのがわかるのです。ただ、ここのところ実例としてやはり市民からあるのが、何で早く整

理してくれないかなという建物が幾つかあるのですよね。そこのところをなるべく市に持ち出

ししてほしくないという点も私は思います。正直、その建物を解体することによって解体費が

例えば２００万円かかりました。でも、現金化できるのは１５０万円です。５０万円の持ち出

しになりました。こういうのは余り良くないなという点もあるわけですけれども、でも早く清

算すればするだけ、そこが新しい所有者になって今度は固定資産税だって入ってくる可能性が

あるわけですよね。そういう点も考えながら一刻も早く清算できるようにぜひお願いします。 

また、それとちょっと考え方を聞いていきたいのが、もし、答えられなければ答えられない

でもいいのですけれども。それこそ相続放棄された物件の管理責任はどこにいくのかというの

を調べていったら、民法の第９４０条にあったわけですけれども、相続の放棄をしたものによ

る管理。相続の放棄をしたものはその放棄によって相続人となったものが相続財産の管理を始

めることができるまで、自己の財産におけるのと同一の注意を持ってその財産の管理を継続し

なければならないという文言があるわけです。本当に市内の中でもこういうふうになっている

物件が幾つかあるわけですよね。相続放棄されて宙ぶらりんになっていて、相続放棄されたか

らそこでもう管理をする人が誰もいないのだよというふうに、私はずっと認識していたのです

が、今回これを調べていたら第９４０条にぶち当たったのです。こういう点、それこそもし市

の方で、これを元にお願いしている建物等があるかどうかとか、もしそういう点があれば、ま

たここの解釈がちょっとおかしい、ここの解釈は条文ではこうなっているけれども、判例とか
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では実際はもう全然、全然関係ないのだよというふうな回答があればちょっと教えていただき

たいのですが。 

○市   長  ３ 空き家等の管理不能建物対策の強化を 

それではそういう物件等も含めて担当の総務課長に答弁させます。 

○総務課長  ３ 空き家等の管理不能建物対策の強化を 

今ほどの件ですが、これは条文的には判例等で誤ったということではございません。あくま

で最後の相続人になる方、もうこれ以上いないよという相続人が、次の相続人が決まるまでの

間、自分の財産としての管理の義務を負うことになっております。ですので、今市の方で把握

している相続放棄物件が２件ありますけれども、それについてはいわゆる今度は裁判所なりで

――裁判所というか弁護士なりの方々が、どこまで相続の権限を持つ人がいるというのが確定

できるまでは現在放棄した管理人であっても、こういうことになっているということで連絡は

とっています。 

ただ、その方が義務を最終的に負うべき相続を放棄した人かどうかというのは、司法書士あ

るいは弁護士の方に最後まで調査をした上でないと判明しないのが現実です。そうした中でう

ちの方でも、いよいよそれについて先ほど言いましたいわゆる相続財産管理人、これは破産の

管財人と同じような立場に立つわけなのですが、そういうものになり得ることができるという

ところまでは弁護士さん等とも相談してなっております。ただ、そこで行政がいわゆる管財人

として公金をそこへ支出して、その物件を所有した上で今度それを売買する等のことをやって

いくという対応が、果たして適当なのかどうかという条件が確定できるまでは、なかなか判断

でき得ることになりませんので、その辺は法律の専門家等とよく相談した上で動くような対応

をさせていただいているところでございます。以上でございます。 

○牧野 晶君  ３ 空き家等の管理不能建物対策の強化を 

非常に市の方も勉強されていて、答えられないのではないのかなというところを答えてくれ

たので、ちょっとびっくりしたなというのがあるのですが。本当に奥深い問題があっていろい

ろな権利が絡んできて、難しいこともあると思います。公金を使っていいのかどうか。そうい

う点で例えば放棄したら壊し得になった。そういうことがないようにしてほしいけれども、整

理もしていってほしい。本当にこの矛盾する非常に困ったなというところであるのですが、い

ろいろな視点から研究して、ぜひこういう管理不能物件が１件でもなくなるように、市の方で

も一生懸命これからも努力して頑張っていっていただきたいと思います。私の質問は以上であ

ります。答弁の方は市長がしたかったらしてもらって結構ですが、決意がなければ――決意が

なければと言うのも変ですが、私は以上でおしまいとします。 

○市   長  ３ 空き家等の管理不能建物対策の強化を 

大言壮語するわけではありませんけれども、我が市の職員は何でもわかる、そういうふうに

信頼をしていただきたいと思っております。今のことにつきましては、極力やはりなるべく早

く解決できる道というのがどこかにあるのだろうと思いますので、非常に難しい問題ですけれ

ども、きちんと取り組んでいきたいと思っております。 
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○議   長  質問順位１６番、議席番号１番・桑原圭美君。 

○桑原圭美君  桑原圭美です。月曜日の朝一番を想定しておりましたので、準備不足は否め

ませんけれども、うまく質問できるかわかりませんが、頑張って質問したいと思います。 

 東日本大震災から１年が経とうとしております。平成２３年度はどういう年であったかと問

われれば、多くの方が災害の年であったと答えるでしょう。疲弊する地方の経済に加え、復旧

にかかる財政負担が将来的にどのような影響をもたらすのか見当もつきません。高齢化社会が

進み、所得税を納めない世代が増え続ける中、消費税の増税は当然避けられない状況であると

思いますが、政府は国民に負担を求める前に、まず自らの痛みを伴う政策をとってもいいので

はないかと思っております。では通告にしたがいまして質問に入ります。 

１ 子ども手当の活用について 

 まず、子ども手当の活用についてであります。この制度は来年度からどうなるか不透明な部

分がございますが、質問は現行の子ども手当ということで進めたいと思います。昨年１０月に

子ども手当の支給等に関する特別措置法が施行され、当初よりはかなり弾力的な活用ができる

ようになってきました。給付に際しては所得の制限が緩やかな制度ですので、一概には評価を

することが難しいわけでありますが、例えば給食費や保育料などの徴収が可能だということに

なれば、良い部分も出てくるのではないでしょうか。当市ではこの特別措置法をどう活用して

いくのか。また来年度開校される特別支援学校の部分も含めて将来的な活用方法の考え方を伺

います。 

２ 著しく老朽化している市営住宅の将来像 

 次に著しく老朽化している市営住宅に対する考え方であります。市内には昭和４０年代後半

に建設されたものを始め大変古い市営住宅があり、現在も市民の皆さまに利用していただいて

おります。しかし、このように老朽化が著しい建物は近い将来取壊し等の時期が必ず訪れます。

このような市営住宅は取り壊して新築するということになるのでしょうか。私としては維持管

理等の負担を考えれば、新築をするよりも民間アパートを借り上げ家賃の補助をするなどの方

法が財政的にも住環境的にもベターだと思いますが、この問題に対する方向性を伺いたいと思

います。 

また、若い世代の持家を推進していく必要があると思います。これは核家族化が進むという

状況を生み出すものの、人口増、税収増などの総合的な視野に立った施策であり、検討すべき

だと考えますがいかがでしょうか。 

３ 越後上布の伝統継承に対する予算確保を 

 ３点目は越後上布の伝統継承に対する考え方であります。１９５５年に無形文化遺産、２０

０９年にはユネスコ無形文化遺産に登録され、南魚沼市においてはこれ以上の文化遺産はない

と言ってもよいくらいのものです。古くは７３１年に朝廷に献上されたものが正倉院に保管さ

れています。また、吾妻鏡の記述によれば１１９２年に源頼朝が征夷大将軍に任ぜられた際の

就任祝いとして贈られています。江戸時代に入ると余りにも高価だとして天保の改革を断行し

た水野忠邦によって奢侈禁止令の対象品目となったこともあります。 
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当市は文化遺産のピーアールや伝統の継承に関して予算が少なく取り組み意識も希薄である

と私は思っておりますが、今後どのように全国に発信していくのか伺いたいと思います。 

４ 我が市における東日本大震災被災地への復興支援を問う 

 最後は我が市における東日本大震災への復興支援であります。膨大ながれきと原発事故の影

響が復興を遅らせているわけですが、科学的な知見で放射能の影響を検討し、放射線量の測定

など十分な体制を整えることができれば、我が市も自ら汗をかく支援をすべきではないかと考

えております。南魚沼市が表明できる支援策とはどのようなものがあるでしょうか。以上、壇

上での質問を終わります。 

○議   長  先ほど少し話をしたとおり、本日の会議時間は議事日程の関係上、あらかじ

め延長いたします。 

○市   長  桑原議員の質問にお答え申し上げます。 

１ 子ども手当の活用について 

子ども手当特措法は活用されているかということであります。今、私どものところでこの法

律に基づいて、市町村行動計画に基づく経費にあてておりますのが、２,９５６万円交付をいた

だいておりまして、乳児全戸訪問、一時預かり、子育て支援センター等各種子育て支援事業に

これを活用させていただいているところであります。これは非常にありがたい制度であります。 

それからこの中では学校給食、保育料これらについても子ども手当から直接徴収できる仕組

みが導入されました。ご承知のとおりでありますが、２月の子ども手当支給に合わせて保育料

の滞納者について申出書の提出のお願いをしまして、保育料で４０件、給食費で８件、約２４

０万円の協力をいただいたところであります。これは強制徴収ということができ得ないという

ことでありまして、いわゆる協力をしていただくそういうことでありますが、それでもこれだ

けの協力体制をいただいたということでありますので、これからもそういう方向は続けていた

だきたいと。この特別措置法でありますからいつ切れるかわかりませんけれども、切らさない

ようにはしていただきたいと思っております。 

 ２番目の負担増になっているという、地方の負担増になっているということであります。こ

れはこの手当の支給を決定したときから、当初は児童手当という部分がありました。それを改

めて子ども手当ということになったわけでありますけれども、地方が反発いたしましたのは、

地方に一切相談もせずに当時の鳩山総理の下でしょうか、これが施行されて地方もこれだけの

負担と、こういうことになって大変地方自治体としてはある意味寝耳に水であります。一切相

談もなしに押し付ける。全部、全額国費でやるということであればいいのですけれどもそうで

はなかったものですから、非常に反発をしまして、今回はそれがやや是正をされております。

是正をされておりますが、いずれにしても６分の１とかという部分はありますので、子ども手

当――我々全国市長会の中では子ども手当は国の重要な施策であります少子化対策、当然これ

に起因しているわけでありますので、全国一律どこの市に、町に、村に生まれても子どもはき

ちんと全国一律の支援を受けられるということを国の負担でやるべきということで、今、地方

の負担は廃止するように要望しているところでありますが、財源問題もありますのでどうなり
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ますかちょっとわかりません。 

２ 著しく老朽化している市営住宅の将来像 

 老朽化している市営住宅であります。今、建築後、旧耐震基準で建築されて建築後３０年以

上経過したものが１４棟、新耐震基準で建築され建築後２０年経過したものが３１棟、これは

市営住宅。市有住宅１２棟はこれは全て建築後３０年以上。現在塩沢の北原住宅これは市営で

あります。それから六日町の市有の東泉田、これの老朽化が著しいとこでありまして、入居者

の退居後募集をしない政策空き家として対応しております。 

今後の公営住宅のあり方につきましては２４年度の一般会計当初予算に必要な予算を計上し

て、市民の意向調査あるいは住宅関連企業の意向調査、これらを行って住宅需要を予測しなが

ら住宅施策の基本となります住生活基本計画――これは住宅マスタープランであります――こ

れを策定していきたいと。この計画の中で民営住宅のストック状況、公営住宅のストック整備

業等を検討していきたいと思っております。 

この計画の策定状況を見ながら公営住宅として必要なストック分は、議員からご提案のあり

ました民間賃貸住宅借上方式、これも含めて改修工事や建て替え建設がどういう方向でやって

いけばいいのかと、このことをきちんとやっていきたいと思っておりますのでよろしくお願い

いたします。 

 人口増、若い世代の持家推進であります。今現在ご承知のようにこの公営住宅制度は生活困

窮者に対する支援のみでなくて、子育て世代世帯あるいは多子世帯に優先入居該当項目となり

まして、今、割りあいと多くの皆さん方から入居をしていただいているところであります。 

それから公営住宅入居時、これは収入に応じた家賃の負担となりますので、若い公営住宅入

居者の将来の持家に向けた財政的支援も担っているわけであります。そういう目的もあります。

ただ、若い皆さん方の持家推進のために直接的な財政支援、いわゆる補助金交付というような

ことは今、施策については考えておりません。 

しかしながら、人口増あるいは税収増、これに向けて様々な施策をこれから行っていかなけ

ればなりませんので、少子化対策のプロジェクトチームの中でもこういうことも含めて検討し

ていければと思っております。格安の団地造成、これらもやはり視野の中に入れていかなけれ

ばなりませんのでよろしくお願い申し上げます。 

３ 越後上布の伝統継承に対する予算確保を 

 越後上布の伝統継承の予算であります。これは私どもが今このことに対して行っております

予算措置につきましては、平成１８年度が４８１万２,０００円。１９年度４８０万円。これは

伝統文化継承のために塩沢町との合併後の平成１８年を除いて年額４８０万円を助成しており

ます。できる限りの費用の確保には努めていきたいと思っております。 

今、議員おっしゃっていただいたように小千谷の小千谷縮と同時のユネスコ遺産登録が非常

に大きなインパクトがございまして、相当の何ていいますか、メディアから取り上げていただ

いておりますし、これは非常にすごいことだと思っております。これを広報費用に換算すれば

ばく大もないものになるわけですけれども、そういうことを追い風にしながら、やはりこの物
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が売れるという方向を見いださなければ、本当にじり貧になっていくわけであります。これら

も先般ちょっとお話を申し上げましたプリンスホテルのイベント等の際にも、こういうものも、

食ばかりではなくて、市の本当に大変な財産でありますし特産品でもありますので、こういう

ものも売り込めるような体制が整えられるか否か。これはプリンス側ともまた相談させていた

だかなければならないと思いますけれども、いずれにしてもとにかく大変な財産ということで

あります。伝統の継承には万全を期していきたいと思いますし、今ほど触れましたようにこの

ことで商売が繁盛できるような施策を何とか考えられないかということで検討しております。

また議員からもいろいろアイディアがございましたら、お知らせいただければと思っていると

ころであります。 

 予算確保的な関係の方では、私どもは予算を付ける、教育委員会はそれを使うという立場で

ありますので、予算的な面でまた教育委員会の見解も今、教育長から申し上げますのでよろし

くお願いいたします。 

４ 我が市における東日本大震災被災地への復興支援を問う 

 失礼、もう一つありました。震災地の復興支援であります。これは前にもちょっと申し上げ

ましたが、いわゆるがれきの処理が今一番問題になっていまして、これについて私どもはがれ

きの処理にも協力をしたいということで、昨年の４月の時点では受け入れ可能というふうに報

告しておりました。しかし、ご承知のように、新潟・福島豪雨による流木の大量な処理、それ

から電気事業法の第２７条による使用制限ということで長期間の焼却炉の運転停止、これによ

って被災地のがれきを受け入れられる状況ではありませんでした。これからまだ災害で雪消え

後には発生します残土が２０万から３０万立米出ます。これに含まれている一般廃棄物の処理

も行わなければならないということになりますと、なかなか今の可燃処理施設で２４年に限っ

てはとても処理をできる状況ではないということですので、まあ少し２４年度についてはこの

支援はちょっとできないことであります。 

それから放射性物質の部分もあります。前にも申し上げましたように、この溶融炉という部

分は非常に凝縮されますので、やはり飛灰から鉛が多く含まれたり、そして放射性物質が凝縮

されますから一般的にはちょっと高い数値が出ると。これを今度は受け入れてくれる場所が今

なくなったりしまして、キレート化で何とか受け入れていただくところを今確保いたしまして

これから搬出するわけですけれども。これがなかなか確定しませんと、とても自分たちの処理

で精一杯で他のところから持ってきてというところに至りませんので、早く国がこの処分場を

仮置場でも結構ですけれども、きちんとしていただきたいと。 

それからこれも申し上げましたが、国がダブル基準です、ダブルスタンダード。環境省は８,

０００ベクレル以下はもういいと、もう燃やして全部処理してくださいと。ところが１００ベ

クレル以下にならなければだめだというこの部分もありまして、これのまだ解決ができません。

そしてエコパーク出雲崎というのがございます。これは県内中の最終処分の受け入れ場所であ

りますけれども、これが安全性が確認できなければ受け入れられないということで、そこにも

出せない。非常に大変な状況であります。がれき問題はそういうことで、そういうことが解決
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さえできれば、もう一生懸命協力をさせていただきたいと思っております。 

あとは避難されている皆さん方、当市では最大時は４００人を超えましたけれども、今は５

７人の方であります。この方々が一日も早く元気でふるさとにお帰りになれる日まで、継続し

てきちんとしたご支援を申し上げていきたいと思っておりますのでよろしくお願いいたします。

また、特別のことで求められることがあれば、極力応じていきたいというふうに思っておりま

すのでよろしくお願いいたします。以上です。 

○議   長  大変貴重な時間で申し訳ありませんが、市長の方が外せない来客が到着して

いますので、ここで休憩をしたいと思います。 

○議   長  休憩をいたします。再開を５時１５分といたします。 

（午後４時５７分） 

○議   長  休憩を閉じて会議を再開いたします。 

（午後５時１５分） 

○教 育 長  ３ 越後上布の伝統継承に対する予算確保を 

越後上布の伝統継承に対する予算確保という質問の点につきまして、補足説明を申し上げま

す。今ほど市長から答弁ありましたのは、商工観光費の中での補助であります。教育費の中か

ら市の補助金が支出されております。こちらの方は越後上布・小千谷縮布技術保存協会に対す

る補助であります。議員お話の越後上布の保存、伝統の継承ということになりますと、主にこ

ちらの方がやっているところであります。市からはずっと１００万円でありますが、このほか

に国から平成２２年度までは１５０万円、新潟県から５０万円、小千谷市から５０万円、そし

て協会が８５万円を負担しまして、その中で苧績み、いざり機、それから苧麻の栽培、苧引き

というふうなことをやってまいったところであります。 

ちょうど越後上布がユネスコを登録ということと時期を同じくいたしましたが、国が補助金

を５３０万円に増額してくれました。２３年度からでありますので、まだ上げてもらって最初

の年が終わろうかというところでありますけれども、このことによりまして絣づくりの講座も

増やすことができました。 

したがいまして、技術を伝承していくという観点からは随分と講座の内容を充実、向上させ

ることができたと、このように思っております。そして情報発信についてでありますが、この

時期になりますと毎年のように雪さらしとか、あるいはもう少し時期が下がりますといざり機

の１００日講習の修了者の紹介というふうなかたちで、新聞、場合によってはテレビなどにも

報道される機会がありまして、この地域の重要無形文化財といたしましては、マスコミから取

り上げられる機会が非常に多いものだというふうに認識しております。 

それだけに職員も正しい紹介ができるように、日々研さんしているところでありますし、手

前みそ、我田引水で申し上げますと、国が５３０万円に補助金を増額していただきましたのも、

長年にわたって、年１回でしかありませんけれども、文化庁から担当の方がおいでになるとき

に、とにかく国から補助金を増やしていただかないと思うような技術の伝承もできないという

ことを長年訴えてきたそのことが、結果として実を結んだのではないかなと、こんなふうにも
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思うところであります。 

このほかにも社会教育の観点から、子どもたちへののびのび越後上布体験講座ですとか、同

じく雪さらしの体験講座ですとか、そしてまたこれは一般県内外の広い層から参加していただ

いております越後上布の体験講座というふうなことを、今申し上げた技術保存協会と社会教育

課で連携しながら取り組んでいるところであります。以上でございます。 

○桑原圭美君  順番に進めたいと思います。 

１ 子ども手当の活用について 

まず、子ども手当についてですが、市長の答弁をお聞きしまして、特措法を活用していると

いうことと、国へ全額求めているという点を非常に評価したいなと思っております。三位一体

の改革以降、公共事業が減って地方の負担が増えているように私は感じています。現状のまま

ですと子ども手当がこのまま不安定なままいきますと、現金給付を隠れみの、と言ったら失礼

ですけれども、にしたら地方の負担増になりかねない制度ではないかなと危惧をしているとこ

ろです。 

また、国の政策を地方に財政支出を求めるということは、憲法９２条の地方自治の趣旨にも

反するのではないかなという思いがありますので、もう一度市長に伺いたいのは、国に対して

この制度をどういうふうに地方にとっていいものに変えていけるのかというのを、どういうふ

うに訴えていくのかということお聞きしたいと思います。 

○市   長  １ 子ども手当の活用について 

この子ども手当はまた名前が変わるようでありますけれども、この趣旨については所得制限

とかそういうことはやはりある程度あってしかるべきと思いますけれども、全体的な趣旨につ

いては、社会全体で子どもを育てるというこの趣旨は私も大賛成であります。その中で国が打

ち出して地方の意見も聞かずに有無を言わせず、もう法律でやってしまうというやり方はこれ

はだめだと。例えばお互い相談させていただいて、地方もこれだけの負担であれば結構だと、

そういうことになればそれで結構なのです。 

ですので、これは額もさることながら、今おっしゃったように憲法９０何条かはちょっと別

にいたしまして、地方主権ということがこれだけ叫ばれている中で、また改めて何か国がもう

全部地方に有無を言わせずいろいろのことを求めてくるというのは、それはだめですというこ

とです。これは地方６団体全てこのことに対しては、きちんと対応していくということを確認

しておりますので、そういう団体を通じながら国と地方のある意味対等の立場に立っての協議

をきちんとしていくということを求めていきたいと思っております。 

○桑原圭美君  ２ 著しく老朽化している市営住宅の将来像 

では、次の市営住宅の問題に移りたいと思います。住宅マスタープランを作成してというこ

とですので、このプランの策定を期待したいと思います。そこで、退室されて不補充というか

募集をしないというような住宅になっていくわけですけれども、例えば消雪パイプの負担を皆

さんがされていたりして、そういうときにどんどん住民の方が減っていくような状況が生まれ

ていく場合に、消雪パイプだとかいろいろな負担をどのように考えているのかということをお
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聞きしたいのと、老朽化していずれ考えなければいけないというような住宅にお住まいの方た

ちへの説明等をするべきではないかなと思うのですが、その点をお伺いしたいと思います。 

○市   長  ２ 著しく老朽化している市営住宅の将来像 

極力住宅を空かせないということで、今、ある程度の部分の住宅については、ほとんどがそ

うですけれども募集をすれば、やはりそれ以上の皆さんが応募をするということですから、空

くというのは限定をされているわけであります。そこで、それについて今どういう対応をして

いるかこれらについて、それからその皆さんたちにどういう説明をしているかというのは、建

設部長に答弁させますのでよろしくお願いいたします。 

○建設部長  ２ 著しく老朽化している市営住宅の将来像 

消雪の電気料の件ですけれども、当然政策空き家になると市が管理するということになりま

すので、政策空き家部分は市が電気料を負担して、残っている方についてはその部分の負担と

いうことにしております。以上です。 

○桑原圭美君  ２ 著しく老朽化している市営住宅の将来像 

政策空き家について私ちょっと理解が及びませんでしたので、今回の質問でよくわかりまし

た。 

３ 越後上布の伝統継承に対する予算確保を 

 次に移りたいと思います。越後上布ですけれども、この越後上布は鈴木牧之が北越雪譜で紹

介したのが天保８年、天保の改革でぜいたく品はけしからんということになったのが５年後で

ありまして、それだけ影響力が当時からあったものであります。去年、坂戸城築城イベントも

あった中で総合文化展ということをやったわけです。そこで、建長寺とか円覚寺という鎌倉市

の名刹と塩沢の関興寺と龍澤寺というのは非常に縁がございます。そういった中で鎌倉市が今

度世界遺産に地域が指定されるということで、観光を一生懸命やっていくという意思表示を示

しているわけです。こういった歴史的な交流とか縁を、交流を深めながら我々もこういった地

元の文化遺産をピーアールしていくというような考えはございますでしょうか。 

○市   長  ３ 越後上布の伝統継承に対する予算確保を 

こういうことについて、今のことで具体的にまだ動いているということではありませんけれ

ども何らかのご縁があって、そしてその地方自治体と交流を結びながら、自分たちのやはり歴

史もきちんと世の中に認知していただくようにやっていくということは本当に素晴らしいこと

だと思います。先般、愛知県の犬山市の市長さんがこちらに見えられたとき、南魚沼市と何か

接点を持って交流ができないかということで、いろいろ両市の事務方で検討をしたのですけれ

ども接点がないのです。犬山城とどうもこちらは全くなかったですし、産業面とかそういう中

でもなかなか一致する部分がなくて、友好的な関係は結んでいきましょうということでありま

すが、なかなかそういうことです。 

それから、今県内では燕市さんがどうしても南魚沼市といろいろな面で提携していきたいと

いうことで、今庁内でそれぞれ協議機関を立ち上げてやっておりますが、これも明確な燕市と

南魚沼市との結びつきというのはございませんけれども、この春に開催されます全国市長会の
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際の物品に、燕市さんで特殊技術といいますか、非常に優れた酒が三倍おいしくなるぐい飲み、

ちょこがありまして、これを全部各市長さん方に配布しようと。それは市長会というか我々の

方の費用で燕市から買い取ってそれを配布するということですので、そういうことも含めて新

しい関係を築き上げながら、それぞれの都市の皆さんとやはり交流は深めていきたいと。そし

て、南魚沼市もそういうところで十分我々の市の宣伝ができたり、また物品もいろいろな面で

扱っていただいたり、活性化につなげていきたいと思っておりますのでよろしくお願いいたし

ます。 

○桑原圭美君  ３ 越後上布の伝統継承に対する予算確保を 

はい、ではまたそのように取り組んでいってもらいたいと思いますし、私の方もできるだけ

いい意見を出していきたいなと思います。 

４ 我が市における東日本大震災被災地への復興支援を問う 

 最後の復興支援策についてです。先ほど市長からの答弁で非常によくわかったわけですけれ

ども、なかなか国の指針が示されない中で、我々のような自治体が何かをしたいと言っても難

しいなとは思うのですけれども。本当にこれだけの大震災が東北であって、真っ先に支援を表

明しているのは東京都であるとか北九州市であるというのは、近隣の我々にとっては非常に心

苦しいのではないかなと思います。 

我々議員も７月にはボランティアにバスに乗って出かけて作業してきたという経緯があって、

どうしてもあの地域の方々の役に立ちたいという気持ちは、皆さんで持っているところなので

すけれども、最後にお聞きしたいのは、国の基準がいろいろあって定まらない中で、南魚沼市

としてどういった支援に取り組んでいけるかということを、最後に決意をお聞きして終わりに

したいと思います。 

○市   長  ４ 我が市における東日本大震災被災地への復興支援を問う 

今現在できておりますことは、発災直後はいろいろやりました。燃料の支援とか、あるいは

必要物資の支援とかいろいろやったり、ボランティアでも相当大勢の皆さんからおいでいただ

いたわけであります。今現在具体的にというのは避難されている皆さん方の、今５７名になり

ましたけれども、支援を申し上げているということであります。 

焼却、がれきの焼却ということが今大きな問題になっておりますけれども、一番これが復興

を妨げていると。それから人員の要請もあります、いわゆる技術職。ところが、私どもの市も

このまた災害で人から来ていただいているという状況の中でありますので、このこともなかな

か難しい。 

ですので、なるべく早くがれきの処理の受け入れができるような体制になれればと思ってお

ります。そのときには必ず放射性物質とかという問題が出ますけれども、これは余り過度にあ

おることなく、住民の皆さん方からもご理解いただきたいと思います。今日の日報の投書欄に

南魚沼市在住の方が、孫もいて放射能という心配はあるにしても基準値以下ということをきち

んと信じて、やはりがれき処理にも一生懸命我々も協力しようというようなことが載っており

ました。そういう市民の皆さん方が本当に大勢いらっしゃるわけですし、心配は心配として、
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そういう安全面の確認もしながら、なるべく早い段階でそういうまたがれき処理だとかそうい

うことのご支援ができればと思っておりますので、よろしくお願い申し上げたいと思っており

ます。 

○議   長  お諮りいたします。本日の会議はこれで延会したいと思いますが、ご異議ご

ざいませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

異議なしと認めます。よって本日はこれで延会することに決定いたしました。 

 本日はこれで延会いたします。 

○議   長  次の本会議は３月１２日午前９時３０分、当議事堂で開きます。大変ご苦労

さまでした。 

（午後５時３１分） 
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